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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 順次質問を許します。清風会代表、小栁正人君 

    〔清風会代表小栁正人君登壇〕 

○13番（小栁正人君）  清風会を代表いたしまして、

一般質問を行います。 

 質問に入る前に、昨年の大震災時はもちろんのこと、

その後、被災による疾病等でお亡くなりになられた多

くの方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、いま

だに仮設住宅等での避難生活を余儀なくされている皆

様に対しましても心よりお見舞い申し上げます。 

 また、このたび久慈市三役にご就任されました星文

雄副市長におかれましては、今後のご活躍を心よりご

期待申し上げまして、通告に従い順次質問いたします。 

 質問の第１は、復興計画についてであります。 

 本年は復興元年とも言われ、我が久慈市においても

昨年策定された久慈市復興計画及び久慈市総合計画後

期基本計画に沿った各種事業の執行には国の支援が不

可欠であります。 

 そこで、先月、山内市長みずから上京され、復興相

に総合防災公園の整備促進への支援など、６項目から

なる要望を提出されたとのことでありますが、要望書

の具体的内容についてお伺いいたします。 

 また、５月25日発表されました復興交付金第２回配

分についての評価もお伺いいたします。 

 次に、湾口防波堤の整備についてであります。 

 今年度の整備計画には約40億円の予算が計上された
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と仄聞しておりますが、災害に強いまちづくりの最重

要事業でもあり、完成後の静穏水域を利用した漁業振

興にも期待できる湾口防波堤整備事業の進捗状況をお

伺いいたします。 

 次に、自治体クラウドについてお伺いいたします。 

 自治体クラウドは、住民情報や税務・福祉、あるい

は財務会計などの自治体運営に不可欠な情報を民間企

業が管理するデータセンターにおいて保有・管理し、

通信回線を経由して利用できるシステムです。昨年の

ような大災害時における情報保護や人的・金銭的コス

トの軽減も期待される自治体クラウドの導入について

のお考えをお伺いいたします。 

 次に、放射線被害対策についてであります。 

 昨年の福島第一原発の事故以来、放射線汚染による

直接的な被害ばかりではなく、風評被害による農林水

産業への影響ははかり知れないものがあると思われま

すが、当市における農林水産業への放射線被害数値の

実態と、被害に対する補償についての考えをお伺いい

たします。 

 次に、八日町消防署分室の活用策についてでありま

す。 

 近年、市街地区の各町内会では、地区内のコミュニ

ティ振興や活性化対策等の話し合いが多く持たれるよ

うになりましたが、公民館の施設を有しない町内会が

大多数であります。会合場所の確保にも苦慮しており

ます。そこで、最近は消防自動車の姿を見る機会も少

なくなった。八日町ポケットパークに隣接しました消

防署分室をコミュニティセンターとして活用できるよ

う、市民に開放する考えがないかお伺いいたします。 

 次に、ドクターヘリについてであります。 

 いよいよ５月８日より、岩手県でもさらなる救急医

療の質の向上に期待がかかるドクターヘリの本格的運

航が始まりました。それに先んじ我が久慈市は、長内

町の平沢空中消火基地で合同訓練が行われましたが、

この合同訓練の成果と今後の課題についてお伺いいた

します。 

 また、懸案となっております岩手・青森県境を越え

た救急救命活動ができるドクターヘリの広域運航実現

の可能性についてもお伺いいたします。 

 次に、再生可能エネルギーについてであります。 

 １点目は、環境省の委託事業として立ち上げられた

久慈風力発電プロジェクト検討委員会の本年２月設立

以降の協議内容と、４月より実施されている風力調査、

騒音調査等の進捗状況をお伺いいたします。 

 ２点目は、岩手県沿岸北部での海洋再生可能エネル

ギーに関する調査研究を行う岩手沿岸北部海洋再生可

能エネルギー研究会の将来ビジョンについてお伺いい

たします。 

 ３点目は、太陽光発電システムの普及策についてで

あります。 

 太陽光発電システム設置に際しては、一般家庭用住

宅及び産業部門の製造業を対象として、市では補助金

を出されており、家庭用住宅への補助金予算額はほぼ

達成したとのことであります。 

 余剰電力の固定価格買い取り制度導入も決まり、同

システム設置希望者も増加傾向にあると思われますが、

補助金対象範囲の拡大など、さらなる太陽光発電シス

テムの普及策を考えておられるのかお伺いいたします。 

 次に、スマートコミュニティ次世代環境都市につい

てお伺いいたします。 

 再生可能エネルギーの地産地消を基本に、自治体と

民間事業者が共同で新規事業や雇用の場の創出を目指

し、また、環境問題にも配慮されたスマートコミュニ

ティの当市における導入の考えはないかお伺いいたし

ます。 

 次に、久慈エクステンションセンターについてであ

りますが、岩手大学が復興支援のため設置した三陸復

興推進機構の出先機関・久慈エクステンションセン

ターが４月、市役所内に開設されました。水産業等の

復興プロジェクトを中心とした支援事業を計画されて

いるとのことですが、支援事業の具体的内容をお伺い

いたします。 

 次に、ポリオ予防不活化ワクチンについてでありま

す。 

 今まで有料で接種されていたポリオ予防不活化ワク

チンは、厚生労働省がことし９月導入を決定し、無料

接種が可能となりました。ごくまれに副作用が起きる

とされる従来の生ワクチンの定期接種が必要にもかか

わらず、不活化ワクチン導入まで接種を控えたい保護

者も他の市においては見受けられるとのことでありま

すが、当市における現時点でのポリオ予防生ワクチン

の接種状況をお伺いいたします。 

 次に、観光振興についてお尋ねいたします。 

 １点目は、いわてデスティネーションキャンペーン
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についてであります。 

 ことし４月から６月のキャンペーン期間中、久慈市

においても周遊バスの運行等実施されておりますが、

同キャンペーン期間中の誘客数など、当市における現

状と成果についてお伺いいたします。 

 ２点目は、十二支巡りについてであります。地元の

若者が中心となり行われている十二支巡りは、やませ

土風館の周辺に点在する寺社をお参りし、ウォーキン

グも楽しむことができると人気も上々であります。 

 無病息災など、さまざまなご利益をもたらすとされ

ており、久慈市のパワースポットとして発信すれば、

観光資源として、また市街地の活性化にもつながると

思われますが、支援策についてのお考えをお伺いいた

します。 

 ３点目は、名誉市民三船十段についてであります。 

 ことし４月から始まりました中学校における武道必

修化においても、岩手県はもちろんのこと、全国的に

も柔道を選択する学校が大半と聞いております。また、

４年後の岩手国体の柔道競技会場も我が久慈市であり

ます。 

 交流人口と観光客増大のためにも、柔道の神様、三

船十段の生誕の地として、さらなる情報発信をすべき

と思いますが、お考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、ＮＨＫ朝ドラ「あまちゃん」についてで

あります。 

 つい先日、来年４月スタートのＮＨＫ連続テレビ小

説が岩手県の北三陸を舞台とした「あまちゃん」と決

まり、久慈市を中心にロケが行われると聞き、大いな

る波及効果を期待しているところであります。連続テ

レビ小説「あまちゃん」の放送決定に至る経緯と、今

後のＰＲ策についてお伺いいたします。 

 次に、教育旅行受け入れについてであります。 

 昨年は東日本大震災の影響もあり、首都圏の学校か

らのキャンセルもありましたが、ことしは例年並みに

訪問学校数も回復しているとのことであります。体験

型教育旅行受け入れについては、山村地区ばかりでは

なく、ことしから本格的に漁村地区での受け入れが行

われることになりましたが、漁村地区での生徒受入状

況と、今後の課題についてお伺いいたします。 

 次に、復興道路についてであります。 

 本年４月、国土交通省三陸国道事務所久慈維持出張

所内に復興道路久慈推進チームが設置され、新たにス

タッフが５名増員されたとのことであります。復興道

路の一日も早い完成を願うわけでありますが、八戸・

久慈自動車道及び三陸北縦貫道路整備の進捗状況をお

伺いいたします。 

 また、八戸・久慈自動車道の久慈北工区における工

事車両増大に係る安全対策についてもお伺いいたしま

す。 

 次に、車道整備についてであります。 

 １点目は、国道281号荒町交差点から二十八日町に

至る大型自動車通行に伴う振動の早期解消策について

のお考えをお伺いいたします。 

 ２点目は、県道侍浜夏井線から市道白前線への段差

解消策についてもお伺いいたします。 

 次に、市民協働道路維持補修事業についてお伺いい

たします。 

 地域の皆さんと市が協力して道路を補修する市民協

働道路維持補修事業は、近年申請数が多数あるとお聞

きしておりますが、本年度の申請件数と採択事業の具

体的内容についてお伺いいたします。 

 次に、市道広美町海岸線の整備計画についてであり

ます。 

 救急車や消防自動車等の市街地への走行時間短縮が

期待される広美町海岸線の完成予定年度など、整備計

画についてお伺いいたします。 

 次に、都市計画公園整備についてでありますが、本

年度は1,200本のツツジを購入され、逐次、都市計画

公園に植樹されるとのことでありますが、花と緑のま

ち並みモデル事業を展開しているエリカシーランドく

じ推進協議会といたしましても大いに賛同するところ

であります。都市計画公園におけるツツジ植樹計画の

具体的内容についてお伺いいたします。 

 次に、雨水排水対策についてお伺いいたします。 

 市街地区においては、豪雨災害時、恒常的に浸水す

る地区への雨水排水ポンプ場整備が数カ所計画はされ

ており、早期完成を待ち望んでいるところであります。

今回、川崎町の雨水排水溝整備が完了したわけであり

ますが、市街地区における次なるポンプ場整備等、雨

水排水整備事業計画をお伺いいたします。 

 次に、平庭高原の今後の整備についてお伺いいたし

ます。 

 日本一と言われる約30万本からなる白樺林を有する

平庭高原は、風光明媚な高原リゾート地であります。
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末永くこれらの自然環境を保ちたいものでありますが、

平庭高原に生息する希少高原植物や生物の保護につい

ての考え方をお伺いいたします。 

 また、富士見平の整備の必要性についてもお考えを

お伺いいたします。 

 次に、教育行政について、教育長にお伺いいたしま

す。 

 １点目は、全国学力テストについてであります。 

 小学校６年生と中学３年生を対象とした文部科学省

の全国学力・学習状況調査が２年ぶりに実施されまし

た。全国では小中学校全体の81.2％、岩手県では同

79.6％、445校が参加したとのことでありますが、久

慈市における全国学力テストへの参加状況と、テスト

結果をどのようにとらえておられるのかお伺いいたし

ます。 

 また、全国学力テスト実施に対しては反対をとなえ

る声もありますが、教育委員会としてのお考えをお伺

いいたします。 

 ２点目は、山形中学校における地元高校への進学率

向上についてであります。 

 山形中学校から高校への進学に際し、隣接する葛巻

高校へ進学する生徒数もかなりあるのが現状でありま

す。合併後はや６年を経過しており、山形中学卒業後

地元高校という認識で、久慈市内への高校への進学を

願うわけであります。中学から高校への進路指導のあ

り方と、地元高校への進学の推進策についてお伺いい

たします。 

 ３点目は、山形小学校の新築についてであります。 

 今春の荷軽部小学校、戸呂町小学校の統廃合など、

山形小学校への統合が進む中で、築40年ほど経過して

おります山形小学校の新築を考える時期と思いますが、

お考えをお伺いいたします。 

 最後に、新野球場建設計画についてであります。 

 2016年開催の岩手国体軟式野球競技の開催地である

久慈市を含めた周辺８市町村からなる開催準備委員会

の第２回総会も４月下旬に開かれ、今後、県や県野球

協会など、関係機関・団体との調整を進めていくこと

を確認されたとのことでありますが、岩手国体軟式野

球競技場としてふさわしく、また、復興のシンボルに

もなり得る新野球場の完成を多くの市民も待ち望んで

おります。 

 新野球場建設計画の進捗状況をお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私からの質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  清風会代表、小栁正人議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、復興計画についてお答えをいたします。 

 まず、去る５月24日に提出した平野復興大臣への要

望書の内容につきましては、集団移転に係る被災住宅

取り壊し費用の支援制度、移転先の用地買収に伴う譲

渡所得税の特別控除適用の創出、広域防災拠点機能を

有する総合防災公園の整備、津波浸水区域内にある小

学校の移転改築、湾口防波堤の早期整備、災害廃棄物

の最終処分に係る広域処理の６項目であります。 

 また、復興交付金第２回事業計画の提出に当たりま

しては、集団移転に係る団地造成や災害公営住宅、あ

るいは避難道路及び避難所等の整備を中心に提出した

ところであります。 

 この結果、集団移転の関連事業は、平成24年度分は

もとより、平成25年度分まで前倒しして配分されまし

たほか、水産関係事業等も満額配分され、被災者の生

活再建やなりわいの再生が推進されるものと認識いた

しております。 

 次に、湾口防波堤の整備についてお答えをいたしま

す。 

 本事業の進捗状況でありますが、全体延長3,800

メートルのうち、平成23年度末時点で920メートルが

概成しており、その進捗率は24.2％となっております。 

 今年度におきましては、平成23年度予算の繰り越し

及び３次補正予算に加えまして、平成24年度当初予算

として、前年度当初予算の２倍以上となる約40億円が

確保されたところであります。 

 また、東北地方整備局釜石港湾事務所からは、南堤

へのケーソン５函の据えつけによります150メートル

の延伸のほか、北堤の基礎工事等を発注する予定であ

ると伺っているところであります。 

 次に、自治体クラウドの導入についてお答えをいた

します。 

 情報保護に対する対策強化につきましては、東日本

大震災における教訓と受けとめ、当市におきましても

重要な課題であると認識いたしております。 

 また、自治体クラウドは、複数自治体が同一システ

ムを利用することによる経費節減と、情報保護対策が
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同時に可能となると言われており、有効な手段の一つ

であると認識はいたしております。 

 しかしながら、複数自治体での自治体クラウドの導

入につきましては、参加自治体ごとに異なる業務のプ

ロセスの標準化でありますとか、使用する文字の統一

などの検討に相当な時間と労力を要しますことから、

中長期的に検討が必要であるととらえております。そ

のため、当面の対策といたしましては、住基システム

のバックアップについて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、放射線被害対策についてお答えをいたします。 

 国・県におきまして、これまで農林水産物の放射性

物質検査を実施した結果は、飼料用の牧草を除き、基

準値以下となっております。 

 牧草につきましては、本年４月１日から、食品中の

放射性物質の新基準値100ベクレルが適用になります

ことから、県において市内畜産農家91戸の平成23年産

牧草について調査を実施した結果、新基準値100ベク

レルを超過した農家８戸、面積では約58ヘクタールの

牧草地除染作業が必要となり、岩手県農業公社が事業

主体となり、牧草地再生対策事業を実施することとし

ております。 

 なお、今年度、県において平成24年度産牧草につい

て市内38地点のモニタリング調査を実施した結果は、

すべて基準値以下となっております。 

 東京電力株式会社への損害賠償請求の状況でありま

すが、新岩手農業協同組合では、ＪＡグループ東京電

力原発事故農畜産物損害賠償対策岩手県協議会を通じ

て請求しており、平成24年３月末における久慈管内請

求額は２億7,025万円余であり、また、久慈地方森林

組合では710万円余を風評被害による価格の減少分と

して請求を行っていると伺っております。 

 次に、八日町消防署分室の活用策についてお答えを

いたします。 

 八日町分室につきましては、平成11年、久慈消防署

を現在地へ移転新築する際、地域住民等から、緊急車

両の市街地へのアクセスに懸念が示されましたことか

ら設置された経緯があると認識をいたしております。 

 現状を考えますと、下長内旭町線の整備等により、

当時と比較し交通事情は改善されているものと認識し

ており、市街地町内会等関係者と継続設置の必要性に

ついて、再検討する時期に来ていると考えております。 

 係る検討を踏まえ、分室を廃止し、施設の有効活用

を図るとした場合、コミュニティセンターとして活用

することも一案であろうと思います。 

 次に、ドクターヘリについてお答えをいたします。 

 まず、合同訓練の成果と課題についてでありますが、

本年５月８日からの運航に先立ち、去る５月１日に合

同訓練が実施されたところであります。 

 合同訓練におきましては、運航に係る医療、消防及

び運航の各機関により、県防災ヘリやドクターヘリを

経由して患者を病院に搬送するための連携が確認され

たと、合同訓練に参加した久慈広域連合消防本部から

伺っております。 

 また、合同訓練は、当初４月に予定されたところで

ありますが、悪天候により変更されるなど、私どもが

従前から指摘しているとおり、ドクターヘリの運航が

気象条件に大きく左右されることが課題の一つである

ととらえております。 

 次に、ドクターヘリの広域運航実現の可能性につい

てでありますが、ドクターヘリは出動要請から15分以

内に現場に到着可能な半径50キロメートル圏内に配置

することが効果的であるとされております。 

 しかしながら、現在の岩手県の運航体制では、当地

域は50キロメートル圏外にありますことから、岩手、

青森、秋田、北東北３県による広域連携の協議を早急

に整えるべきであると考え、これまでも岩手県等に対

し要望をしてきたところであります。 

 一方、本年10月からは、青森県で２機目のドクター

ヘリが配置となり、八戸市民病院への配置が予定され

ておりますことから、こうした状況を踏まえ、市とい

たしましては、八戸市、二戸市等と一体となって県境

を越えた運航の早期実現について、さらに県等に対し

要望してまいりたいと考えております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 まず、久慈風力発電プロジェクト検討委員会の協議

内容についてでありますが、これまで２回にわたり検

討委員会を開催したところであります。５月21日の検

討委員会における協議の中では、風力発電事業が、直

ちに雇用創出やエネルギーの地産地消につながるもの

ではないものの、プロジェクトを進めていく中で、将

来的な可能性を踏まえて議論を進めていくべきといっ

た意見が出されております。 
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 調査の進捗状況につきましては、侍浜、長内及び宇

部地区の３カ所での風況観測調査を４月末から開始し

たほか、自然環境調査及び騒音・低周波音調査につい

ても調査を開始したところであります。 

 次に、岩手沿岸北部海洋再生可能エネルギー研究会

の将来ビジョンについてでありますが、本研究会は、

岩手県沿岸北部海域において、洋上風力や波力を利用

した海洋再生可能エネルギーに関する調査、研究や、

その利活用方策の検討を行うことを目的に、県が中心

となって設置されたところであります。 

 現在、当該地域におきましては、洋上風力発電の事

業化を検討することを目的に、昨年に引き続き風況調

査を行っておりますほか、研究機関によります波力発

電の実証研究の誘致を進めているところであります。 

 今後、この研究会の活動を通じ、将来的には着床式

洋上風力発電及び波力発電を中心に、漁業関係者と協

調したエネルギーファーム化を目指すといたしており

ます。 

 次に、太陽光発電システムのさらなる普及策につい

てでありますが、今年度、市の復興計画を踏まえ、市

内の一般住宅と民間工場を対象とした太陽光発電シス

テム導入等に対する補助制度を創設したところであり、

住宅用につきましては、市民の再生可能エネルギーの

関心の高さを反映し、既に当初予算を満たしておりま

すことから、本議会におきまして補正予算を提出し、

さらなる導入促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 住宅用、工場用とも、経済的メリットに加えまして、

停電・災害時には自立運転への切りかえによって電力

が得られますことから、今後、より一層の制度周知に

取り組みながら、その普及を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、スマートコミュニティについてお答えをいた

します。 

 スマートコミュニティは、地域の課題や潜在するリ

スクを情報通信技術を利用して解決することにより、

持続可能な都市、発展する都市を実現するものであり

ます。 

 市におきましては、昨年度、大学等の研究機関や民

間企業等とともに、再生可能エネルギーを活用したス

マートコミュニティ導入の可能性を研究したところで

あります。 

 今後、その研究成果を精査しながら、当市に賦存す

るエネルギー資源の活用に一つ一つ取り組むとともに、

将来的には、その連携を図ることでスマートコミュニ

ティの実現に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、久慈エクステンションセンターについてお答

えをいたします。 

 同センターは、三陸の復興支援を目的に、岩手大学

三陸復興推進機構の沿岸北部の拠点として、この４月

に設置されたものであります。 

 現在、総合政策部産業開発課内にプロジェクトマ

ネージャーが常駐し、久慈地域における水産業の復興

に向け、課題調査を行いますとともに、岩手大学や関

係自治体が連携して、その解決に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 同センターによりますと、今年度の具体的な支援事

業といたしまして、定置網漁の安全性向上のため、東

北大学と連携し、磯根等の海底及び地質変動の調査を

行いますほか、水産加工会社の新商品開発のサポート

や、低利用海産物の活用についての検討を行うと伺っ

ているところであります。 

 次に、不活化ワクチンについてお答えをいたします。 

 不活化ワクチンの導入につきましては、本年９月１

日から定期接種ワクチンを不活化ポリオワクチンに切

りかえることとし、８月に省令改正とあわせて正式に

通知する予定であると、厚生労働省から示されており

ます。 

 当市の生ポリオワクチンの接種状況は、平成23年度

の接種率、１回目接種で49.7％、２回目接種で57.6％

となっております。 

 平成24年度春期の実績でありますが、１回目接種は、

対象者559人のうち146人が、２回目接種につきまして

は416人のうち126人が接種しており、その接種率は、

それぞれ１回目接種で26.1％、２回目接種で30.3％と

なっており、今後におきましては、不活化ポリオワク

チンの切りかえに係る情報収集に努めるとともに、事

業を円滑に進められるよう、対象者への啓発活動並び

に未接種者への積極的な接種勧奨を行いながら、感染

症予防の充実強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 現在行われている、いわてデスティネーションキャ

ンペーンの当市における現状と成果についてでありま
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すが、キャンペーン初日の４月１日には、久慈駅前に

おいて、三陸鉄道の田野畑駅延伸とあわせたイベント

として、久慈駅まつりが盛大に開催されたところであ

ります。 

 また、本年２月から同キャンペーンのエリアガイド

ブック等を通じ、各種イベント情報の周知を行うとと

もに、同キャンペーンのスタート時から久慈地域周遊

観光バスの運行による２次交通の充実も図っていると

ころであります。 

 これまで、久慈春まつりやリアス街コン700、駅か

らハイキングなどさまざまなイベントが開催され、５

月末現在の観光客入り込み数は７万3,897人で、震災

前の平成22年度と比較いたしまして5.2％の増となっ

ており、同キャンペーンの効果によるものととらえて

いるところであります。 

 次に、やませ土風館の周辺に点在する寺社を巡る、

いわゆる十二支巡りに対する支援策についてでありま

すが、この十二支巡りのルートは、観光資源として有

用なものであるとともに、市街地の活性化にもつなが

るものと認識しているところであり、今年度の当初予

算に市民の森整備事業費1,000万円を計上し、十二支

を巡る散策路の階段、手すり等の改修や案内看板の整

備などを行うことといたしております。 

 また、最近、市民有志によります十二支巡礼ウォー

キングなどのイベントが開催されたところであり、そ

のような取り組みの中で出されました意見等を取り入

れながら、多くの方々に散策を楽しんでいただけるよ

うなルート整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、名誉市民三船十段についてでありますが、当

市の名誉市民である三船久蔵先生は、柔道関係者はも

ちろんのこと、全国民が知るところでもあり、これま

でも三船十段記念館を初め、柔道大会の開催などを通

じて、観光客の誘客に向け情報発信に努めてきたとこ

ろであります。 

 また、平成28年度開催の岩手国体では、柔道競技会

場として選定を受けておりますことから、柔道関係者

や観光団体等と連携を図りながら、あらゆる機会をと

らえ、三船十段に関する情報発信を行い、観光客のさ

らなる誘客に努め、交流人口の拡大を図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、久慈市ロケを中心とした連続テレビ小説「あ

まちゃん」の放送決定に至る経緯と今後のＰＲ策につ

いてお答えをいたします。 

 ＮＨＫでは、三陸海岸で活躍する女性をテーマとし

た番組制作を年頭に、昨年10月からその素材探しを目

的に現地調査を重ねてきたところであり、今春に北限

の海女の関係者への聞き取り調査等を実施した上、脚

本家の意向も踏まえ、朝の連続テレビ小説として制作

する方針が決まり、去る６月４日に正式に発表された

ところであります。 

 今後のＰＲ策につきましては、「あまちゃん」を通

じて久慈地域の魅力を全国に発信する絶好の機会とと

らえておりますことから、岩手県や隣接する町村、商

工観光関係団体等と連携を図り、受入態勢のための組

織づくりも含めて、ロケ時における撮影協力やエキス

トラの募集協力等の支援体制の整備を図りながら、あ

らゆる面でのＰＲを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、教育旅行受け入れについてであります。 

 漁村地区での生徒受け入れの状況でありますが、市

村合併当初から、海の体験を実施すべく調査・検討を

重ねてきたところであり、侍浜地区の方々や二子生産

部のご理解をいただき、受け入れに向け説明会や研修

会、実証試験を行い、受入態勢の整備を図ってきたと

ころであります。 

 その結果、平成22年度は葛巻町の小学校１校、平成

23年度は侍浜小学校１校、さらに、今年度は初の仙台

市の中学校１校の受け入れを行ったところであります。 

 今後の課題といたしましては、海を活用した体験メ

ニューの拡大や、漁村地区を統括する組織の構築に努

め、漁村地区での教育旅行受入拡大に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、復興道路についてお答えをいたします。 

 まず、八戸・久慈自動車道及び三陸北縦貫道路の進

捗状況についてでありますが、八戸・久慈自動車道に

ついては、延長約50キロメートルのうち、供用済み延

長は10.4キロメートルであり、整備率にいたしまして

約21％となっております。 

 なお、久慈北道路については、現在、侍浜地区およ

び夏井地区において３工区の工事が発注済みであり、

先月下旬に工事説明会が開催されたところであります。 

 また、現在の久慈北道路の用地取得率については、

面積ベースでおよそ６割の状況にあると三陸国道事務

所から伺っているところであります。 
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 一方の三陸北縦貫道路については、当市から宮古市

田老地区までの延長約60キロメートルのうち、供用済

み延長は6.2キロメートルであり、整備率にして約

10％となっております。 

 八戸・久慈自動車道及び三陸北縦貫道路を含む三陸

沿岸道路については、昨年11月において、東日本大震

災の復興道路として全線事業化されたところであり、

当市においては、本年１月に測量及び地盤調査に伴う

土地立入説明会が開催され、今月21日を皮切りに、設

計及び用地調査説明会が順次開催される予定でありま

す。 

 市といたしましては、昨年度に引き続き、国道用地

取得業務を受託することとしており、今後とも三陸国

道事務所と連携・協力を図りながら、三陸沿岸道路の

早期完成に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、八戸・久慈自動車道の久慈北道路における工

事車両増大に係る安全対策についてでありますが、さ

きにお答えをいたしましたとおり、現在、侍浜地区及

び夏井地区において３工区の工事が発注されており、

相当量の掘削土を盛り土として流用することから、８

月以降、土砂運搬のための工事車両の増大が見込まれ

ているところであります。 

 三陸国道事務所によりますと、工事車両の通行に当

たっては、交通ルールの順守と安全運転の徹底を図る

ほか、主要な箇所には交通誘導員を配置し、歩行者や

一般車両の通行と安全を優先する等の対策を講じるな

ど、交通事故防止に鋭意努めてまいりたいと伺ってい

るところであります。市といたしましても、安全な工

事進捗が図られるよう要望しているところであります。 

 次に、車道整備についてお答えをいたします。 

 まず、国道281号の荒町交差点から二十八日町間の

大型車両通行に伴う振動の解消についてであります。 

 これは、舗装面に凹凸が発生し、大型車が通行する

際に振動しているものであり、その対策について、こ

れまで市といたしましても、県北広域振興局土木部に

対して改善を要望してきたところであります。同部に

よりますと、その改善策として、今年度、舗装の切削

オーバレイ工事を実施し、解消を図ってまいりたいと

伺っているところであります。 

 次に、県道侍浜夏井線から市道白前線への段差解消

策についてであります。 

 現地は、県道侍浜夏井線の下りカーブの内側に市道

白前線が取りつき、交差部が谷状になっておりますこ

とから、車の形状によりましては、車両後部の荷台の

底が路面に接触する可能性があると認識をいたしてお

ります。問題の解消には、道路の線形や勾配の改良が

必要となりますが、沿線には住宅が張りついているな

ど、土地利用状況から抜本的な対策は困難であるとと

らえています。 

 今後につきましては、道路利用の状況を観察し、ど

のような対応が可能であるか、県北広域振興局土木部

と協議してまいりたいと考えております。 

 次に、市民協働道路維持補修事業についてでありま

すが、この事業は、新市誕生を契機として、平成18年

度から事業化をしたものであり、市民から好評をいた

だき、平成23年度までに61カ所において事業を実施し

てまいりました。 

 平成24年度は、600万円の事業費により、12カ所程

度を予定しているところでありますが、今年度の申請

件数は27件であり、現在、採択についての事務を進め

ている段階であります。 

 本事業の具体的内容でありますが、市が管理する道

路等を対象として、側溝の設置やコンクリート舗装な

ど道路の小規模な整備や補修を行う作業に対して、主

に工事に必要な機材などを市が提供し、地域からは労

力の提供をいただき、地域と市が協働で行う事業であ

ります。 

 採択につきましては、道路の利用世帯数や利用環境

など必要性や重要性のほか、地域住民の同意と協力な

ど熟度等をもとに判断し、箇所の選定を行っていきた

いと考えております。 

 次に、広美町海岸線の整備計画についてお答えをい

たします。 

 本路線は、環状道路として、市街地への円滑な交通

機能を有するとともに、下長内地区からの避難道路と

しても重要な路線であるととらえております。 

 現在、道路詳細設計、用地測量及び補償費算定等を

進めているところであり、その成果を踏まえて用地買

収及び家屋補償等を行い、平成26年度から工事に着手

し、平成28年度完成をめどに整備促進してまいりたい

と考えております。 

 次に、都市計画公園整備についてお答えをいたしま

す。 
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 ツツジの植樹計画でありますが、東日本大震災の津

波により立ち枯れをした久慈川河川公園のツツジをよ

みがえさせるために、今年度、緊急雇用創出事業にお

いて、新しく苗木約1,200本を植栽する計画でありま

す。 

 次に、雨水排水対策についてお答えをいたします。 

 市街地における雨水排水整備計画についてでありま

すが、現在、事業計画の認可を受けている雨水排水ポ

ンプ場の設置箇所が15カ所であり、そのうち、門前、

中央、西の沢ポンプ場の３カ所で整備が完了し、供用

開始されております。 

 今年度は、災害時の対応拠点となる公共施設が集積

する川崎町地区において、雨水排水ポンプ場を含む施

設の整備を進め、平成26年度完成をめどに鋭意努力し

ているところであります。 

 今後におきましても、雨水排水ポンプ場等の整備に

つきましては、下水道雨水排水計画に基づき、浸水被

害の解消のため、財政状況等を勘案しながら、逐次整

備に取り組んでまいりたいと考えております。 

 最後に、平庭高原の今後の整備についてお答えをい

たします。 

 まず、平庭高原の希少高原植物、生物の保護につい

てでありますが、平庭高原は、岩手県の自然を代表す

るすぐれた自然の風景地という位置づけで、昭和36年

に県立自然公園に指定されております。 

 平庭高原は、シラカンバ群落・シバ草原やノビタキ

の繁殖地などの希少野生動植物が生育・生息する環境

にあり、県立自然公園条例に基づき保護をしておりま

す。 

 現在、岩手県より自然公園保護管理員設置委託を受

け１人を配置、また、緊急雇用創出事業により、作業

員を４人配置し、下草刈りや倒木処理、案内板設置な

どを行い、自然環境の保護や散策路の整備等に努めて

おります。 

 今後におきましても、管理者であります岩手県と連

携を図りながら、希少野生動植物の保護に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、富士見平の整備の必要性についてであります

が、平庭高原富士見平は、岩手山や姫神山を眺望する

ことができ、さらには自然散策やスターウォッチング

等に最適であり、平庭高原を代表する景観として親し

まれている場所でもあります。 

 これまで下草刈りや倒木処理などを行い、その環境

整備に努めてまいったところであり、自然を生かした

環境整備を行うことで、希少な山野草やレンゲツツジ

が増殖しつつあります。 

 今後におきましても富士見平の景観の維持保全に努

めるとともに、さらに多くの方々に訪れてもらえるよ

う散策路や植生を紹介する案内板の設置など、施設整

備も必要であると考えているところでありますので、

県等関係機関と連携を図りながら取り組んでまいりた

いと考えております。 

 以上で、清風会代表、小栁正人議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  清風会代表、小栁正人議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 最初に、全国学力・学習状況調査についてお答えを

いたします。 

 平成24年度当調査における市内の小・中学校の参加

状況につきましては、小学校６校、中学校２校が抽出

対象校として参加し、抽出対象校以外のすべての小・

中学校が希望利用校として参加しております。調査結

果につきましては、現在、文部科学省において集計中

であります。 

 次に、調査の実施についての教育委員会としての考

え方についてでありますが、児童生徒の学力向上には

授業改善が必要であると認識しており、今後とも当調

査を実施するとともに、その結果を活用し、指導の改

善に努め、児童生徒一人ひとりに学習内容の確かな定

着を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、山形中学校における地元高校への進学率向上

についてのご質問にお答えをいたします。 

 最初に、中学校における進路指導のあり方について

お答えをいたします。 

 中学校の進路指導は、キャリア教育及び教育活動全

体を通して、生徒の勤労観や職業観をはぐくみ、一人

ひとりの個性を尊重し、その希望や特性などさまざま

な視点から保護者とともに考え、生徒みずから希望す

る進路を達成しようとする態度等を育てることととら

えております。 

 市内各中学校におきましては、地域の特性を踏まえ、

系統的・断続的な指導による実践的体験を通して、そ
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の態度の育成に努めているところであります。 

 次に、地元高校への進学の推進策についてでありま

すが、先ほど述べましたとおり、保護者の方々も含め、

生徒一人ひとりの将来の希望などさまざまな観点から

進路指導を行っておりますので、特に地元高校への進

学の推進は行っておりません。 

 次に、山形小学校の新築についてお答えをいたしま

す。 

 山形小学校は、昨年４月に繋小学校、日野沢小学校

と、また、本年４月に戸呂町小学校、荷軽部小学校と

統合したところでありますが、校舎棟は築後39年、屋

内運動場は築後38年経過しており、今後の学校再編や

耐力度等を勘案しながら鋭意検討してまいりたいと考

えております。 

 最後に、新野球場建設計画についてお答えをいたし

ます。 

 昨年３月発生いたしました東日本大震災津波により

被災した現野球場を移転建設するために、災害復旧事

業の適用をめざし、現在、県・国と協議をしていると

ころであります。 

 今後におきましても、引き続き、事業が適用される

よう取り組みをしてまいる考えであります。 

 以上で、清風会代表、小栁正人議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、何点か再質問させ

ていただきます。特にも市街地区関係のことでお願い

したいと思います。 

 八日町の消防署分室の活用策については、再検討の

時期ではないかという前向きの答弁をいただきまして、

これを地元に持ち帰りまして地元の声を集めたいと思

いますけど、具体的なその方法としまして、どのよう

な形で当局にお示ししたらいいか、その点、考えがご

ざいましたらお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  このような議会でご質問

いただきましたけれども、これは平成７年、８年当時

から議会でも非常にいろいろ論議があったところでご

ざいます。 

 いずれにしましても、地元の意向、市街地町内会を

初めといたしまして、現在のコミュニティ関係等の実

態も重々承知しておりますので、私どものほうで話し

合いの場を設定いたしまして、いろいろ広く意見を聞

いて、それでどのようにしていったらいいか一緒にな

って考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ありがとうございます。前向

きな答弁、本当にありがとうございます。 

 次に、市街地区関係で、例の十二支巡りの関係なん

ですけども、先ほど市民の森整備事業を使って案内板

とか道の整備等をなされるということですけど、あの

十二支巡りの中にひとつ八幡宮がございまして、そこ

のお社というんですか、神社が崩壊寸前なんです。 

 それで、宗教が絡んでいるといったら何ですけども、

どうなんでしょうか。観光資源の一つとしてとらえた

場合、そのような神社の復旧等に対する支援というも

のは当局で考えていただけるものでしょうか、お尋ね

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ご質問にもありましたとおり、

宗教等にかかわる課題については、行政はなかなか支

援の道がない。このことはぜひご理解いただきたいわ

けであります。 

 十二支巡りについては、実は、私も市長就任前から

守り本尊のお社がこの一帯に点在をしている、これは、

人々の心の安寧のもとになると同時に、有用な観光資

源にもなるだろう、昨今で言うところのパワースポッ

トとしてのその機能を発揮してくれるような、そうい

うものであろうと、こういった認識にございました。 

 したがって、あの一帯の散策路等々について、既に

以前に整備されてはいたわけでありますけども、それ

が老朽化、あるいは朽ちてしまっていた。したがって、

その散策路といった分野を結ぶことについては、これ

は宗教性から離れることができますので、そういった

視点から整備を進めてきておりました。 

 したがって、今断定するのはいかがかとは思うんで

すが、恐らくはかなり困難を伴う、お社そのものの整

備に対する支援というものはかなり困難であると判断

をいたしております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  市長のほうからも、観光資源

としてこの十二支巡りがすばらしいと、それだけのも



－33－ 

のがあるということでございますが、実は、昨年、道

の駅くじでパンフレットを製作されたんですけど、あ

れは厳密に見ますと、守り干支といいますか、飾られ

ている干支が多少間違えてあるやに聞いております。 

 そこら辺精査していただきまして、できましたら、

これから観光客の皆さんにパンフレットをお配りする

ことも多くなると思いますけども、一部そのような声

も聞いておりますので、そこら辺精査して、何とか正

しいものを精査していただければなと、そのように思

っています。それについては、ご回答をお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  ご指摘のありました

街の駅のほうで製作したパンフレット、これにつきま

しては、今お話しありましたことについて、もう一度

我々のほうでも精査してみたい。そして、正確なもの

でつくれるものであれば、そういう形で製作をしてい

くという方向で指導もしてまいりたいと、このように

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは次に、三船十段の関

係でございますが、実は、民間のほうで三船十段が生

まれた地といいますか、こちらが生家であるよという

ような表札とか標柱を立てるような運動が最近行われ

ておりまして、だんだんと盛り上がってきているわけ

でありますが、やはり、三船十段ということで、久慈

市の一つの宝でありますが、今、久慈の土風館、あそ

こにたくさんの観光客の方が来られるんですけども、

どうもそこに三船十段さんをしのぶものが何もないと

いうことで非常に残念なんですけど。 

 そこで、以前も私、そこに銅像か何か立てればどう

かなんて言いましたけど、いろんな予算の関係もあり

ますので、一つの提案なんですけど、実は、昭和53年

に駅前に久慈ロータリーで三船十段のレリーフ記念碑

というのを建ててあるんです。それが向きがちょっと、

真横を向いていますので、なかなか、見たことないと

いう方もおられるやに聞いておりますが。 

 そういうものを、例えばこの道の駅の敷地内に移設

するようなことを計画しましたら、支援を当局でして

いただけるものかどうか、そこら辺、答弁お願いした

いと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  まず、土風館に三船十段の

いろいろな展示ということでありますけども、確かに

おっしゃるとおり、今あそこには二十山親方のいろん

な化粧まわしとか、そういうものを展示をしておりま

すが。 

 久慈市とすれば、やはり三船十段というのは歴史的

にも全国的にも知られている方でございますし、名誉

市民ということでございますので、何とかその点につ

いては、十段記念館資料館にたくさん資料がございま

すので、その点については前向きに検討はしていきた

いというふうに思っております。 

 それから、レリーフについては私も承知はしており

ますけれども、どういうふうに移転をすればいいのか、

それから、ロータリークラブの方々等のご意見等も賜

りながら、移転、もし可能なのであれば、そういうこ

とで検討はしてみたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それでは、小栁議員の一般

質問に関連いたしまして二、三点お伺いしたいと思う

んですが。 

 まず、質問項目の19番目、平庭高原の今後の整備に

ついてということで先ほど答弁がございました。その

平庭高原そのもののすばらしさとか、そういうものに

ついては非常に市としての認識も深いものがあると、

そのように受け取ったわけでございまして、その中の

富士見平についても、高原の中でも代表をするような

場所であるというような認識も聞いたわけでございま

すが。 

 現に、最近ここ３年ほど緊急雇用の皆様方が、平庭

高原の国道281号を挟んで南側の部分について整備を

しているわけでございまして、着々とその整備の成果

が上がっているということでございます。 

 わかりやすく言えば、管理員と申しますか、巡回員

と申しますか、そういう方が１名というお話しでござ

いましたけれども、その方１名ではどうにもならない

ということで、緊急雇用の皆さんが一緒にそういう整

備をしてくれるというようなことで、非常にツツジの

数もふえてまいりました。それから、芝生の面積もふ

えてまいりました。 

 そういうような成果があるわけでございますが、緊

急雇用がいつまで続くのかなと、そのようなことを心
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配いたしまして、基本的には平庭高原の整備計画なん

て大げさな話になるところも大変なことでございます

けれども、ある意味、高原のエリアを、スポットスポ

ットを限定をしながら、そういうところをスポットを

当てながら整備をしていくというような、大きな整備

計画でなくてもいいわけでございますけれども。 

 そういうような考え方を持って、これからも緊急雇

用がある、ない、そういうことにかかわらず、基本的

にそういうような形で平庭の高原のすばらしさという

ものをアピールしていくんだと、そういう考えも必要

だと思うんですが、その緊急雇用がもしなくなったと、

そういう創出事業がなくなったというようなケースの

場合に、継続してそういうことをやっていただけるの

かどうか、まずその点をお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口山形総合支所長。 

○山形総合支所長（澤口道夫君）  富士見平の整備に

関連いたしまして、緊急雇用、現在４人を雇用いたし

まして環境整備を行っております。 

 髙屋敷議員さんのほうから今お話しありましたとお

り、その成果が出てきつつあります。 

 この緊急雇用で現在４人雇用して整備に当たってお

るわけでございますが、その緊急雇用がもしなくなっ

た場合というふうなお話しでございますけれども、総

合支所といたしましては、富士見平のすばらしさをよ

り多く情報発信したいというふうに考えておりますし、

そのためには環境整備というのは必ず必要だというふ

うに考えております。 

 総合支所といたしましては、いずれそういった環境

整備は必要だと思いますので、継続して実施はしてま

いりたいというふうに考えておりますので、ただ、予

算が伴うものでございますので、財政当局とも協議し

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  ただいまのお話は、富士見

平とか、あるいはつつじヶ丘とか、そういう部分の平

庭高原の南側に位置する部分のお話しだろうというふ

うに思うんですが、平庭という全体的なそういう考え

方から、一つだけご質問を申し上げたいと思うんです

が。 

 今から二十二、三年ぐらい前、旧山形村ではリフレ

ッシュふるさと推進モデル事業というものを導入した

んです。それをもって平庭山荘も建築したわけでござ

いますが、その二十二、三年ぐらい前から平庭の振興

というものが、平庭観光開発という、そういう一面に

大きく比重を置いて今までなされてきたわけでござい

ます。 

 現在は、その平庭の北側、道路の国道、盛岡に向か

って右側の部分がイベント会場等がいっぱいでき上が

りまして、山荘だけではなくて、コテージとか、ある

いは闘牛場とかスキー場とかパークゴルフ場とか、場

合によっては駐車場を平庭市の会場にするとかという

ようなことで、そういう部分については非常に頑張っ

てきた。 

 そういう一面がある反面、実は、先ほど緊急雇用の

話が出ましたけれども、緊急雇用が、皆さんがああい

う形で整備をする以前は、その片方の北側の面に余り

力を入れ過ぎるために、南側の富士見平とか、そっち

のほうの整備というものが非常におろそかになって、

高原が荒れてきたというような経緯があるわけでござ

いまして。 

 私、この間、観光会社の総会に珍しく出席をしてま

いりました。そして、観光会社創立して40年たつわけ

でございますが、この40年の歩みというものを振り返

ってみまして、いろいろ決算書等、説明を受けたわけ

でござますが、一言で言って非常にがっかりしたと。 

 平庭観光株式会社は40年間平庭で頑張ってきたわけ

だけれども、その頑張ってきた成果がひとつも上がっ

てないというようなことで、行政への依存体質という

ものが何も変わっていない、ひとつも成長していない、

そういうところに大きな失望を受けてきました。 

 それは、ある意味では、平庭というのは、観光面、

あるいは交流面、そういうものを一生懸命力を入れて

やってきたわけでございますけれども、ある意味は、

そういうものは一つの限界点というものも見えてきて

いるんじゃないかなと、もちろんそういうことが不必

要だと言っているわけではございません。そういうこ

とも必要かもしれないけれども。 

 今度のつつじ祭がありまして、あれから１週間たっ

ているわけでございます。１週間後に私、富士見平の

ほうに行ってまいりましたけれども、何かしら平庭高

原そのものに対する考え方のバランスが悪いんじゃな

いかなと。 

 もう少し片方の国道を挟んでのイベントの会場、そ
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れと、もう一つ南側の自然というものの、こういうバ

ランスというのをもう少しとって、バランスのいいよ

うな整備というものを、あるいは力の入れ方というも

のをしていかなきゃいけないんじゃないかなと。 

 実は、富士見平にはいろんな、今、１年間で一番見

ごろだと思うんですが、小さな野の花が咲いておりま

す。恐らく、数でいったら、私、数えたわけではござ

いませんけれども、数百万本も今咲いているんじゃな

いかというようなすばらしいじゅうたんの上に花が咲

いております。 

 それから、ハマナスの花の群生もあります。スズラ

ンが集中して咲いているそういう群生もあります。 

 それから、これは余り、影響がこれから出てくると

いうことで、ホタルの話はするなというふうに言われ

ますけれども、そういうホタルの一番域とか、そうい

うような形での場所もある。 

 それから、この間発見したんですけれども、闘牛場

の道路の反対側の池がありますけど、あそこにはモリ

アオガエルが生息しております。卵を、この間行って

見てまいりましたけれども、モリアオガエルそのもの

は天然記念物ではございませんけれども、モリアオガ

エルプラスその環境が整えば、県指定の最低でも天然

記念物になるというような可能性もあるわけでござい

ます。 

 そういうすばらしいものがたくさん平庭の左側、北

側、南側のほうにあるわけでございまして、ちょうど

この時点でございますので、いま一度平庭の価値の再

発見、再認識、そういうような考え方のもとに立った

整備というものをしてもらえないだろうかと、このよ

うに思っているわけでございまして、その点について

のお答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  平庭高原についてでありま

すけれども、確かに髙屋敷議員おっしゃるとおり、過

去にはつつじ祭りなんかも南側でやった経緯もあるわ

けですし、市民の方々も行って、南側の芝生、そして

ツツジが咲いている所で憩いの場として家族で楽しん

だということも承知しておりますし。 

 いずれ県自然公園として、あそこは久慈渓流ととも

に指定されておりますので、緊急雇用棟も髙屋敷議員

おっしゃるとおり、いつまで続くかというのは、これ

は保証はないわけでありますので、いずれ市といたし

ましても県のほうには県立平庭久慈渓流自然公園、こ

の整備ということで、これは強くいずれ要望をしてい

かなければならないというふうに考えておりますし。 

 できれば、重点要望なんかにもその辺は組み込んで

いければというふうに考えているところであります。 

 いずれ、私ども貴重な植物、それから、生物等につ

いてもいろいろ見聞きをして承知しております。 

 ただ、議員おっしゃったように、ホタル等について

も非常にすばらしいホタルの生息地なわけであります

けども、じゃ、それをどういうふうに発信していけば

いいのかなというふうなこと等もありますし、例えば、

最近私も確認をしましたけれども、ミヤマオダマキと

か、それから、カンワラビとか、そういう非常に果樹

のある植物も生息しているのを承知しているところで

あります。 

 いずれそういうようなことから、おっしゃるとおり

に、北側については、いろいろハード等を含めて整備

をされてきておりますけれども、南側についてもこれ

から一層環境整備はしていかなければならないという

ふうに認識しておりますので、ご理解をいただきたい

というふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  わかりました、今の件につ

いては。いずれ平庭は飲む・食べる・泊まる、それだ

けじゃないんだぞ、もっとすばらしいものがあるんだ

ぞというところにスポットを当てていただきたいなと

いうふうに思います。 

 次に、教育行政の（３）番の山形小学校の新築につ

いてお伺いをいたします。 

 これは去年も一度ご質問を申し上げたんですが、そ

の時の答弁は、「そういう考えはございません」とい

う答弁でございました。きょうの答弁は、「その時期

を見て検討をしていきたい」と、３分の１か半分ぐら

い前向きになったのかなというような答弁でございま

した。 

 多分、教育委員会はご承知だろうと思うんですけれ

ども、平成３年でした、たしか。大規模改修というの

がありました。それで増築した分というのが玄関と職

員室と、それから校長室、この分だけが増築されて、

その上にある図書館の部分と、その前にぽこっと出て

いる分だけが増築されて、残りの旧校舎は大規模改修

ということで補修をしたわけでございます。それが約
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20年前でございました。 

 その20年前に、実は体育館を新築しなければならな

いという、体育館の新築計画がございました。体育館

だけを校舎から切り離して新築をするんだと、それは

いかに体育館が、どういうつくり方をしたのかわかり

ませんけれども、安く上げようと思ってどういうつく

り方をしたか、その辺の事情はわかりませんけれども、

屋根ががたがたしたり、あるいは雨漏れがしたりとい

うことで、もう耐えきれないと。 

 これは体育館だけでも新築しなきゃならないんじゃ

ないかということで、用地なんかも探しまして、用地

関係者も了解をして、ただ、用地関係者が２人おって、

２人の用地の境の部分でトラブルがありまして、そう

いう意味で、一応今回は断念しようかと。 

 そもそもは体育館だけを新しくしてどうするんだと、

体育館を新しくしたら、そのうちに本校舎のほうが建

てなきゃいけなくなるよ、そのときに、常に体育館を

建てて、本校舎を建ててというような、そういうバラ

ンスの悪いような建設の仕方はどうなんだろうと。 

 それじゃいつか来るであろう本校舎の新築、そうい

うものまで何とか体育館も我慢して使っていこうじゃ

ないかというようなことで、20年前にそういうことが

ございました。断念した経緯がございます。 

 多分、今そこにおられる選挙管理委員長の谷地委員

長さんは、この経緯についてもご承知しているんだろ

うというふうに思いますけれども、あれから20年、つ

くらなければいけないなという状態からもう20年たっ

ている。 

 それから、大規模改修をしたのが18年、本体は18年

でございます、本校舎は。18年で大規模改修をしなけ

ればならないほど校舎が傷んだと。鉄筋コンクリート

ですから、鉄筋コンクリートが傷んだかどうかはそも

そもわからないんですけれども、いわゆる表面に出て

いる部分というのがやっぱり大規模改修をしなければ

ならない。18年でした。あれから20年たっています。 

 この間、学校の裏側に行ってまいりました。非常に

体育館の裏口の、昔でいえば正面なんですけども、そ

っちの階段がぼろぼろに崩れて、だれも使っていない

わけなんで、崩れっぱなし。 

 それから、給食を入れる調理室、そこから出ている

フードが茶褐色にさびている、配管も茶褐色にさびて

いる、多分水道の配管だと思うんですが。天井は雨漏

りがして、これはどうにもならんと。 

 それから、いつかトイレの話もしましたけれども、

トイレはやっぱり悪臭を放っている。トイレの悪臭の

原因は、実は、後で調べましたら、いわゆるトイレの

手洗いの部分の水、これの、古い配管が通っているわ

けです。そっちの古い配管のほうから悪臭がする。 

 それで、現在は、そこに、手洗いの排水溝の表にガ

ムテープを張りつけて、トイレの中の手洗い場を使え

ないようにして、使わないようにしてあるんです。水

が流れないように、そういうような状態でございます。 

 それから、歩いていると、廊下とか階段に粉塵のよ

うな、粉のような物がぱらぱら落ちております。あれ

は何が落ちているのかわかりませんけど、コンクリー

トがもしかしてどっかで擦れ合って粉になって落ちて

きているのかわかりません。 

 それから、大きなヒビが入っております。これは地

震のせいか何かわかりません。耐震は20年にやってい

るはずです。それで問題ないということになっており

ますけども、現実に大きなヒビも入っている。 

 それから、音楽室だけではないんですが、教室へ入

るときの、特に音楽室がひどいんですけれども、取っ

手の部分の木、木のドアなんで、手であけるわけです

けれども、ここの部分が朽ち果ててぼろぼろになって、

よく森の中で大木が朽ち果てて、虫が入って木がぼろ

ぼろこぼれているような、ああいうような状態に近い

ような形で、ぼろぼろになっている。 

 それから、体育館は朝会で一度も使ったことないそ

うです。寒くて寒くて、周りがコンクリートなんです。

ですから、寒くて朝会できない、体育館で。それで山

形小学校の全校朝会は体育館を使ったことがないとい

うことだそうです。それを言えば廊下も同じです。 

 そういうふうに、いろんなぼろがきているんだけれ

ども、根本的には、それは、話を聞けば、そこはこう

だああだということになれば、補修をするのかと、直

せばいいじゃないかというようなことかもしれないけ

れども。 

 しかし、山形小学校は、もともとあった正門がなく

なって、正面玄関が反対側に行ってしまったとか、あ

るいは正門を移して、立派なすごい正門だったんです、

本当に格式のあるような。 

 それが今はいびつなものがぽっと建っている。ある

いはつぎはぎ、今までやってきたことが、困ったこと
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があればちょっと直してつぎはぎをして、そして、正

面玄関も変えたり増築もして、そういうふうにやって

きた結果、建物そのものが根本的にいびつな形になっ

ていると。 

 そういう山形の中でも２番目に古い、多分霜畑が一

番だと思うんですけど、山形小学校に山形中の子供を

集めて新しい教育をしようと、そういうような今の流

れになっています。 

 私は、そういう子供たちの教育環境というものを、

本当もう少しいい所でやってほしいなと、そういう意

味で新築というものを取り上げてお尋ねをしているわ

けでございまして、一言、教育長からその点について

の再度の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  山形小学校の新築について

のご質問をいただきましたが、これまでの過去の、し

ばらく前からの歴史的な背景、それらについても今る

るお話をいただいたわけでございまして、確かに山形

小学校、霜畑小学校に次いで、山形町内では築後、古

さからすると２番目に古くなってきている。 

 先ほど登壇しての答弁申し上げましたように、これ

は、やはり新築ということを我々も真剣に考えていく

必要があるだろうというふうな認識を持っております。 

 これについては、子供たちの学びの環境の整備とい

うふうなことから、学校再編を今、逐次進めてきてい

るわけでございまして、そういったところの状況。 

 あるいは、今、議員さんおっしゃられたような校舎

のそもそもの耐力と、それらをしっかりと勘案しなが

ら財政当局とも協議をして、鋭意改築に向けて検討を

してまいりたいというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  小栁正人議員の一般質問に関

連して、何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、質問項目４番の放射線被害対策についてであ

ります。 

 先ほどの答弁によりますと、牧草の基準以上の数値

が出された所が91戸の調査農家の中で８戸、面積にし

て58ヘクタールあったと、こういうふうにご答弁をい

ただきましたけれども、これは23年度分の乾燥飼料と

いうことのようなんですが、この８戸58ヘクタールと

いうのは、地域が、風向きとかそういうふうなので特

定された所から出たのかどうか、上回るその牧草が採

取されたのかどうか。 

 また、58ヘクタールの基準値を超えた牧草、その処

理がどのようになされたのかお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  放射能に係るご質問に

お答えをいたします。 

 まず、新基準値100ベクレルを超えた農家が８戸あ

ると、そのように市長から答弁申し上げました。それ

で、この地区はどこなのですかというご質問ですけど

も、地区は特定されておりませんので、侍浜町、あと

山形町に多く点在してございます。 

 これについて、なぜなんだろうということで、専門

家からも問い合わせして、お話しをいただいてござい

ますけども、よくよくわからない点がありまして、た

だ、風の流れそのものによる影響でしょうというふう

にお答えをもらっているところでございます。 

 それと、100ベクレルを超えた乾牧草をどのように

処理しているかということでございました。量的には、

約90トン余りあります。それで、今現在は生産農家さ

んのほうに一時保管していただいている状況でありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  この件に関しては、振興局の

ほうから除染のための工程表はこれから示される。も

う示されているのかもしれませんが、そういうふうな

流になっているというふうに思っているんですが、工

程表が既に示されているのかどうか。 

 それから、もし示されているのであれば、除染内容、

実施時期、そして、当初、公社のほうですべて除染の

作業を行うというふうな話だったんですが、それがな

かなかにして手が回らないというふうなことで、当該

の農家等にお願いするというふうなこともかなり予想

をされるというふうなこともあるようなんですが、こ

の内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  除染作業の工程表でご

ざいますけども、まだ示されておりません。 

 それで、内容につきましては示されてございます。

簡単に申しますと、牧草地の天地返しといいますか、
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上と下を反転させると、そのような中身になってござ

います。 

 あと、除染作業を行う期間ですけども、岩手県農業

公社が実施主体となって行うものでございますが、な

かなかに被害面積、特に県内地方は莫大な被害を受け

てございまして、この除染作業につきましてはプラウ

というロータリーとか、そのような特殊な機械を使用

するものでございまして、その機械がやや不足してい

る点はあると私はとらえてございます。 

 それでもって、じゃあ生産者みずからが作業を行う

ことができるかと申しますと、確かに行うことはでき

まして、そのお金についても賠償されるわけでござい

ますけども、先ほど申しましたように、この作業につ

いては特殊な機械が必要でございます。 

 そして、一農家当たりの被害面積も大きいので、な

かなかに久慈管内においては頼める農家も少ないだろ

うと思ってございますが、除染を早めるためにも鋭意

努力してお願いすることはお願いしてまいりたい、そ

のように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  農家のほうでは生き物を扱っ

ているということで、金で保証されてもえさがないと、

これは大変な事態なわけであります。 

 どのように、58ヘクタール分、90トンのえさ不足を

補償補てんなさっているのか、また、その内容は十分

なのか、その辺、取り組み方についてお伺いしたいと

思います。 

 また、先ほど24年度分の乾燥飼料、この分について

は基準値を上回ることはなかったと、こういうふうな

話なんですが、それは23年度分で基準値を上回る検出

された牧草地の放射線量の測定等もなされているのか

どうか、そこら辺お伺いしたいんです。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  確かに今、議員おっし

ゃるとおり、幾ら補償されても、扱っているのは生き

ているものでございます。農家にとってはその痛みが、

私らが考える以上にあるのかなと、そのようにもとら

えてございます。 

 それで、私は前を向いて、苦慮している部分があり

ますけども、鋭意取り組んでまいりたい、そのように

考えてございます。 

 それで、飼料ですけども、これは、農協系統のほう

から十分な飼料が代がえになってございます。それで、

６月上旬、現在でございますけども、その量は55トン

余りでございます。 

 生産者の方から、直接、私も出向いてお聞きしてご

ざいますが、えさは十分でしょうかという問いかけに

対しては、十分にそれは行き渡っていると、そのよう

なことで、安心はしてございました。 

 それと、24年産の検査状況でございます。先ほども

市長からお答えしたとおり、市内の38地点、この内訳

を申しますと、28地点が放牧する公共牧場でございま

す。あと10地点はメッシュかけて５地区でそれぞれ測

定しているので、すべてが基準値以下となっておりま

す。 

 農家は大変厳しい状況にございますので、私も現場

に出向いて鋭意取り組んでまいりますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  農林水産物等も出荷、水揚価

格といいますか、例年より大変安いと言われておりま

す。 

 それは、先ほどのように牧草地、草乾燥等が基準値

を超える放射線量が検出されたり、あるいはまた、隣

接する地域で基準値を超える放射線量が検出されたり、

また、基準値は超えないけれども、当該地域で例年測

定されている放射線量からすれば、かなり多いという

ふうなことで、消費者が農林水産のこの製品を買い控

えるというようなことで、需要と供給の関係で価格が

安いと、こういうふうになっていると思うんですが。 

 この補償の取り組み、こういうふうな取り組みにつ

いて、どのように今後行う形になるのか。 

 また、そういう場合に補償の算出の根拠、こういう

ふうなのはどのようになるのか、示されておるのかお

伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  農林水産物の価格の点

でございますが、後ほど登壇される議員の方から通告

を受けておりますので、詳細については控えたいと思

いますけども、いずれ価格は震災前より上回っている

ものもあるし、明らかに風評被害だろうというような

価格の下落も見られるものでございます。 
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 今の質問は水産物というふうにとらえてお答えいた

しますけども、東京電力に損害賠償をする場合は、原

子力損賠の賠償に関する法律というのがございます。

いわゆる原賠法と呼んでございますが、これによって

関係機関とか、あとは、もちろん弁護士を立てて個人

でも請求できるわけですけども、ただ、立証しなけれ

ばならないと、そのようなことがございまして、今、

水産物については全国レベルの段階で請求に向かって

動いてございます。 

 あと、久慈市漁業協同組合のことを申しますと、そ

れではそれらを立証できる各漁業者のデータを持って

いるかということにつきましては、十分に頼れるデー

タを持っていると、そのように伺ってございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  漁協も被災したわけでありま

すし、森林組合も海岸沿いにあって被災して、漁業者

なり生産者が何かの都合で過去の生産額なり水揚げ等

のその資料等がなければ大変なことになるなと、こう

思って心配しておったんですが、漁協のほうもそうい

うデータがあって、漁業者等から紹介等があれば出す

に十分たる準備ができているということで、大変安心

をいたしました。 

 そこで、森林組合のほうも漁港沿いにあるわけです

が、こちらのほうの今までの生産額等のデータについ

てはどのようになっているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  失礼いたしました。久

慈地方森林組合でも漁業さんと同様にデータはきちん

と保管しているということでございまして、農協・漁

業・森林組合、この関連団体は請求できるデータは保

管している、そのようなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  13番の復興道路に関連して質

問をさせていただきますが、八戸・久慈自動車道の久

慈北工区の道路工事が本格化しているということで、

地域のほうでもできるだけの協力を惜しまないという

気持ちで大変喜んでおります。 

 ただ、先般の説明の中で、ことしの８月から来春に

向けて、１日大型ダンプが150台程度、この狭い市道、

切り土を運搬して、そして盛り土の工事にかかると、

こういうことでありました。 

 これ、市道木戸場線なんですが、ここ合わせてボッ

クスカルバートを25メートルも建設するというふうな

内容でありまして、そうすると、切り土、盛り土の

150台の大型ダンプに加えて、ボックスカルバートの

25メーターの建設の資機材、あるいは作業車等がその

上に通行するのかなというふうなことで、交通が多く

なって大変だろうなというふうに思っております。 

 ボックスカルバートのこの建設時期、期間がどれぐ

らいなのか、また、切り土、盛り土の、大型ダンプに

加えて交通車両はボックスカルバートのが重なるとす

れば、ピーク時はどれぐらいの交通量になるのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  今の久慈北道路と市道木

戸場線との部分で、これにつきましては、北野地区の

切り土を、木戸場のほうに持っていくと。北野のほう

につきましては13万立米というふうな数が出ると、こ

れで１日150台出るというふうなことでございます。 

 それから、ボックスカルバートにつきましては、こ

れも同時に実施していくというふうなこと等もありま

すが、ボックスカルバートについては９月ごろから実

施していきたいということでございまして、このボッ

クスカルバートについては３カ月ぐらいを予定してい

るということでございます。 

 それで、ボックスカルバートと盛り土工事というこ

とで、その両方合わせた車の台数ということになりま

すと、先ほど議員さんのほうからお話しあったような

150台プラスということになりますが、そうすると20

台プラスで170台がピーク時に１日当たり動くという

ふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  この工事区間といいますか、

通行する道路が大体狭いわけでありまして、極端に言

いますと３メーターぐらいの道路の幅もありますし、

迂回道路もつくられるということで、素掘り側溝、あ

るいはまたふたなしの側溝等もありまして、それの改

善によって大分交通安全の対策がよくなるのかなとい

うふうに思っておりまして。 

 それらの交通安全対策と、それから、冬季の除雪対
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策等についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  ただいまのご質問にお答

えいたします。 

 まず、この木戸場線という市道でございますが、標

準的にいいますと５メーターの標準をもってつくって

いる道路ではありますが、局部的に非常に、３メー

ターに路肩が入って４メーターぐらいの所もあると、

側溝が入っている場所もありますし、土側溝の所もあ

るというふうな状況でございます。 

 そういった中では、その側溝なり、それから土側溝

部分について、鉄板、よく厚い鉄板を敷いてございま

すが、そういう鉄板を敷きながら道路の幅員と申しま

すか、それを確保していきたいというふうな考え方を

持っておると伺ってございます。 

 それから、除雪対策についてということなんですが、

ここの盛り土部分につきましては、迂回路を設けると

いうふうな今計画になってございます。そういったと

ころで、基本的には市の車を持って、市の除雪体制で

対応していきたいとは思ってございます。 

 ただ、その出動なり、さまざまな問題が出てきます。

そういうふうなものについては、この三陸国道さんな

り、今建設で入っております業者さん等と、安全面を

確認するために協議は進めてまいりたいというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、昼食のため、休憩いたします。 

 再開は午後１時といたします。 

    午前11時45分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、創政会代表、下川原光昭君。 

    〔創政会代表下川原光昭君登壇〕 

○２番（下川原光昭君）  私は、６月定例会に当たり、

創政会を代表し、市政の諸問題について13項目19点を

市長並びに教育長に対し、通告の順に従い質問いたし

ます。 

 第１の質問は、東日本大震災について３点質問いた

します。 

 １点目は、復興交付金の第２回が公布されましたが、

その配分額と具体的事業の内容についてお伺いいたし

ます。 

 ２点目は、去年３月11日の発災から１年３カ月過ぎ

た現在の震災瓦れきの処理状況と、広域処理を含めた

今後の処理見通しについてお伺いいたします。 

 ３点目は、福島第一原発事故後の放射能セシウムの

風評被害等による農林水産物の価格安の状況をどのよ

うにとらえているのか、また、その対応策についてお

伺いいたします。 

 第２の質問は、再生可能エネルギーについてであり

ます。 

 福島第一原発事故を機に、再生可能エネルギーに対

する関心が当市でも高まり、期待されております。そ

の導入に向けての取り組み状況と可能性についてお伺

いいたします。 

 第３の質問は、誘致企業に対する支援策についてで

あります。 

 市外から立地し、まちの雇用や経済を支えている誘

致企業に対するフォローアップ支援策の具体的内容に

ついてお伺いいたします。 

 第４の質問は、介護施設の現状についてであります。 

 少子高齢化の実情は、当市においても例外なく確実

に進行していると認識しているところから、次の２点

質問いたします。 

 ①施設の実態と、その数についてお伺いいたします。 

 ②施設入所希望者の実態と待機者の現状についてお

伺いいたします。 

 第５の質問は、ＮＨＫ、朝ドラ「あまちゃん」ロケ

地決定についてであります。 

 ＮＨＫは４日、来年４月スタートの連続テレビ小説

が久慈市を主なロケ地とする「あまちゃん」に決まっ

たと発表したことにより、当市の観光・地域振興へ大

きな波及効果が期待されると思われます。市として万

全の支援体制で臨むべきと思いますが、考え方につい

てお伺いいたします。 

 第６の質問は、中心市街地活性化基本計画について

あります。 

 基本計画の主要事業であるやませ土風館の来館者数

は、当初見込みを大きく上回るとともに、年々増加し、
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他事業においてもおおむね計画どおり実施されている

と伺っております。そこで、中心市街地活性化基本計

画２期目の取り組みについてお伺いいたします。 

 第７の質問は、道路の凍上被害についてであります。 

 ことしの冬の異常低温が長く続いたことにより、

国・県・市道等に大きな被害が見受けられるが、その

状況をどのようにとらえているのか、また、復旧に向

けた取り組み状況についてお伺いいたします。 

 第８の質問は、三陸北縦貫道路についてであります。 

 測量及び地盤調査に伴う説明会や、設計協議等が進

められておりますが、整備に向けた進捗状況について

お伺いいたします。 

 第９の質問は、八戸・久慈自動車道についてであり

ます。 

 平成22年に事業化され、用地取得等が進められてお

ります。この夏井町板橋から桑畑、桑畑から階上町間

の進捗状況についてお伺いいたします。 

 第10の質問は、国道281号大成橋南側への信号機設

置についてであります。 

 281号は内陸とを結ぶ重要な交通網の一つでありま

す。特に川貫保育園・県立久慈高校への通学路となっ

ている大成橋南側丁字路交差点に、早急に信号機を設

置すべきと思いますが、考え方についてお伺いいたし

ます。 

 第11の質問は、市道久慈夏井線についてであります。 

 この課題は、これまでも何度となく議会でも取り上

げております。当市においても県に対する重点要望事

項となっている市道久慈夏井線を早期に県道昇格、あ

るいは県代行事業として取り組むべきと思いますが、

現状と見通しにつぃてお伺いいたします。 

 第12の質問は、久慈川、長内川、夏井川の河川敷の

整備・利活用についてであります。 

 この３河川敷は一部整備され、小・中学生の児童・

生徒、地域の方々に親しまれております。この３河川

敷の未整備区域の整備・利活用についてお伺いいたし

ます。 

 最後は、教育長に３点質問いたします。 

 １点目は、津波避難マニュアルについてであります。 

 去年３月11日に襲来した津波は、当市に大きな被害

をもたらしました。この津波浸水想定区域内にある学

校・保育園等のマニュアル作成状況についてお伺いい

たします。 

 ２点目は、久慈湊小学校の移転新築についてであり

ます。 

 津波浸水想定区域内にある久慈湊小学校の移転・新

築の今後の進め方についてお伺いいたします。 

 ３点目は、新野球場についてであります。 

 平成16年に岩手国体の軟式野球競技の主要会場にな

っている新野球場の建設が待たれております。この新

野球場建設の進捗状況についてお伺いいたします。 

 以上、市長、教育長に質問いたしましたが、具体的

な答弁をお願いして、登壇しての質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  創政会代表、下川原光昭議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、東日本大震災についてお答えをいたします。 

 まず、復興交付金についてでありますが、第２回配

分可能額は、県実施分の２事業を含む35事業につきま

して、事業費ベースで20億8,021万4,000円、交付金

ベースで15億5,548万1,000円となっております。 

 その具体的な事業内容についてでありますが、集団

移転に係る団地造成と、それに関連する災害公営住宅、

避難道路、避難路、避難場所、下水道等の整備費用を

中心に配分されたほか、水産業関係事業、防災拠点施

設調査費等につきましても配分されたところでありま

す。 

 次に、災害廃棄物についてお答えをいたします。 

 まず、瓦れきの処理状況についてでありますが、推

計量９万4,700トンのうち、５月末時点で２万9,706ト

ンの処理が完了しており、その進捗率は31.4％であり

ます。 

 主な内訳といたしましては、可燃物の焼却処理725

トン、木くず類の発酵堆肥化処理1,922トン、コンク

リートの破砕処理２万7,054トンなどとなっておりま

す。 

 また、瓦れきの広域処理につきましては、平成24年

３月から八幡平市において可燃物の焼却処理を実施い

たしておりますほか、平成24年５月から青森県八戸市

において木くず類のセメント資源化処理を実施してい

るところであり、平成26年３月末までに合計約6,000

トンの処理を見込んでおります。 

 今後につきましては、４万トン弱と推計される津波

堆積物や土砂の再生利用及び一部可燃物の処理先の確
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保について、岩手県と協議を進めるとともに、金属類

の売り払いや住宅断熱材等の処理を進め、平成26年３

月末をめどに、できる限り早期の完了に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、放射性セシウムの影響についてでありますが、

主要な農林水産物の価格の状況を平成22年度と平成23

年度の販売平均単価を比較した場合、菌床シイタケが

11.7％の減、干しシイタケが28.3％の減、黒毛肥育牛

が11.5％の減、短角肥育牛が9.1％の減、短角繁殖牛

が9.2％の減となっております。 

 また、ホウレンソウ及び黒毛繁殖牛は前年度並み、

肉豚は6.5％の増で推移しており、水産物につぃうき

ましては魚種により上回っているものと下回っている

ものがそれぞれあります。 

 このことから、市といたしましては、今後の市場の

動向を注視するとともに、原発事故による風評被害の

影響も視野に入れ、生産者の所得確保について関係機

関・団体等と連携を図りながら適切に対応してまいり

たいと考えております。 

 加えまして、今後におきましても安全・安心のＰＲ

に努めるとともに、消費者の不安解消につながる措置

を講ずるよう、引き続き国に要望してまいりたいと考

えております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 さきの清風会代表、小栁議員にお答えいたしました

とおり、現在のところ、住宅・工業向け太陽光発電シ

ステム導入等への補助や、ＮＰＯ法人との共同による

風力発電プロジェクトの検討のほか、沿岸北部海洋再

生可能エネルギー研究会への参画などに取り組んでい

るところであります。 

 大規模太陽光発電の導入につきましては、幾つかの

事業者より意向をいただいておりますが、７月からの

固定価格買い取り制度の開始を受けて、より具体的な

提案を期待しているところであります。 

 また、風力発電につきましては、現在、風況観測を

実施しているところであり、今後は、風況観測結果に

より、事業化の検証、環境影響評価、さらには電力会

社への系統連係の抽選など、事業の実施まで相当の期

間を要しますが、事業の実現に向けて、一歩一歩着実

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、誘致企業に対する支援策についてお答えをい

たします。 

 誘致企業の操業の円滑化を支援するため、市では随

時企業訪問を実施し、各企業が抱えている課題や要望

等について情報収集を行っているところであります。 

 具体的な支援策といたしましては、誘致企業が工場

の増設を行う場合等において、企業立地促進事業費補

助や、企業立地促進資金に係る利子補給補助のほか、

固定資産税の減免などを行っているところであります。 

 また、課題等の解決に向けましては、いわて産業振

興センターなどの産業支援機関や、岩手県工業技術セ

ンター、岩手大学などの研究機関を紹介し、技術や販

売、資金繰り等のさまざまな面で支援を行っておりま

すほか、人材育成に係る技能講習やセミナー等の案内、

商品開発や雇用に係る補助制度等の情報を提供するな

ど、タイムリーかつきめ細やかな支援に努めていると

ころであります。 

 次に、介護施設の現状についてお答えをいたします。 

 まず、施設の実態と数についてでありますが、平成

24年５月現在、当市においては特別養護老人ホーム３

施設、介護老人保健施設２施設、グループホーム３施

設、小規模多機能ホーム３施設、養護老人ホーム１施

設となっております。 

 また、施設入所希望者の実態と待機者の現状につい

てでありますが、市内の特別養護老人ホームへの入所

希望者は、平成23年７月末現在で215名であり、その

うち早期入所が必要な方が34名となってあると、保険

者であります久慈広域連合から伺っているところであ

ります。 

 次に、ＮＨＫ、朝ドラ「あまちゃん」ロケ地決定に

よる当市の支援体制についてでありますが、さきの清

風会代表、小栁議員にお答えいたしましたとおり、岩

手県や隣接する町村、商工観光関係団体等と連携を図

りながら、受入態勢のための組織づくりを含めまして、

ロケ時における撮影協力やエキストラの募集協力等、

万全の体制で支援してまいりたいと考えております。 

 次に、中心市街地活性化基本計画についてお答えを

いたします。 

 平成19年５月に内閣総理大臣の認定を受けました久

慈市中心市街地活性化基本計画は、本年度末をもって

計画期間が終了となりますが、これに続く第２期の基

本計画の認定に向け、内閣府及び国土交通省と協議を

行っているところであります。 
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 第２期計画の認定のためには、第１期計画の検証を

丁寧に行う必要がありますことから、現在、その作業

を進めているところであり、その検証作業等を行う中

で抽出された課題を解決するための取り組みを、第２

期計画案に盛り込んでまいりたいと考えております。 

 次に、道路の凍上被害についてお答えをいたします。 

 概略調査では、市の道路もこの冬の低温により凍上

を受け、舗装部分にクラックが発生するなどの被害を

確認したところであります。 

 ことしの冬は、10年確率凍結指数を上回る低温で、

国庫負担法に基づく凍上災害の採択基準を満たしまし

たことから、現在は、詳細な測量調査を実施している

ところであります。 

 今後は、９月初旬に予定されております災害査定に

向けまして、申請事務を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、三陸北縦貫道路についてお答えをいたします。 

 さきの清風会代表、小栁議員にお答えいたしました

とおり、現在の整備率は約10％の状況にあり、当市に

ついては今月22日及び28日において、設計及び用地調

査説明会の開催が予定されているところであります。 

 次に、八戸・久慈自動車道についてお答えをいたし

ます。 

 これにつきましても、さきの清風会代表、小栁議員

にお答えいたしましたとおり、夏井町板橋から侍浜町

桑畑間につきましては、久慈北道路として、現在３工

区の工事が発注済みであり、用地取得率は面積ベース

でおよそ６割の状況にあります。 

 また、侍浜町桑畑から階上町間につきましては、昨

年11月に事業化された三陸沿岸道路として、今月21日

を皮切りに設計及び用地調査説明会を順次開催してま

いりたいと三陸国道事務所から伺っているところであ

ります。 

 次に、国道281号大成橋南側丁字路交差点への信号

機設置についてお答えをいたします。 

 当該地点につきましては、朝夕の交通量が多く、渋

滞の発生しやすい場所であると認識しているところで

あります。 

 当該地点への信号機設置につきましては、周辺町内

会等による署名活動により、本年１月10日に岩手県議

会議長並びに岩手県公安委員会に対し、信号機設置請

願書が提出されたと伺っております。 

 また、市といたしましても、毎年、交通安全施設点

検等の総点検を通じまして、信号機の設置を要望して

いるところであります。 

 この信号機の設置につきましては、公安委員会が設

置地点の交通量・緊急度などを勘案し、総合的な判断

のもと設置が決定されることとなりますが、これまで

久慈警察署からは、「当該交差点へ信号機を設置する

ことにより、むしろ交通が混雑すると認められる」と

の見解が示されているところであります。 

 しかしながら、市といたしましては、当該地点への

信号機設置は必要であると認識をいたしており、今後

におきましても地域の方々のご協力をいただきながら、

粘り強く要望活動を継続してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、市道久慈夏井線についてお答えをいたします。 

 県道昇格への取り組みにつきましては、当該路線を

含む市街地から夏井町及び洋野町水沢地区を経由し、

一般県道大野山形線に接続する区間を、これまでも岩

手県に対し、重点事項として要望してきたところであ

ります。 

 県からは、管理している道路や橋梁等の増加、施設

の老朽化に伴い、維持管理経費の増大が見込まれてい

ることから、新たな県道認定は難しい状況であると伺

っているところであります。 

 また、県代行事業につきましても、同じく重点事項

として要望しているところでありますが、県全体の道

路整備計画の中で検討するが、早期の事業化は難しい

状況であると伺っているところであります。 

 今後も引き続き整備に向け要望を重ねてまいりたい

と考えております。 

 最後に、久慈川、長内川、夏井川の河川敷の整備及

び利活用についてお答えをいたします。 

 河川敷の整備につきましては、東日本大震災の復

旧・復興事業を優先的に進めておりますことから、そ

の後において、人と自然との共生の川づくりの整備手

法等について検討することといたしております。 

 また、河川敷の利活用については、収益を目的とし

ない公共性の高い団体等への利活用に関しては可能で

あると、県北広域振興局土木部から伺っているところ

であります。 

 以上で、創政会代表、下川原光昭議員に対する私か

らの答弁を終わります。 
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○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  創政会代表、下川原光昭議

員のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、津波浸水想定区域内にある小中学校の津波

避難マニュアルの作成状況についてお答えをいたしま

す。 

 まず、津波浸水予想区域内の学校は、久慈湊小学校

と長内小学校であり、両校につきましては、東日本大

震災の経験を踏まえながら、昨年度の段階で、あらゆ

る場面を想定しマニュアルを細分化するなど、危機管

理マニュアルの見直し・改善が既に図られております。 

 また、関係機関や保護者等と連携した実践的な避難

訓練も継続して実施されておりますので、万が一、津

波災害が発生した場合でも、速やかで安全な避難がで

きるものと考えております。 

 次に、久慈湊小学校の移転新築についてお答えをい

たします。 

 現在、東日本大震災の被害からの復興事業として実

施できるよう岩手県教育委員会を通じ、国へ働きかけ

を行っているところであります。 

 今後とも予想される大地震、大津波に対する備えは

もとより、児童等の生命を守り、安全で安心して学べ

る環境を整える必要があり、また、地域の防災拠点と

して、学校の果たす役割が非常に大きいと考えており

ますことから、引き続き関係省庁に対し、粘り強く働

きかけてまいりたいと考えております。 

 最後に、新野球場についてお答えをいたします。 

 新野球場については、さきの清風会代表、小栁議員

にお答えしましたとおり、現在地から移転建設する計

画であることから、現在、災害復旧事業の適用となる

よう県・国と協議をしているところであります。 

 以上で、創政会代表、下川原光昭議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  それでは、再質問をさせて

いただきます。 

 ３番の誘致企業に対する支援策について、５番、Ｎ

ＨＫ、朝ドラについて、６番、中心市街地活性化基本

計画について、12番の久慈川、長内川、夏井川の整

備・利活用について、13の（２）、（３）と順次再質

問をさせていただきます。 

 さきに誘致企業へのフォローアップ支援策は、今、

市長のほうからお答えをいただきました。この誘致企

業は、当市には、私が説明するまでもないんですが、

14社15工場がありまして、約1,700名の雇用につなが

っている。 

 この中でも特に久慈市と関係が強く結びついている

企業がミツボシ繊維さん、ここが柔道着、帯、空手着、

はかま、剣道防具とあるわけですけども、この４月か

ら各市内の中学校の必修の体育の授業で、柔道をすべ

ての中学校で採用しておるわけですので、この柔道競

技にこの三星さんの柔道着を、地産地消の観点とか雇

用の拡大とかということを考えていければ、市長が言

う支援策とかフォローアップにつながっていくものだ

と思っておりますので、市として契約はできないかと

思いますけども、そういう支援策は考えていけるもの

だと思っております。 

 これについては、教育長もお答えできるところだと

思っておりますので、私はどちらというわけではない

んですが、お答えをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  誘致企業に対する支援策の一

環として、地産地消の視点を入れたらどうかと、こう

いった趣旨に受けとめました。視点とすれば私も同感

であります。できる限りこの地において生産されたも

のを購入することによって、企業活動の支援につなが

るものだろうと、このように思っております。 

 しかし、一方の要請として、こういったさまざまな

物品を購入する際において、適正な価格で適正な競争

原理のもとに行われると、こういった要請も私どもは

受けているわけであります、使命として。 

 したがって、その辺をどのように調整していったら

いいのか、この点については研究を重ねるべき部分で

あろうというのが、今の時点での私の考えであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  私のほうから、柔道必修

化ということで、柔道着の購入の方法につきましては、

現在、市として購入しておりませんで、保護者負担と

いうことで、学校を通じて、そういった柔道着の小売

店等を指定しながら購入しているのが現状でございま

す。 

 その際に、ただいま議員さんのほうからありました
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ミツボシ繊維さんは、現在聞いているところによりま

すと、一切小売りの活動はしていないというふうに聞

いておりますが、もしそういった小売りの活動もする

というふうなことがあって、さらに価格面等で、当然

価格面等を参考にして決定するわけですので、そうい

ったことがございましたら、ぜひ学校のほうにも指導

はしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  ぜひ、そういう考え方でい

ってもらえれば、企業の事業の拡大にもつながって、

当市にもそういう意味では影響があるかと思いますの

で、ぜひそういう考え方に立って、その事業というの

ですか、考え方が通っていってもらえればと思います。 

 次に、５番のＮＨＫ、朝ドラについてでありますけ

ども、各種団体と協議していくということになります

けども、以前、平成十六、七年だったと思いますけど

も、高校のインターハイが当県で行われて、柔道競技

が久慈市が会場となってということが過去にあります。 

 その時に宿泊施設の方々が、県からの要望で施設の

トイレとか風呂とかというのが改善してほしいという

要望があって、なかなかそれにできなかったという経

緯があります。 

 このＮＨＫ、朝ドラは、そういう観点から、観光客

と地域振興等を考えると、いろんな支援策を講じてい

かなければ、観光客の方々を逃がしてしまうというこ

とになってからでは、遅くにしてしまっては対応能力

ができてなかったということのないようにしていただ

きたいというか、そういう考えを持っておるんですが、

お答えをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  岩手インターハイの時の柔

道競技の誘致にかかわって、トイレとか、いろいろな

お話がございましたけれども、基本的に私が承知して

いるのは、体育館の問題が一番大きかったのかなとい

うふうに思っているところであります。 

 ＮＨＫの朝ドラにかかわってでありますけれども、

これは当然、小栁議員のほうにも市長から答弁申し上

げておりますけれども、いずれ市をあげて、これは取

り組んでいきたいというふうに思っています。 

 いずれ、これは本当に最大のチャンスだというふう

にとらえておりますので、市民全体で観光客の方々を

お迎えしながら、いろいろな活性化に頑張っていきた

いというふうに強い覚悟を持ってこれからは取り組ん

でいきたいというふうに思っておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  ぜひともそういうふうにな

って、努力が実ればいいなと思いますので、最大の努

力をよろしくお願いいたします。 

 次に、６番の中心市街地活性化基本計画であります

けども、最大の事業であったやませ土風館が、先ほど

質問の中でも出しましたけども、見込みを大きく上回

ったというのは、年々そうして増加しているというこ

とは、大きな事業であったのが成功しているというこ

とになるかと思います。 

 そのほかにも逐次そういうふうにおおむね計画どお

りとなって、非常にこの１期目はいい方向に、久慈市

中心市街地にも活性化がもたらされているとは思って

おります。 

 そこで、２期目、来年度からになるわけですけども、

今策定をしているのか、それとも１期目の総括の取り

まとめをしているのかになるかと思いますけども、こ

の１期目の課題について、２期目はぜひ生かされなけ

ればならないと思っております。 

 そこで、やませ土風館を中心とした活性化はそのと

おりでありますけども、駅前から南側、長内橋に向か

っての観光客またはこの地域の方々の通行が減ってい

るような気がしております。 

 いずれ２期目については目玉にはならないかと思い

ますけども、駅前ビルの利活用は無理かと思っており

ます。 

 ぜひ、私の考え方は、取り壊して広場にする、そし

て、そこで、土風館の駐車場が狭いということは皆さ

んご承知のとおりでありますので、そういうイベント

等を駅前の一角でできることによって、二つの目玉に

なっていくものと私は思っておりますけども、その考

え方についてよろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  中心市街地活性化基

本計画の第２期の取り組み内容について、現在、先ほ

ど市長からもご答弁申し上げましたけれども、１期の

取りまとめ、あるいは課題等々を今抽出しているとこ
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ろでありますし、あわせて、それを踏まえながら２期

目の計画策定をしていきたいと、このように考えてお

ります。 

 議員のほうからご提案のありました駅前、あるいは

本町関係の活性化と、あるいは回遊性活性化、そうい

ったものに取り組んでいくべき、なおかつ駅前広場、

イベント広場として、あるいは駐車場なんかとして活

用できるような方向性、そういったものも検討に入れ

ていくべきじゃないかと、こういうご質問と承りまし

た。 

 今のご提言、そういったものも一緒に持ち合わせな

がら、これからの策定に向けて取り組んでまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  この中心市街地活性化の２

期目ですけども、駅前ビルの取り壊しは重要項目には

ならないものと思っております。この駅前から本町方

面の目玉になる、そういう目玉の事業が今考えている

ところがありましたら、お示しをしていただきたいと

思いますけど。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  目玉事業は何かということな

んですが、まさに今、さまざまな角度から検証を行っ

ているということであります。 

 また、同時に、この事業を進めていく上では、商工

会議所等、それから、各商店会を初めとする市民の皆

様とも意見を濃密に交わしていく必要があるだろうと

考えておりまして、その中で今ご指摘のような事業等

が具体化できるのか、また、その実現可能性は高いの

か、低いのか、含めながら検討をしてまいりたい、こ

のように思っております。 

 内閣府等から実は言われておりますのは、久慈市の

中心市街地活性化基本計画、また、それに伴う事業、

これは、全国の認定された自治体の中で最も高い評価

をしているというふうに聞いております。 

 ただ、１点、私ども３つの指標を掲げていたわけで

ありますが、その中の一つ、定住人口の増大、これは、

実は第１期計画に示した数値目標にまだ届いていない

状況にもございます。 

 したがって、そういった視点も第２期計画の中で実

現すべくいろいろと検討をしていかなければならない。

さまざまな角度から第２期計画に向かって進んでまい

りたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願

いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  次、12番の久慈川、長内川、

夏井川の河川敷未整備地域のことについてですけども、

久慈川の一番の未整備地域は、この久慈市庁舎がある

川崎町の河川敷だと私は認識しております。 

 久慈市役所に来る道路とすると、久慈川右岸から来

るか、長内川左岸のほうから来るか２方向しかないわ

けですけども、この庁舎がある河川敷が、雑草、ある

いは去年の台風15号の瓦れきが未処理になって、非常

に当市を訪れた方々にも少し恥ずかしいような現状に

なっておりますので、ぜひとも強く県に要望してほし

いなと思っております。 

 長内川もそうなわけですけども、左岸のほうは、田

高地区のあたりまでは歩行者・自転車道になって整備

されておるわけですけども、久慈川と同様になってい

る現状。 

 夏井川については、地域の方々が河川敷を借りて、

グラウンドゴルフの会場として利用していくというと

きに、津波の被害で使用できない状況にあるわけです

けども、どういうふうに整備して環境を整えていくの

か、考え方についてお答えをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  今ご質問の久慈川、長内

川、夏井川の河川敷の整備の状況というふうなことで

のお話をいただきましたが、まず、久慈川の右岸、要

するに久慈橋から見た右岸というふうなことで言いま

すと、確かに、かなり草といいますか、そういうもの

が多く発生しています。 

 ここについては、四、五年前だったでしょうか、久

慈川の会のほうで１回草を刈ったということもありま

す。それから、その下流にあります川崎大橋のほうま

で１回伐採といいますか、下刈りをしたというふうな

経緯はございます。 

 そういった意味で、今後、県と、それからボランテ

ィアの団体等と一緒になって、そういうふうな美観上

のものの整備はしていくように努めていかなければな

らないというふうに思ってございます。 

 それから、同じように長内川につきましても、これ

は１回津波が来た後に、かなり中のほうの折れた立木
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等、かなり伐採して処理はしてございます。ただ、そ

の後に手を加えていないということで、また草木が伸

びてきているというふうな状況ですので、これも同じ

ような形で県のほうにお話しして対応をしていかなき

ゃならないだろうというふうに思います。 

 それから、夏井川について、これはグラウンドゴル

フ、やろうとして施設をつくったような状況だったん

ですが、これについても３月11日の津波というものは、

一斉に河川敷の低水護岸その他を破壊したような状況

になってございます。 

 これにつきましても護岸を張って、さらに水害その

他で影響がないというふうな状況になるまでに、これ

も県のほうにまた働きかけて、施設を原型復旧するの

は可能かどうか、これもまた検討してまいりたいとい

うふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  久慈川の川崎町のところに

なるわけですけども、対岸の田屋川の左岸になるわけ

ですけども、そこの整備は、川崎大橋まで非常にきれ

いに整備をされていると。 

 ただ、先ほども話したとおり、中の橋から川崎大橋

までは、中の橋のあたりは一部地域の方が畑として利

用されている方もいると思っておりますけども、対岸

がよくて、反対側が非常に見苦しい状況というのは、

いずれ役所の顔となる地域で野放しだというのは、非

常に県に要望を強くしていかなければならないと思っ

ておりますし。 

 早急に、ボランティアの方、私も２回ほどそのボラ

ンティアには参加しておりますけど、どこまでできる

かというと、下草刈りをしたり、立ち木が川の流れで

邪魔になるのを本数を減らしたとかというのは確かに

私もやりましたけども、それはでも、今、部長がおっ

しゃったとおり、１年を過ぎるともとの草が伸び放題

になるということでありますので、ぜひともその整備

はしていかなければならないと思います。 

 そこで、利活用というのも出しておりますけども、

そこまでいかない、早急に整備ができないのであれば、

地域の方々に、先ほどもお話ししましたけども、畑と

か花壇とかということをしてもらいながら、市長の答

弁でも、そういう利益にかからないことに関しては県

でも利用は可能だという答弁をいただいておりますの

で。 

 そういう地域、市民の方々にそこを開放して、畑、

あるいはそういう花壇等を利用してもらうという考え

方もあるわけですけども、その点についてもお答えを

お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  久慈川右岸等の整備について

再度ご質問をいただきました。実は、東日本大震災発

災以来、河川堤防等の建設をどう進めていくかという

ことの協議を県等と行ってきているわけであります。

そうした協議の過程の中で、やはり左岸と同程度の堤

防といいますか、河川敷の整備を進めていただくよう

に、これは久慈市からの意見・要望としてしっかりと

伝えているところでございます。 

 また、その際に話題に出ましたのは、河川敷、これ

がすべて県において買収されているかというと、どう

もそうでもない。民地の場所もあるというふうに聞い

ております。 

 これは早急に確認をしながら、なぜ買収に至ってい

ないのか、また、市としてその買収に協力ができる体

制を整えることができるかどうか、そんなことも含め

て、今、下川原議員からご質問の趣旨に沿って何とか

景観形成を図ってまいりたいと、努力中であります。 

 また、ボランティアの方々のそういった草刈り等の

活動についても、さまざまな観点から市として支援で

きることがございます。また、実際にやってきており

ますので、力を合わせて景観保持、あるいは景観形成

に努めてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  最後の13番の（２）と

（３）になるわけですけども、これは３月定例議会で

も私が取り上げて継続的に質問していますけども、非

常に、湊小学校移転新築について、午前中の市長の答

弁でありました復興省に提出した要望書の中に、久慈

湊小学校の移転も含まれているということで、非常に

先が明るくなったなと思っておりますので。 

 そういう点では、この次の大きな津波の襲来の前に、

ぜひとも移転新築を進めて、子供たちの命を守っても

らいたいなと思いますので、引き続き強い要望をお願

いしたいと思います。 

 あと、野球場についても、非常に恐縮ですけど、私

も野球関係者の一人といたしまして心苦しい、そっち



－48－ 

にこたえてもらえるというのも心苦しいわけですけど

も、いずれ国体の会場として新野球場を考えているの

か、そうではなくて、年度にかかわらず避難場所と位

置づけられながら新野球場を考えていっているのか、

そのどちらかを答弁していただきたいなと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  まず最初に、久慈湊小学校

の件についてお答え申し上げますけども、いずれ子供

たちが安全・安心をもって学べる環境を整えるという

ことが重要でございますから、これからも、答弁の繰

り返しになって大変恐縮ですけども、粘り強く国県の

ほうと協議を重ねてまいりたいと思います。 

 それから、新野球場についてでございますけども、

基本的な考え方と申しまして、これまで申し上げてま

いりましたように、国体に間に合うように建設ができ

れば、それは最善であろうというふうに思うわけであ

ります。 

 しかし、私らとしますと、今の野球場は、状況につ

いては既にご案内のとおりでございますけども、しか

も昨年３月11日の震災の際には津波の被害を受けてい

るといったようなことから、あそこの場所は危険であ

るというふうなことで、場所を移転して新たに建設を

すると、そういう考えをもっているわけでございます。 

 その際には、国体に間に合わないからあきらめるの

だということではなくて、いずれぜひ必要なものであ

るという認識のもとで建設については進めてまいるよ

うな考え方、そういうふうなところが基本になってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  下川原議員の一般質問に対し

て関連質問を数点いたします。 

 まず最初に、国道281号大成橋南側への信号機設置

について質問いたします。 

 市長の答弁によりますと、現状の理解、認識という

のは並々ならぬものがあると、私もそのように感じま

した。 

 そこで、説明するまでもなく、一体信号機というの

は何のためにつけるんだという視点から見たときに、

先ほど警察のほうからの回答というか、考え方という

か、お話しが２点だけありましたが、交通の混雑、あ

るいは渋滞、これの恐れがある。これは整合性がない、

逆だと思うんです。これは市長が云々なんじゃないで

す。ただ、もし警察なり公安委員会がそういう考えを

持っているとするならば、それは逆だと。 

 そういう混雑だとか、あるいは渋滞する所を解消し

ていくというのが交通信号機のあるべき本来の原点で

あります。時代が変わったって、そういう基本は変わ

っていないはずだ。私はそのように認識して、唖然と

したんです。 

 それは、どこでどういう場所で当局の返事があった

のか、そこまでは問いませんけれども、少なくとも私

が市長の答弁であった部分について、そのように感じ

たので、あえて申し上げましたが。 

 いわゆる設置基準については、私も多少は心得があ

ります。それは、当然交通量の問題、混雑の緩和の問

題、さまざまあります。全体の交通量のコントロール

というのも当然ありますけれども、何よりも優先する

のは、交差点そのものが安全上、安心上、どういうか

かわりを持っていったらより確実なものになるかとい

うのが基本なわけであります。 

 そういう点では、久慈高校、あるいは橋のたもとに

は川貫保育園があります。自転車で高校生は通学する

人、あるいは保育園に送迎する父兄の方々、さまざま

時間帯によっては均一ではありませんが、結構危ない

場面が見受けられます。 

 橋のたもとの所に、いわゆる久慈高校側から来た場

合に一時停止になっておりますけれども、その一時停

止すら完全に停止していない、実態が。私から言わせ

てもらうんであれば、そういう所こそ現場で指導、取

り締まりを含めながら、それに24時間できない部分を

信号機でコントロールするという考え方だって成り立

つわけです。私は、そういう考えは違うと、むしろ自

信を持って要望していただきたい。 

 それから、久慈市の交通安全対策協議会というのが

あるはずですが、正式な名称は、ちょっと自信ないん

ですけども、多分交通安全対策協議会だと思いますが、

こういう会議の中で、警察側か、あるいは公安委員会、

あるいはそれにかかわるべき人たちも来ているのかと

か、まずその分を確認させていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  組織のメンバーについては、

担当部長から答弁をさせます。 

 281号大成橋南側丁字路部分の交差部について信号
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機の設置、このことは、先ほど答弁申し上げましたと

おり、私どもは必要であるという認識に立っておりま

して、まさに藤島議員と同一の考え方にございます。 

 それで、今後も公安委員会と関係機関に、設置に向

かって要望を続けてまいりたいというふうに思ってお

りますが、同時に、また要望の仕方にもさまざま工夫

をこらしていかなければならない面もあるだろうとい

うふうに思っております。 

 私の県議時代の話で恐縮でございますけれども、運

転免許センターサブセンターを、この久慈の地域に設

置してほしいと、地域の皆さんの要望もございました

が、なかなかに実現困難な状況でありました。 

 当時の警察本部の考え方は、整理して申し上げます

と、やはり人口割合であるとか、あるいは、当時は実

技試験が行わなければ、サブセンターとして位置づけ

られないのだと、こういったご議論があったわけであ

りますが。 

 私どもの地域には、そういった実技試験の広さは必

要ない、免許更新等でも十分に地域の方々からは喜ん

でいただけるだろうということで議論を詰めていった

結果、現在の久慈警察署の敷地内にサブセンターが建

設されたわけであります。 

 したがって、さまざまなそういった角度からのやり

とりといったものが必要であろうと、単に要望すれば、

それでいいということでは決してないことの一つの照

査だろうというふうに思っております。 

 したがって、これからも関係の機関の皆様と一丸と

なって要望を強めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解賜りますようによろしくお願いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいまの信号機の

設置についてお答えをいたします。 

 交通安全協議会等に警察署のほうからも出席してい

るのかということでございますが、これは、所長さん、

それから、交通課長さん初め、出席をいただいている

ところでございます。 

 それから、この箇所の信号機の設置の要望につきま

しては、平成20年から継続して毎年、交通安全施設点

検に上げているところでございますが、なかなかご理

解をいただけないというのが実態でございます。 

 警察のほうに、例えば信号機が設置されるためには、

要件はどうなんでしょうかというようなことをお伺い

をしておりますけれども、近くに道路が例えば新設さ

れるとか、さらに交通量がふえるというような状況で

なければというようなことでございました。 

 いずれ、先ほど市長のほうからご答弁申し上げてお

りますとおり、粘り強く必要性は認識をしているとい

うことで、今後とも粘り強く交渉をしてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  市長の答弁も担当部長のお話

しもよくわかりました。 

 ただ、現実に、私も仕事の関係で、南は一関から、

あるいは花巻、盛岡、海岸では宮古、そういう所で生

活、勤務してきたわけですが、これだけの環境条件の

中で信号機のないという所は、私、見ていません。 

 だから、ただ単に交通量だとかもろもろあるかもし

れません。それは数字的な部分、実測計測していくに

はいろんな要件がありますけれども、私はそうじゃな

い。 

 だから、何としても、結局大きな大惨事か事故が起

きなければこういうのというのは設置しない、今まで

の例を見ますと。それでは遅いと、そういうところを

よく説明していただきながら、要望をしていただきた

い。 

 それから、市長の答弁によりますと、１月10日に地

元のというか、地区の方々が、一部議員さんもそれこ

そ苦労をしながら署名活動までして、そして請願を出

しているというお話がありました。私もそれは陰なが

ら承っております。 

 そのようにして、みんなそれぞれの立場でいろんな、

主義も主張も何もないんです、交通安全というのには。

だから、みんな、それこそ地域の人たちが手間暇かけ

て地域の安全を守ろうと努力しているその姿に対して、

やっぱり公安委員会は当然こたえていかなければなら

ない。私はそのように思っております。 

 これからいろいろ道のりもあるかもしれませんが、

そんな難しい問題じゃないと、私はそう思います。 

 だから、引き続き努力して、早期に信号が設置され

るように頑張っていただきたい。そのように希望を兼

ねて申し上げて、次の項目に移ります。 

 次も道路の問題ですけども、市道久慈夏井線、これ

についてお尋ねしますが、いつの時の一般質問でした
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か、正確なところを記憶が定かでないですが、議会に

おいても質問させていただいた経緯があります。 

 あの道路は、もちろん歴史的にもたしか昭和29年の

当時の夏井村と久慈町が合併した時からの懸案な事項

であります。 

 それは、私が当時、少しだけ勉強した部分を思い起

こすと、合併のための条件だというようになって、大

変議論を交わされた経緯があって、今なおかつ当時の

関係者を初め、地域の方々は通称炭山道路を称しまし

て、炭鉱があった関係で、その通称名で言う人が結構

おりますが、その道路を何とか県道にしてほしいとい

う哀願に近いものをずっと継続して持っているわけで

す。 

 だから、これについては、なかなか県のほうも白い

顔を、返事しているようですけども、私は、昨年の３

月11日の津波、これを体験・経験する中で、避難道路

としての位置づけというのも新たなこれからの要望の

項目の中に位置づけてほしいと、既にそれは原案原稿

で出るでしょうが、考えとして、ただ単に頼む、つく

ってくれ、県の代行でやってくれ、県道に昇格してく

れと、それはそれでいいんですけども。 

 もう一つ３・11の津波災害ということを生きた教訓

にしながら、避難道路という位置づけもひとつ加えて

もらって、何とか完成にこぎつけていただきたい。そ

のように思っております。 

 あの道路は、ご存じのとおり、所有者の方々もそれ

ぞれ、私の知る範囲では理解のある方ばかりです。な

にも難しくない。だから、ネックとなるものは、県が

やる気があるかないか、ただこの１点だけです。 

 コンクリートから人へというタイトルもいいですけ

ども、やっぱり時が変わっても、政党政権が変わって

も、どこに住んでおっても人の命、安全・安心という

のには変わりはない。私はそのように認識しておりま

す。 

 震災でいろいろ、直接、間接問わず沿岸、海岸沿い

の人たちは苦労していることは百も知っています。そ

んな中にあっても、せめて長年の一つの願望について

は、当局にもさらに努力して、こたえるように頑張っ

ていただきたい。そのことについて、市長、あるいは

部長でも結構ですが、一言お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  炭山道路の件につきまし

て、これは合併する29年当時からのお話しということ

で、幾度かお聞きしているわけです。 

 ただ、いかんせん今まで交渉・要望なんかはしてき

たわけですが、このような状態であったと。 

 本日、議員さんのほうから、避難道路という言葉も

いただいたことでございますが、これも一つの方法が

あるのかどうかも含めまして、いずれこれも県のほう

に要望なり、私たちが県にいろんな要件で参ります。

そういったときに、各部署に寄りまして、こういう話

もあったということ等について話をしながら、この事

業が前に進むよう頑張ってまいりたいと、このように

思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  それでは、最後に介護施設の

現状についてお尋ねします。 

 時間の関係もありますので、数字だけ確認させてい

ただきます。 

 市長の歯切れのいいご答弁の中で、本来はわからな

きゃならないことを聞き漏らして、ダブった部分があ

りますので、数字だけ確認させてください。 

 介護施設の関係で、平成24年の５月と私聞きたよう

な気がするんですけども、現在それで特養から介護、

あるいはグループ、小規模など、いろいろ名称はある

ようですけれども、結構施設がそろっております。 

 そこで、23年の７月の現在の215名というのについ

ては、これは何の数字ですか。もう１回確認させてく

ださい。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  先ほど答弁申し上げました

215名というものは、市内の特別養護老人ホームへの

入所希望者であります。 

 この入所希望者というのは、すなわち既に他の施設

等に入居されている方々も含めて、特養に入りたいと

希望されている方々の数字が215ということでありま

す。 

 あえて申し上げますと、そのうち早期入所が必要だ

と思われる方、これが34名、こういうことであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  わかりました。 

 以上をもって質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 
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○10番（桑田鉄男君）  下川原議員の質問に関連して、

何点か質問をさせていただきます。 

 最初に、復興交付金についてであります。 

 復興交付金、これは、最初は被災地の復旧・復興、

割と自由に使える、そして、割と簡単にいただけるも

のかと、そういうふうな感じもしてあったんですが、

いずれ直接被害に遭ったもの、また、それにかかわる

もの、あとは被災地の活性化につながるもろもろとか

ということのようでございますし、国のガードも割と

固くて、なかなかこちらといいますか、要望する側の

思うようにならないというのが現状のようでございま

す。 

 その中にあって、久慈市は、１回目の配分額は恐ら

く希望額の40％台だったと思うんですが、今回、大幅

にふえてございます。これはどういうことだったのか

と、そういうふうに思います。まず、そのことについ

てお尋ねをします。 

 次に、震災瓦れき、これは震災にかかわるところの

災害廃棄物の処理になるわけでございます。いずれ５

月末現在で進捗率31.4％で、25年度の末をもって処理

を完了したいということにすれば、大体は数字的に言

って100％いくのかと、そういうふうに思うんですが、

可燃系不燃系、これの処理については、県内外で受け

入れる所を見つけて、そちらにもお願いをするという

ことのようです。 

 この地域には、結といういい精神がございます。こ

れは、ここだけではなかったなと思うんですが、今回

の震災にかかわりますと、函館からの義援船これも困

っているときはお互い様だ、助け合うという結の精神

だっただろうかなと思うんですが。 

 いずれいろんな自治体、首長さんなりが受け入れを

表明しても、強固に放射能の影響があって反対をする

方たちがいるようでございます。 

 こういうことで、この可燃系不燃系を県内外に求め

ていって、果たしてこの25年度末をもって処理が完了

できるのかなと、そういうふうにも思うんで、そのこ

とについてもお尋ねをします。 

 あと、通告の２番目の再生可能エネルギーでござい

ます。 

 今回の震災の大規模停電を踏まえながら、久慈市と

しては復興計画なり、市長の施政方針にもあったんで

すが、他の地域にも貢献し得るような電力供給の拠点

都市を目指すんだということで取り組むとしてござい

ますが、若干、他の地域、例えば、近いところでは洋

野町にはソーラー１万キロワットぐらいで、遊休地と

いいますか、そういう所を利用してというのが報じら

れておりますし。 

 きょうの新聞、一関も載ってございますし、あと、

十和田がたしか風力だったと思うんですが、そこでも

導入が決まったということのようでございます。 

 県のほうからメガソーラー、これにつきましては、

例えば久慈高山形校の跡地とか、侍浜にある東高校の

農場の跡地とか、あとは市のほうから推薦した所もあ

ったと思うんですが、いろいろそのお話が出てあった

んですが、その後のメガソーラーの話はどうなってい

るのか、そのことについてお尋ねをします。 

 あと、通告の７番の凍上被害でございます。 

 今、市長の答弁では、いずれ被害の状況を調査して

いるんだと、そして、９月に災害査定を受けるという

ことなんですが、いずれ調査をして災害査定を受けて、

それから復旧なりの工事をといえば、新しい冬が来て

しまうんじゃないかなというふうな気もするんですが、

その辺のところについてもう１回お願いをしたいと思

います。 

 あと、久慈湊小学校の移転新築についてでございま

す。 

 下川原議員からもいろいろ質問等あったんですが、

私ども会派で被災地の視察ということで、石巻の大川

小学校の被災した所を見て参りました。 

 ここは大変、久慈湊小学校と似ているんです。向こ

うは北上川の河口の近くで、堤防一つ挟んで学校と川

が大体同じぐらいの高さにある。 

 そういうことからすれば、ここは久慈川の河口に近

いわけでございますし、大変危険な位置にあるな、そ

ういうふうに思ってございますので、こちらにつきま

しては、復興交付金の関係でということのようですが、

ぜひとも進めていかなければならない、いただきたい

と思います。 

 あと、野球場についてでございます。 

 この部分で、私、認識不足なのかもしれませんが、

市長が防災公園というお話を、国への復興庁への要望

もしたという話をされておりました。 

 あと、野球場につきましては、防災機能を持った施

設ということです。これは、教育長が言う防災機能を
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持った施設、野球場と、市長の言う防災公園、これは

同じものを指しているのか、別ものであるのかについ

てお尋ねをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊復興推進担当部長。 

○復興推進担当部長（大湊清信君）  私のほうから、

復興交付金事業についてお答えをしたいと思います。 

 復興庁は、交付金事業の審査に当たりましては、生

活の再建、なりわいの再建ということで、それを大前

提にして１次、２次の審査、査定をしてきたというふ

うに承知しているところでございます。 

 残念ながら、私どものほうは、１次申請の際は、事

業費ベースで申し上げますと、45.6％の採択率だとい

うふうにとらえておりますし、２次になりまして

112.1％の採択率というふうなことで、数字上は劇的

な改善というふうなことになっておりますが、２次申

請の際の内容については、集団移転の関係、これの事

業費が主でございます。 

 これらに付随する部分で、生活環境整備とか、避難

道路とか避難所の整備というなのも加えられておりま

すし、24年度事業、あるいは前倒しで25年度事業分ま

で交付金が配分になったと、内示になったということ

で、そういう数字が上がっているところでございます。 

 また、内容的には、水産加工業の再建の関係での、

そちらのほうの手厚い採択というか、内示枠が示され

ているところでございます。 

 加えて、２次申請の際には、防災拠点の施設の調査

費ということで、これらのところも認められていると

いうところでございます。 

 復旧から復興、あるいは飛躍への足がかりとしての

事業費の確保ということで、私どものほうは頑張って

いるというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  それでは、震災廃棄

物の処理のことについてお答えをしたいと思います。 

 25年度末までに完了できるかということでございま

すが、広域処理につきましては、放射性物質、そうい

ったものの懸念がございまして、なかなかに処理が進

まない状況が続いたわけでございますが、岩手県のご

努力によりまして、５月の25日に八戸市の八戸セメン

トでもって日量10トンの木質チップを焼却していただ

けるというようなことで、広域処理が開かれました。 

 それから、その前、３月でございますけれども、八

幡平市の清掃センターが既に受け入れを表明して、本

格的な受け入れを始めていただいたと、それから、も

ちろん久慈の広域連合におきましても焼却をしていた

だいているということで、久慈市の広域連合では日量

１トン、それから、八幡平市の清掃センターでは日量

９トン、そして、八戸セメントでは10トンということ

で、日量20トンほどの焼却が可能となったところでご

ざいます。 

 ただ、５月に県のほうで廃棄物の再調査を行いまし

た。それで、久慈市は、総量では減っていますけれど

も、可燃物が減りまして、不燃物の量がふえたという

ことで、先ほど市長からもご答弁申し上げております

けれども、不燃物が約４万トンございます。 

 これについては、今後、県のほうで、例えば復興資

材としての活用ですとか、セメント資材としての焼成、

それから、埋め立てといった形で、その処理方針を検

討していただくこととなっております。 

 その不燃物の処理方針が固まれば、平成25年度末ま

でにはすべて完成できるのかなということで今思って

おりますが、まず、早期処分に向けて努力してまいり

たいということでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（晴山真澄君）  メガソーラーの

件につきまして、県のホームページに久慈市内５カ所

掲載しておったわけなんですけども、県の教育委員会

の管理用地２件につきまして、県の内部で見直しがあ

りまして取り下げられております。 

 この点につきましては、理由は聞いてはおるんです

けども、再度それが使用できないのかということを確

認してまいりたいと考えてございます。 

 そのほかに県の土地開発公社の場所１カ所、これに

つきましては、事業者のほうから打診があり、今後検

討をしてまいりたいというふうに伺っております。 

 その他の２件につきましては、事業者から、県のほ

うには意向があるというふうには伺ってはおるんです

けども、実際、久慈市のほうにはまだ来ておりません

ので、具体的にそちらのほうは進んでおりません。 

 引き続きまして、今後、随時更新してまいるように、

市内の候補地のほうの掘り起しを図ってまいりたいと

考えてございます。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  凍上災にかかわりまして、

９月の査定では遅いのではないかというふうなことで

ございますが、現在、24年の凍上災の災害のスケジ

ュールというのは県のほうから示されてございます。 

 概算の被害状況等については済ませてはおりますが、

先ほど市長のほうからご答弁申し上げておりますとお

り、今、測量を現地に入って実施してございます。そ

れが終わりまして、それを県のほうにまた災害の最終

の申請ということで上げているということでございま

す。 

 それで、この査定につきましては、査定官は国土交

通省のほうから、そして、立会官は財務のほうという

ことで、この方が直接現地に入りまして、その場で被

害額を決定するということでございまして、今のとこ

ろ、９月の日程というのは、それを調整して、市のほ

うに９月になるということでの報告を受けているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  まず、湊小学校の移転につ

いての件についてお答え申し上げますが、先ほどの下

川原議員の再質問にお答えしたとおりでございます。 

 これまでの岩手県教育委員会を通じながら、国のほ

うに働きかけを行っている段階で、やはり感じるのは、

大川小学校、そのほか、実際に校舎自体に被害が直接

及んだものと、久慈湊小学校、それから、長内小学校

もそうなわけですけども、床下浸水等で済んでいると

いったような状況、そのものの違いというのが、非常

に考え方の中で大きな開きがあるのかなというふうに

感じておるところでございます。 

 ただ、そうはいっても、先ほど申し上げましたよう

に、子供たちが安全に、かつ安心してその授業ができ

る、学校に通うことができるといった環境というのは

ぜひ必要であるというふうに思っていますから、これ

についてはぜひとも私どものほうの思いをしっかりと

受けとめてもらえるように、今後も粘り強く県教委等

も通じ国に働きかけてまいりたいというふうに思って

いるところでございます。 

 それから、野球場の件でございますが、昨年の12月

議会で、私のほうから防災の施設を備えた野球場づく

りといったようなことを申し上げました。 

 それについては、今の野球場が津波被害によって、

あの場所から安全な場所に移転新築をしたいという考

え方、これは、先ほどの下川原議員にもお答え申し上

げたとおりでございますが、その中で、やはり平常時

にはと申しますか、そういった、野球場は野球場で、

平常時にはそういうふうな使い方をしていく。 

 いざ災害が発生した際には、その野球場が防災上の

拠点となり得るような、そういた施設づくりも必要で

あるという基本的な考えを私は持っております。 

 ただ、これまでの県・国との協議の中で話されてい

るのは、交付金事業として事業を実施する場合に、交

付金事業そのものは、この野球場に限って申し上げま

すと、都市公園事業と、これまでの補助事業制度に適

合した上で、交付金事業に該当しないといけないわけ

でございます。 

 その都市公園事業自体が今度の野球場の移転等にか

かわっては、適応させることに対して非常に難しい部

分があるというふうに言われております。 

 そういったことで、現在、私どものほうでは被災を

受けましたから、災害復旧事業としてのまず適応をし

てもらえるように全力で進めてまいりたいというふう

に思っているところでございまして、そういったとこ

ろでご理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  １点だけ、凍上被害のところ

についてでございます。 

 １カ所、これは、県道侍浜夏井線から侍浜小学校に

至る市道があるんですが、そこの歩道です。 

 ここは、児童が通学をするために毎日使っている所

なんですが、マンホールが入っています。そして、こ

としの冬、マンホールと道路の段差20センチぐらいも

あって、維持係のほうで土のうをマンホールに入れて

危険を防止すると、そういうふうな対応はしてもらっ

ていたんですが、まだ現在もそのまま土のうが入って

いる状況です。 

 そこがたまたま北向きで、日が当たらない所ですし、

側溝とか舗装面もかなり傷んでいます。 

 ここについては、できるのであれば単独でもいいし、

災害査定を受けてからであれば、またさっきも話した

んですが、新しい冬が来てしまいますので、ご検討い
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ただければなと思うんですが、考え方についてお尋ね

をします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  ただいまお話しいただき

ました保土沢２号線の件ということでございますが、

現地のほうは、維持のほうも見ていますし、私も見て

ございます。 

 今、凍上災のほうの調査で、その路線についても調

査はしてございます。 

 ただ、これについては、これからその提案なりする

方向では進めるということになってございます。 

 ９月査定ということで、これは、先ほど申しました

とおり、その場で災害ということで金は決定になりま

す。 

 そうすると、すぐ当該年度のうちに発注はできるわ

けでございますが、いずれ、今後の状態を見て、今、

実際、側溝も歩道面のほうにかなり傾いているという

状況も把握してございますので、いずれ通行に支障が

ないように、これから仮設でありますが、対応をして

まいりたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  下川原議員の関連質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 13番の（１）の津波避難マニュアルについてであり

ますが、教育長の答弁ですと、きちっとマニュアルも

つくってあるし、長内小学校、そして湊小学校、そし

て避難訓練等もきちっと対応をしているということを

伺って、非常に安心しましたけども。 

 実は、気になったのは、５月30日の日報だったと思

いますが、これで、津波避難マニュアルが学校で５割

しか作成していなかったと、そういうのを見てびっく

りして。 

 その記事の中で、先ほど桑田代表も触れていました

が、大川小学校、84名が死亡したと、そこもマニュア

ルをつくっていなかったというふうな記事が載ってお

りまして、石巻のあそこの部分は、津波の被害が余り

なかった地区なのかと改めて自分で勝手に思ったりし

ていましたけども。 

 そういうような状態だったもんですからお聞きしま

して、大変安心した次第であります。 

 ５月のたしか10日、11日だったですか、その２日間

かけて、先ほどの大川小学校から南三陸、志津川のあ

たり、あそこを通って、気仙沼通って、高田、大船渡

とずっと上がってきまして、大槌で暗くなりましたけ

ども、会派で線香を買って、ところどころで慰霊しな

がらずっと見てきたわけでありますが、大変悲惨な傷

跡がまだ生々しく残っておりまして、本当に胸に迫る

ものが非常にありましたんですが。 

 いずれ、先ほど来の答弁にありましたが、学校、あ

の場所では、湊小学校にしても十分に考えていただい

て対応をしていただきたいと、このように思うところ

でございますし、また、復興に関して、我々も全力投

球しなきゃならないなという思いでおります。 

 一つお聞きしますが、保育園とか幼稚園で想定区域

というのはあるかどうか、あればその対応もしている

かどうかをお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  ただいまの浸水想定区

域内における保育所の状況ということでございます。 

 この区域内にあります保育所は、久慈湊保育園とい

うふうになってございます。 

 これにつきましては、昨年の３月の震災を受けまし

て、従前からの災害対応マニュアル等については作成

し、また、避難訓練等々も行っているわけでございま

すが、この大震災を受けまして、津波、避難にかかわ

る事項を新たに追加いたしまして、これに伴った避難

訓練等も行っているという状況にございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  津波避難マニュアルの件に

ついてでございますが、議員さんおっしゃられている

のは、新聞報道によってのものでございまして、文科

省で直接調査した、１月の段階の調査結果であろうと

いうふうに思うわけでございますが。 

 昨年の３月11日の震災以降、久慈湊小学校、長内小

学校については、いずれその直後に、それまであった

避難マニュアルの見直しをいたしました。 

 そして、その避難マニュアルの見直しの中には、避

難するときのルートの見直しであるとか、あるいは避

難場所の見直しであるとかということも行ったわけで

ございまして、その後さらに実際に実地で避難訓練を

実施しておったわけでございます。 

 そういったことで、この１月時点では、その段階と
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しての避難マニュアルは既に改善済みということでご

ざいますが、さらにその後に、ことしに入りましても、

避難訓練等を行えば、またさらに問題点等が見つかる

わけでございますから、そういったところをさらに改

善を加えながら現在に至っているといったところでご

ざいます。 

 今月の８日でございましたでしょうか、久慈湊小学

校でまた避難訓練を実施したわけでございますが、そ

の際にも、直前に行った避難訓練、あるいはマニュア

ル等に問題点等があった部分について、さらに改善を

加えながら避難訓練を行ったというふうなことになっ

てございます。 

 いずれ、最初答弁申し上げましたように、万が一の

津波災害、これが発生した際でも、速やかで安全な避

難ができるような、そういった体制ができているとい

うふうに私は考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ありがとうございました。 

 その大川小学校とよく対比して出るのが、山田町の

小学校だったですか、ある雑誌で見たんですが、大川

小学校の場合は、トップリーダーが避難の場所を決定

するのに迷いに迷ったために、あんな惨事があったと。 

 しかしながら山田町のある小学校では、裏山の避難

場所があったんだが、そこから、どうしても心配だか

ら、もう一つ上まで逃げようということで、そこまで

逃げて惨事を免れたと、その決定をしたのが用務員さ

んだったという話を伺ったことがありまして。 

 指導者というか、リーダーを決定する人たちは、海

岸で育った人たちばっかりであればいいですけども、

そうじゃない方々もいらっしゃるわけですので、津波

といえば、我々海で育った人間は、すぐ、地震といえ

ば津波という感じで、そういうふうな対応になるわけ

ですけども。 

 やっぱり山手の方々はそんなに怖いというイメージ

はないわけですので、その辺、難しいかもしれません

けども、指導者の方々、このリーダーとなられる校長

さんとか、そういう方々の意識もしっかりと対応をし

ていただきたいと、そのように思います。よろしくひ

とつ。 

 もう一辺、教育長お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  再度の防災教育についての

ご質問をいただきましたが、まさに下舘議員さんおっ

しゃるように、海に住んでいるからこそ津波に十分な

備えを持つ、これは当然のことなんですが、山間部に

いる子供たち、あるいはそれを指導する先生方も、や

はり津波の怖さ、そういったものをしっかりと認識す

べく、これからも、私ども教育委員会も懸命にそうい

った防災教育についてはしっかりと対応をしてまいり

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時といたします。 

    午後２時44分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時00分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、政和会代表、濱欠明宏君。 

    〔政和会代表濱欠明宏君登壇〕 

○24番（濱欠明宏君）  24番濱欠明宏であります。私

は政和会を代表し、当面する諸課題について、山内市

長、並びに亀田教育長に一般質問をいたします。 

 平成23年３月11日、14時26分、私は国道45号宇津目

坂を北進中でありました。今まで経験したことのない

大きな揺れを感じ、直ちに車をストップさせました。 

 ラジオでは大津波警報が発令され、津波の高さは３

メートルと報じ、第１波を観測、場所はよく聞き取れ

ませんでしたが、30センチメートルと50センチメート

ルと潮位の変動があったことを繰り返し放送していま

した。放送局はＮＨＫ盛岡第一でありました。今も耳

から離れません。 

 その２日前３月９日にも地震と津波注意報が発令さ

れたことが記憶に新しく、潮位変動30センチメートル、

50センチメートルの津波観測の発表は、避難者に大き

な油断を招かせ、その結果大きな犠牲者が出たと私は

今でも思っております。 

 報道は事実かもしれませんが、私にとって大津波警

報は生まれて初めて耳にしたことでしたので、潮位の

僅かな変動放送より、直ちに高台へ避難する旨の呼び
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かけがあればと残念でなりません。犠牲になられた多

くの方々の御霊に哀悼の誠を捧げます。 

 また、原発事故を含め東日本大震災で被災に遭われ、

避難生活を余議なくされております多くの被災者が、

一日も早く平穏・無事な日々の暮らしに戻れることを

強くご祈念申し上げまして、若干重複する部分もあり

ますけれども、視点が違いますので、通告の順に従い

質問いたします。 

 なお、14日の６月定例議会初日に議案第７号として

副市長の人事案件が提出され、同意されました星文雄

氏におかれましては、市長を補佐し、市の復興、市政

発展のため全力を傾注する旨の力強いあいさつがあり、

また、山内市長からは、運輸、通信、エネルギー環境

などの行政分野を歴任し、精通していると起用理由の

説明があったところであります。 

 星副市長には一日も早く久慈市に溶け込んでいただ

き、副市長の職にとどまらず、久慈市民の一人として

も大いに今後の活躍を期待するものであります。よろ

しくお願いをいたします。 

 質問に入ります。 

 質問の第１、首長の多選についてであります。 

 山内市長は平成15年の市長選挙において首長の多選

について言及をいたしました。 

 長く職を務めることでワンマンになり職員の働く意

欲が低下するなど、いわゆる多選の弊害であります。

職員とともに初心を忘れず、市民のリーダーとして仕

事をするには３期が限界というものだったように記憶

しております。 

 現時点における認識についてお伺いをいたします。 

 次に、行政組織についてであります。 

 総務部付復興推進担当部長、産業振興部付産業開発

担当部長が現在の部付部長であります。なんとなく定

着した感があります。 

 また、課の配属がえ、指定管理者の導入などもあり、

組織の上から見れば種々変化しております。 

 部の設置、廃止は条例で定めることになっておりま

すので、つまり議会提案事項ということであります。 

 この際、部付部長ではなく、部の設置条例を議会に

提案し、議会の同意を受け、時々のニーズに合わせた

行政組織に生まれ変わり、市民のため、大いに汗を流

し頑張っていただきたいと考えますが、組織改革につ

いて検討なさっておるかお伺いをいたします。 

 次に、職員人事についてであります。 

 公務員制度改革関連法案の骨子について、また、一

般職員の定年延長の根拠について、あわせて、今年度

多額の財政出動が見込まれております。このことによ

り事務の需要が増大することは必定であります。職員

の健康管理を含め、体制は万全であるのか、そして、

議会事務局職員の現体制についてのご所見をお伺いを

いたします。 

 次に、専決処分についてであります。 

 議会制民主主義において、専決処分は本来の姿では

ありません。私の会派も先日、会派の研修に行ってま

いりました。その四日市市議会では、通年議会の採用

により専決処分がゼロになったということであります。

所見をお聞かせを願います。 

 次に、復興交付金事業についてであります。 

 これまで２回の配分が示されました。久慈市に対し

ての事業採択が厳しいような気がします。津波被害の

規模が小さいということなのか、図りかねております。

事業採択の傾向についてお伺いをいたします。 

 また、これに関連し、このほど１次配分に関する事

業者からのヒアリングがありました。仄聞すると、申

請していた企業が辞退したと聞いております。事実と

すれば、その理由をどのようにとらえているかお伺い

をいたします。 

 また、宇部川地区圃場整備は久慈市と野田村にまた

がる事業ですが、その進捗状況についてお聞かせくだ

さい。 

 また、諏訪下地区の防潮堤のかさ上げが予定されて

おりますけれども、着手時期についてお伺いをいたし

ます。 

 次に、市庁舎についてであります。 

 八戸沖から久慈沖にかけて、いわゆる前沖を震源地

とする津波被災を想定した危機管理と避難タワーの必

要性についてお伺いをいたします。 

 次に、多目的ドーム型施設についてであります。 

 秋田県には大館樹海ドーム、秋田県立中央公園スカ

イドーム、青森県には五所川原市に津軽克雪ドーム、

むつ市にしもきた克雪ドーム、平川市には平賀ドーム

など、多目的ドームがあります。 

 岩手県においてもその必要性については充分認識し

ていると思いますけれども、県央県南との格差是正の

象徴となる施設として、また、大災害時の避難場所と
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して、さらに、平時には天候に左右されない全天候型

のスポーツ施設として活用が期待されるところであり

ます。 

 県に対し統一要望に盛り込み、久慈市への誘致に全

力を傾注してほしいと思いますが、その考えについて

お聞かせを願います。 

 次に、復興と地域経済について。 

 昭和８年、三陸大津波における復興計画は、終わっ

て見れば三井住友等の財閥が利益を蓄積し、農民は経

済的恩恵にあずからなかったと言っても過言ではあり

ません。状況は現在ととても似ている感じがします。 

 今後、復興交付金事業を核に各種事業を継続するこ

ととなりますが、疲弊した地域経済立て直しのための

事業推進をどのように考えているのかお伺いをいたし

ます。 

 次に、地域総合特区について。地域活性化総合特区

について、内容と制度活用性についてお伺いをいたし

ます。 

 次に、歴史と文化を主体とする復興についてであり

ます。 

 ＮＨＫ朝の連続テレビ小説が、久慈市を主なロケ地

とする海女を目指す若い女性を主人公とした「あまち

ゃん」に決まったということで、観光の飛躍的躍進が

期待されます。今後、復興と地域おこし・まちづくり

にどう生かしていくのかお聞かせを願います。 

 また、高橋克彦著書の歴史小説「天を衝く」の英語

本を元大学教授西村嘉太郎氏が出版しました。このこ

とは、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」採択

と合わせますと、南部地方に突如として光が差し込ん

で来たように思われてなりません。 

 機は熟しました。九戸政実が主人公である「天を衝

く」のＮＨＫ大河ドラマ採択に向け、強力な誘致を展

開すべき時でありますがご所見をお伺いをいたします。 

 次に、再生可能エネルギーについてであります。 

 ７月から始まる固定価格買い取り制度による売電価

格は、事業の採算性を大きく左右させる原因でありま

すが、事業の展望と地産地消についてお伺いします。 

 また、仕事人倶楽部が委託する久慈風力発電プロジ

ェクト検討委員会が開催されました。討議された課題

要点についてお聞かせ願います。 

 ３点目として、大飯原子力発電の再稼働については、

周辺自治体のみならず、原子力発電に係る国全体の重

要な課題であります。電力供給体制の改革の必要性と

あわせご所見をお聞かせ下さい。 

 次に、山形診療所についてであります。将来経営の

見通しについてお聞かせをください。 

 次に、社会保障と税の一体改革関連法案についてで

あります。 

 消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連

法案について国政レベルで論議しておりますが、消費

税の引き上げを行うことは市民生活に影響を与えるも

のであります。ご所見をお聞かせ下さい。 

 次に、新火葬場についてでありますが、このほど新

火葬場の起工式がとり行われました。いよいよ工事が

始まりますが、今後の工程についてお示しください。 

 次に、放射能汚染についてであります。 

 東京電力に対し、これまで除染経費、影響補償につ

いて賠償請求したのかお伺いをいたします。 

 また、牧草地等の放射能汚染は、すなわち海の幸に

も影響しますが、汚染状況についてお示し下さい。 

 次に、水産振興についてであります。 

 ことしの小女子漁が不漁となりました。私は昭和50

年からずっと久慈市に住んでおります。小女子を食し

ないのは初めてであります。生態系の変化・異常を懸

念するものであります。原因をどのようにとらえてい

るかご所見を賜ります。 

 また、水揚げ単価が安値で推移しており、生産者所

得に大きな影響と陰りを与えています。支援策につい

てお聞かせを願います。 

 次に、中心市街地活性化についてですが、第１次中

心市街地活性化計画が平成24年度、今年度終了予定と

聞いております。その成果と中心市街地活性化基本計

画の第２段、第２次計画について構想があればお示し

を願います。 

 次に、教育旅行についてであります。 

 元同僚議員である大上精一さんが一役買い、タレン

トの岡村君が大上家に民泊した様子をテレビで拝見し

ました。 

 雪深い久慈市山形町で酪農のお世話をしている家族

の所に１泊するものでしたが、保育園・学校に子供を

迎えに行く場面、子供たちとソリ遊びをしている場面、

子供たちと一緒にお風呂に入っている場面、家族団ら

んの夕食の光景などくぎづけになって見ておりました。 

 合併により着実に効果が出ている一つが教育旅行で



－58－ 

あります。農家民宿は漁家民宿へ波及しております。

受入実績と対応状況についてお伺いします。 

 次に、道路行政についてお尋ねいたします。 

 三陸北縦貫道路についてであります。 

 復興道路として事業着手が決まり、防災の面からも

大いに期待されるわけであります。 

 野田インターチェンジにアクセスする路線としてぜ

ひ考慮しなければならないのが、浸水区域である国道

45号を回避する久慈工業高校付近から宇部町田子沢地

区を結ぶ路線の整備であります。必要不可欠でありま

す。整備計画についてお示しください。 

 ２点目として、県道野田山形線の改良についてであ

ります。 

 冬期間通行どめとなるのが県道野田山形線合戦場か

ら平庭間であります。合戦場付近から国道281号葛巻

町江刈川に抜けるトンネルを新設し改良を図るべきで

あります。 

 90分ネットワーク構想が示され久しく、平庭トンネ

ル構想の実現も厳しい状況であります。江刈川を経由

し姫神山麓を経由する塩の道街道、先人の歩いた道に

無駄はないのであります。 

 現代の橋とトンネルの施行技術を駆使し県都盛岡へ

90分、できるならば60分で到達する道について今一度

検討をする必要があります。ご所見をお伺いいたしま

す。 

 ３点目でありますが、県道野田長内線についてであ

ります。 

 東大野振興局長時代に、振興局予算３億円を配分し

改良をする計画がありましたが、進捗状況についてお

知らせ願います。 

 次に、河川堤防のかさ上げについてであります。 

 久慈川の河川堤防のかさ上げの着手時期について、

また、それに伴い久慈湊橋のかけかえが予定されてい

ますが、県では社会基盤整備事業の復興枠で復旧する

とのことであります。しかし、拡幅及び歩道橋の新設

には市の財政出動を要すると伺っております。 

 この際、狭い、段差がきつく車体をこするなどの課

題がありました久慈湊橋、５月初めには交通死亡事故

も発生しました久慈湊橋であります。復旧橋から復興

橋へ生まれかわれとの思いを強く抱くのでありますが、

整備計画についてお伺いをいたします。 

 次に、都市計画についてであります。長内地区土地

区画整理事業の中断は今でも妥当と認識しているかお

聞かせ下さい。 

 最後に、教育行政についてお伺いします。 

 久慈湊小学校、長内小学校の津波対策と移転計画に

ついてお示し下さい。 

 国体についてでありますが、国民体育大会が平成28

年岩手県で、柔道競技は久慈市を主会場とし、また、

軟式野球競技が久慈市、洋野町、野田村、普代村、岩

泉町、葛巻町、九戸村及び軽米町の１市４町３村を会

場に開催されます。期間中多くの人の来場が期待され

ます。 

 三船記念館を中心とした高舘地区は、市街地が展望

できる久慈市の景観ナンバーワンであります。久慈市

は高齢者、障害者にやさしいまちづくりを実践してい

ることを象徴する施設として、また、２順目の国民体

育大会記念施設として、自動スロープを三船記念館に

整備すべきと思いますが、ご所見をお伺いいたします。 

 また、軟式野球、柔道競技の施設・運営並びに宿泊

者の受入態勢は万全なのかお聞かせを願います。 

 以上、23項目36点になりましたが、持ち時間１時間

の定めがありますので、答弁に当たっては十分時間を

考慮し、簡潔に踏み込んだ答弁を期待して、登壇して

の質問を終わらせていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  政和会代表、濱欠明宏議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 簡潔に踏み込んだ答弁をということでありますが、

なかなかに二律背反的なご要請でありますので、どこ

までお答えできるかどうかわかりませんが、誠心誠意

答弁をさせていただきます。 

 最初に、多選自粛条例についてお答えをいたします。 

 多選自粛条例につきましては、みずからを律する自

立規定、この観点から検討を重ねてきているところで

あります。 

 多選の弊害につきましては、議員と共有できるもの

と考えておりますが、一方、多選の定義につきまして

は、さまざまな議論があることもそのとおりでありま

す。 

 国民の一般的な判断は、おおむね３期、長くでも４

期というところにあるものと私自身はとらえておりま

す。 
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 現時点では、東日本大震災に係る復旧・復興への取

り組みを最優先に考えている状況にありますが、引き

続き法律解釈や所要の法整備等を含めた国等の動向及

び他自治体の状況等を注視しつつ、条例の提案の内容、

時期を見きわめてまいりたいと考えております。 

 次に、行政組織についてお答えをいたします。 

 組織改革についてでありますが、時流に沿った行政

課題に対応するため、毎年度、次の年度の組織体制を

検討しているところであります。 

 部付部長については、合併後の平成18年度以降、こ

れまでに交流促進担当、産業開発支援担当、産業開発

担当、復興推進担当部長を置いてきておりますが、い

ずれも特定課題を担当しており、事務事業量等を見き

わめながら、今後も必要に応じて設置してまいりたい

と考えております。 

 次に、職員人事についてお答えをいたします。 

 まず、公務員制度改革関連法案の骨子についてであ

りますが、現在、国会で審議されております公務員制

度改革関連法案は、内閣による人事管理機能の強化、

退職管理の一層の適正化、自立的労使関係制度の措置

及びこれに伴う人事院勧告制度の廃止のほかに、公務

員庁の設置等が主な内容であると認識いたしておりま

す。 

 次に、一般職員の定年延長の根拠についてでありま

すが、地方公務員法第28条の３、定年による退職の特

例及び職員の定年等に関する条例第４条第１項第１号

及び第３号、公務の運営に著しい支障が生ずるときを

根拠としております。 

 次に、職員体制についてでありますが、議員ご指摘

のとおり、復旧・復興事務の増大が見込まれましたこ

とから、新規採用等により、本年４月１日付で、一般

事務職１名、技術職４名の増員を図ったところであり、

あわせて職員配置の見直しによりまして、事務量の増

加が見込まれる課に職員を重点的に配置いたしました

ほか、青森市のご理解により、技術職員１名の派遣も

受けているところであります。 

 今後におきましても、さまざまな手段を講じながら、

職員体制には万全を期してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、議会事務局職員の体制につきましては、復

旧・復興に向けた職員体制の見直しの中にあっても、

これまでの６名の体制を維持しているところでありま

す。 

 次に、専決処分についてお答えをいたします。 

 当該処分は、地方自治法第179条の規定に基づき認

められているものであります。 

 なお、当市におきましては、地方税法の改正による

市税条例の改正や、災害復旧事業等に係る予算の補正

等、特に緊急を要する案件に限り行っているものとと

らえております。 

 次に、復興交付金事業についてお答えをいたします。 

 これまで２回の復興交付金配分可能額の通知があっ

たところでありますが、津波被害との直接な関連性、

生活再建やなりわい再生のための優先性、面的な整備

を考慮したまちづくりのための必要性、あるいは計画

熟度の高い緊急性を要するものであるかどうかなどに

視点が置かれ、事業の採択がなされているととらえて

おります。 

 今後におきましては、復旧・復興から飛躍に資する

さまざまな事業の採択に向けて、復興庁を初めとする

関係省庁に対し、事業内容の理解が得られるよう努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、公募型の復興交付金事業についてであります

が、本事業は、水産業共同利用施設復興施設整備事業

のうち、民間団体が実施主体となり、水産加工場等の

整備を行う、いわゆる公募タイプと言われる事業であ

ります。応募の中から、当市の水産業の復興に資する

事業を採択するものであります。 

 １回目の交付金の配分に基づきまして、公募を実施

いたしましたところ、公募対象施設の水産物加工処理

施設及び地魚直販施設には、あわせて３社の応募があ

ったところであります。 

 水産物鮮度保持施設、これにつきましては、１社か

ら応募に向けての問い合わせはあったものの、会社の

諸事情により、今回は見合わせるとのことで、結果的

には当該施設には応募がなかったところであります。 

 なお、応募のなかった施設につきましては、２回目

の交付金事業の執行にあわせて、再度公募する予定で

あります。 

 次に、宇部川地区圃場整備についてでありますが、

現在、市及び野田村の区域面積89ヘクタールについて

調査事業を実施中であり、年度内に事業計画を取りま

とめる工程で取り組んでいるところであります。 

 このたび、本事業の区域53ヘクタール、これにつき
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ましては、国から去る５月25日付で復興交付金事業の

配分可能額通知があったと、県北広域振興局農政部農

村整備室から伺っているところであります。 

 市といたしましては、平成25年度の工事着手に向け、

事業が過疎化されますことから、地元受益者や、県及

び野田村とさらなる連携を図りながら、事業促進に努

めてまいる所存であります。 

 次に、防潮堤のかさ上げが予定されているが、着手

時期について伺うということで、諏訪下についてのお

尋ねでありました。 

 通告一覧には、今申し上げたとおり、防潮堤のかさ

上げということで、防潮堤の具体名が記されていなか

ったことと、復興交付金にかかわってのご質問である

という判断に立ちまして、実は準備しましたものは、

久慈湊地区の防潮堤についての答弁を準備しておりま

したので、まずはそちらについて触れさせていただき

ます。 

 この久慈湊地区防潮堤のかさ上げについてでありま

すが、このたびの国からの復興交付金の配分可能額通

知によりまして、管理用通路の安全対策として、パラ

ペット方式による高さ１メートル程度の防護施設の整

備が実現できる見込みとなったところであります。 

 ご承知のとおり、久慈湾の防波堤・防潮堤は、国・

県から示された８メートルであったわけでありますが、

これでは不十分であると、こういう認識に立っており

ました。 

 こういった財源が万が一認められなかった場合には、

議会のご理解をいただきながら、市単費ででもかさ上

げをしようと、この決意で臨んできたところでありま

したが、幸いにして、今申し上げたとおり、復興交付

金事業、この配分額の中に含まれてございますので、

それを活用しながら１メートルかさ上げをするという

ことであります。 

 今後は、現在進めております防潮堤本体の補助災害

復旧事業とあわせまして、詳細設計、関係機関との協

議を進め、平成25年度の早期に工事着手してまいりた

いと考えております。 

 さて、お尋ねの諏訪下地区の防潮堤についてであり

ますが、この防潮堤は、現行は、ＴＰで申し上げます

と7.3メートルの防潮堤となっております。湾口防波

堤の整備完成を前提にしてでありますが、Ｌ１レベル

の津波防御を想定して、7.3からＴＰ8.0までかさ上げ

すると岩手県から伺っております。 

 今後は、現在進めております、先ほど申し上げた久

慈湊海岸防潮堤のかさ上げと、久慈川、夏井川等の河

川堤防のかさ上げとあわせて、岩手県との協議をさら

に進め、早期に完成するよう努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、市庁舎についてお答えをいたします。 

 八戸沖から久慈沖を震源地とする被災を想定した危

険管理と避難タワーの必要性についてでありますが、

三陸沖北部地震は、海溝型地震の長期評価によります

と、地震の発生確率が高くなってきており、地震によ

る津波の発生が懸念されております。 

 この地震津波に対する危機管理といたしまして、災

害対策本部の機能の強化を図るために、対策本部の中

枢となる市役所庁舎の耐震診断等を計画しているとこ

ろであります。 

 また、避難施設の重要性については十分認識をして

いるところであり、今後におきましても避難方法及び

地形的条件等を総合的に検討しながら、避難施設の充

実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ドーム型施設についてお答えをいたします。 

 ドーム型催事施設につきましては、天候に左右され

ずに運営できますことから、利用者の利便性や施設の

利用率等の観点から、魅力的な施設であると認識をい

たしております。 

 しかしながら、一方では、施設を整備するに当たり

ましては、ご承知のとおり多額の事業費を要し、その

後の維持管理費の増嵩も予想されますことから、現下

の厳しい財政状況において、当該施設を整備、または

誘致することはなかなかに困難であろうと判断をいた

しております。 

 次に、復興と地域経済についてお答えをいたします。 

 甚大な被害を受けた東日本大震災から復興を図り、

地域経済を立て直すためには、住居等の生活基盤を安

定させ、地域産業等のなりわいの再生を図ることが何

よりも肝要で、欠かせないものであると考えておりま

す。 

 こうした考え方に立ち、昨年７月に策定をいたしま

した市の復興計画では、５つのプロジェクトの一番初

めに、生活を再建するという基本方針を掲げたところ

であります。 

 現在、復興交付金事業によりまして、住宅再建の柱
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として位置づけております集団移転、これにつきまし

ては、漁業集落防災機能強化事業により取り組んでお

り、水産加工施設等の整備につきましても同様に取り

組んでいるところであります。 

 今後、復興計画に掲げる５つの基本方針に基づき、

復興交付金事業等を活用しながら、復旧・復興、そし

て飛躍に向かって鋭意取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、総合特別区域制度についてお答えをいたしま

す。 

 総合特別区域制度は、政策課題の解決を図るため、

先駆的取り組みを行う実現可能性の高い区域に対して、

国と地域の政策資源を集中するものとされております。

規制の特例措置に加えまして、税制・財政・金融上の

支援措置が受けられることとなっております。 

 この制度の活用の可能性についてでありますが、総

合特別区域の指定に当たりましては、単に国の支援措

置を求めるものではなく、国と地域の協働プロジェク

トとして推進することができる政策課題を提示する必

要がありますことから、引き続き国や県からの情報収

集に努め、活用について探ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、歴史と文化を主体とする復興についてお答え

をいたします。 

 まず、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」に

ついてでありますが、主なロケ地に久慈市が決定とな

ったことは、大変喜ばしいニュースであり、地域経済

や地域振興に与える効果ははかり知れないものがある

と考えております。 

 加えまして、当代を代表する脚本家でもある宮藤官

九郎さんが執筆を担当することとなり、海女を目指す

女性が成長していく過程をどのように描いていくのか、

今から期待と夢が膨らむところであります。 

 市といたしましても、これを最大の好機としてとら

え、ＮＨＫはもちろんのこと、県や関係機関等とも一

体となって受入態勢の整備・充実、地域の情報発信や

ＰＲ活動等を行い、久慈市のみならず、この地域一帯

の活性化と振興につなげるよう努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、歴史小説「天を衝く」のＮＨＫ大河ドラマ化

についてでありますが、この物語は、南部の一集団で

あった九戸党を率い、天下人である豊臣秀吉に対して

反旗を翻して散っていった九戸政実の生涯をえがいた

ものであり、各方面から高い評価を得ているものと認

識をいたしています。 

 一方、大河ドラマ化に向けましては、ＮＨＫ側の意

向はもちろんでありますけれども、二戸広域圏や久慈

広域、ひいては岩手県をも広く巻き込んで機運醸成を

図っていく必要がありますことから、まずは機会をと

らえて、関係機関等と情報交換を行ってまいりたいと

考えております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 まず、事業の展望と地産地消についてでありますが、

本年７月から開始される固定価格買い取り制度におい

て、採算ラインを確保できる単価設定となったことで、

再生可能エネルギーの普及促進が図られ、多くの事業

者の参入が促されるものと考えております。 

 エネルギーの地産地消には、発電側、消費側のエネ

ルギーの同時同量が求められますことから、現状では、

再生可能エネルギー発電事業者単独での電力供給は不

可能という構図になっております。 

 今後、国全体におけるエネルギー利用技術等の動向

を注視しながら、まずは電力供給体制の整備を促進し

てまいりたいと考えております。 

 次に、久慈風力発電プロジェクト検討委員会におけ

る討議内容についてでありますが、さきの清風会代表、

小栁議員にお答えいたしましたとおり、委員会におき

ましては、風力発電事業が直ちに雇用創出やエネル

ギーの地産地消につながるものではないものの、プロ

ジェクトを進めていく中で、将来的な可能性を踏まえ

て議論を進めていくべきといった意見が出されたとこ

ろであります。 

 次に、大飯原発の再稼働についてでありますが、東

京電力福島第一原発事故は、農林水産物の出荷規制等

はもとより、今なお多くの避難者を生んでいる現実に

あり、極めて遺憾であると思っております。 

 このような事態にかんがみれば、拙速な再稼働は避

けるべきであると思料するものであり、今後は、今国

会中に成立が見込まれている法案の原子力行政を担う

新しい組織において、徹底した安全基準の策定を急ぐ

べきであると考えております。 

 現在、政府のエネルギー環境会議は、総発電量に占

める原子力発電比率を2030年時点で０％、15％、20な
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いし25％とする３案を検討対象にすることを決めてお

りますが、市といたしましても復興計画に掲げる再生

可能エネルギーの普及・供給拠点に向けて、一自治体

ではありますが、積極的に取り組んでまいる考えであ

ります。 

 次に、国民健康保険山形診療所の将来経営見通しに

ついてお答えをいたします。 

 山形診療所は、山形町地域唯一の医療機関として、

地域住民の生命と健康を守り、地域住民が安心できる

生活の確保のため、重要な役割を果たす医療機関とし

て設置しているところであります。 

 現在、山形診療所の経営は非常に厳しく、毎年度、

一般会計繰入金を充てながらの厳しい運営が続いてい

るところであり、将来もまた厳しい運営が想定される

ところであります。 

 これまで、経営の安定に向けて施設管理費などの経

費削減に努めてまいりましたが、今後におきましても

引き続き経費節減を図るとともに、外来収入や入院収

入、住民健診などの収入の確保に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、社会保障と税の一体改革関連法案についてお

答えをいたします。 

 同関連法案につきましては、少子高齢化等急速に変

化する我が国の社会・経済情勢から、将来にわたって

安定的な社会保障制度を構築すべく、安定財源の確保

に向けて論議がなされているものと考えております。 

 また、税制改革の柱となる消費税につきましては、

本市の歳入予算に計上しております地方消費税交付金

や地方交付税の原資となっている一方、ご指摘のあり

ましたとおり、市民生活に深くかかわっている税でも

あり、国政の場において十分な議論が交わされ、国民

が納得できる将来像が示されることを期待するもので

あります。 

 次に、新火葬場についてお答えをいたします。 

 新火葬場の工事につきましては、去る５月28日に安

全祈願祭がとり行われ、本格工事に着手したところで

あります。 

 今後の工程についてでありますが、建築主体工事を

初め、電気設備、機械設備などの各種工事を計画的に

推進するとともに、今年度中に駐車場や外構などの附

帯工事を発注するなど、平成25年６月末の完成に向け

て鋭意取り組んでまいりたいと、久慈広域連合から伺

っているところであります。 

 次に、放射能汚染についてお答えをいたします。 

 東京電力に対する賠償請求についてでありますが、

岩手県と連携し、市で直接負担した空間放射線量測定

業務等に係る経費を、第１次請求として本年１月26日

に行ったところであり、第２次請求については今月中

に行うことといたしております。 

 次に、牧草地等の汚染状況についてでありますが、

県が実施いたしました公共牧場の放射性物質調査の結

果は、市内９カ所28地点、すべて新基準値である100

ベクレル以下となっております。 

 また、個人所有の牧草地につきましては、畜産農家

91戸における平成23年度産牧草の調査において、新基

準値100ベクレルを超過した農家８戸、面積で約58ヘ

クタールの除染作業が必要となり、岩手県農業公社が

事業実施主体となり、牧草地再生対策事業により、放

射性物質の低減を図ることにいたしております。 

 なお、今年度、県において市内10地点のモニタリン

グ調査を実施した結果は、すべて基準値以下となって

いるところであります。 

 次に、水産振興についてお答えをいたします。 

 まず、小女子漁についてでありますが、本年の小女

子漁は記録的な不漁でありました。 

 市営魚市場における本年５月末時点での総水揚量は

約0.5トンであり、平成23年を除く直近３カ年の平均

水揚量は49トンでありますことから、異常に低い結果

となっております。 

 その原因でありますけれども、本年２月から３月ま

での県北沖の海水温が例年より３度ほど低く、低水温

を嫌う小女子の漁場が近海に形成されなかったものと

県水産技術センターから伺っているところであります。 

 次に、水揚げ単価の動向についてでありますが、市

営魚市場における本年３月から５月までの水揚金額上

位の５種の平均単価、これと、平成23年を除く直近３

カ年の平均単価、これを比較いたしますと、スケトウ

ダラで47％、ヒラメ・カレイ類で85％と下回っており

ますが、ミズダコは141％、コウナゴは523％、マス類

は138％と３カ年の平均単価を上回っている状況には

あります。 

 市といたしましては、市営魚市場の水揚げの増加を

図る観点からも、今後の市場の動向を注視するととも

に、原発事故による風評被害の影響も視野に入れ、生
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産者の取得確保について関係機関・団体等と連携を図

りながら、適切に対応をしてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、中心市街地活性化についてお答えをいたしま

す。 

 中心市街地活性化基本計画に関する構想についてで

ありますが、さきの創政会代表、下川原議員にお答え

いたしましたとおり、現在、第２期中心市街地活性化

基本計画の内閣総理大臣認定のための作業を行ってい

るところであります。 

 具体的な構想につきましては、基本計画案策定の作

業の中におきまして、中心市街地の活性化のために取

り組むべき事業を選択し、盛り込んでまいりたいと考

えております。 

 また、久慈市総合計画に施策の方向として上げられ

ております、住みよい中心市街地を形成し、定住人口

の増加や商業活動の活性化に向け、魅力ある中心市街

地を形成するためのハード整備事業にも取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、教育旅行についてお答えをいたします。 

 本年４月から現時点までの受入実績は、仙台市の中

学校を中心とする８校、延べ人数3,842人の受け入れ

となっており、昨年度の同時期の受入実績であります

６校2,508人と比較をいたしますと２校1,334人の増加

となっております。 

 対応状況といたしましては、自然を活用した山・

里・海の久慈市全体の自然を活用した各種体験の受け

入れと、農山漁村民泊体験を柱に、関係機関及び地域

住民各位のご協力をいただき、順調に推移している状

況にあるととらえております。 

 今年度の受入予定といたしましては、例年同様、市

内小中学校の体験学習及び募集型キャンプ事業の受け

入れに加え、新たにアメリカの高校生50名の受け入れ

を初めとする外国人の受け入れにも取り組むこととい

たしております。 

 今後におきましても、引き続き教育旅行受け入れを

推進し、交流人口の拡大に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、道路行政についてお答えをいたします。 

 まず、久慈工業高校から宇部町田子沢地区を結ぶ路

線の整備についてでありますが、市といたしましても

必要性を認識しており、これまでも検討を重ねてきた

ところであります。 

 検討過程の中で、地形の制約も大きく、多額の事業

費を要しますことから、早期の整備は困難と判断され

ていたところでありますが、このたび、県北広域振興

局土木部によりまして、復興関連道路として事業化を

されました県道野田山形線について、現在の野田村中

心部を通るルートを切りかえ、国道45号の野田村漁業

協同組合付近から、三陸北縦貫道路のインターチェン

ジへアクセスするルートとして整備する予定であり、

今後、詳細について検討してまいりたいと伺っている

ところであります。 

 市といたしましては、この当該路線が、ご質問の道

路の機能を担える可能性があるものと認識いたしてお

りますことから、今後、県とも情報共有を図りながら、

より安全・安心な道路整備について提案・要望をして

まいりたいと考えております。 

 次に、県道野田山形線合戦場付近から国道281号葛

巻町江刈川に抜けるトンネルの新設についてでありま

すが、市といたしまして、国道281号平庭トンネルの

必要性を認識しており、この早期着工について、これ

まで岩手県に対する重点事項要望のほかに、沿線市町

村により構成する国道281号整備促進期成同盟会等を

通じて強く要望してきた経緯があります。 

 また、県道野田山形線の改良につきましても、これ

まで山形町関地区から平庭峠間の拡幅整備について、

重点事項として要望を続けているところであります。 

 今後も、これらの要望を継続しながら、山形町霜畑

地区合戦場から葛巻町江刈川地区を連絡するトンネル

の有効性、実現性等について、県とも情報交換を図っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、県道野田長内線の小袖地区から大尻地区まで

の改良計画の進捗状況についてであります。 

 県北広域振興局土木部によりますと、昨年度末の進

捗率は、予算ベースで約16％と伺っているところであ

ります。 

 なお、東日本大震災による被災の影響があったこと

から、整備完了までの事業期間の延長を余儀なくされ

ているものの、復興関連道路に位置づけられていると

ころであり、今後とも早期完成を目標に取り組んでま

いりたいと伺っているところでもあります。 

 市といたしましても、この整備促進について引き続

き要望してまいりたいと考えております。 
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 次に、河川堤防のかさ上げについてお答えをいたし

ます。 

 東日本大震災による河川堤防高の見直しがなされ、

平成27年度までにかさ上げ工事を終えたいとのことか

ら、あわせて久慈川の湊橋と夏井川の大湊橋のかけか

えも計画されているところであります。 

 特にも、湊橋については、産業道路や避難道路とし

ての重要性を有しておりますことから、車道部の拡幅

や歩道の設置が必要であると、こうした認識に立って

いるところでありますが、さまざまな事業が錯綜する

状況にもございますので、県との綿密な検討を進めて

まいりたいと考えております。 

 最後に、長内地区土地区画整理事業の中止について

お答えをいたします。 

 この事業は、平成６年９月に都市計画決定し、平成

８年８月から平成17年３月までの事業認可期間により

実施しようとしたところでありますが、事業推進に対

する理解が得られなかった権利者は約４割であり、そ

の面積は全体の５割であったことなどから、岩手県公

共事業評価委員会の承認を得て、平成15年11月、中止

を決定したものであります。 

 事業の実施には相当数の賛同者がなければ進めるこ

とができないことは自明の理であります。したがいま

して、事業の中止判断は妥当ととらえております。 

 以上で、政和会代表、濱欠明宏議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  政和会代表、濱欠明宏議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、教育行政についてでありますが、まず、久

慈湊小学校と長内小学校の津波対策につきましては、

さきの創政会代表、下川原議員にお答えいたしました

とおり、あらゆる場面を想定したマニュアルの作成及

び関係機関や保護者等と連携した実践的な避難訓練を

継続して実施しながら、津波災害が発生した場合でも

速やかで安全な避難ができるよう対策を講じてまいり

たいと考えております。 

 次に、移転計画につきましては、今後予想される大

地震、大津波に対する備えはもとより、児童等の生命

を守り、安全で安心して学べる環境を整える必要があ

り、また、地域の防災拠点として、学校の果たす役割

が非常に大きいと考えておりますことから、引き続き

関係省庁に対し粘り強く働きかけてまいりたいと考え

ております。 

 次に、国体についてお答えをいたします。 

 まず、三船十段記念館への自動スロープ等施設整備

でありますが、この施設は柔道のまちづくりを標榜す

る当市のシンボルともなっているところでありますが、

高舘山に立地していることから、高齢者、障害者の来

館には車両利用にならざるを得ない状況にあります。 

 市街地を展望できる高台に立地する利点を生かした

施設整備を図るため、自動スロープ等の整備は有効と

考えるところでありますが、設置や維持管理にかかる

コスト面等から、現時点では困難であると考えている

ところであります。 

 次に、軟式野球・柔道競技施設・運営及び宿泊者の

受入態勢でありますが、競技施設につきましては、そ

れぞれの中央競技団体による正規視察を受け、改修の

個別指導をいただき、さらに、公益財団法人日本体育

協会からも東日本大震災からの復旧・復興を考慮した

施設整備経費の軽減方針が示されたことから、今後、

県競技団体等と連携し、対応してまいる考えでありま

す。 

 競技運営につきましては、現在、柔道、軟式野球競

技の開催準備委員会を設置し、大会運営に向けた準備

事業を推進しているところであります。 

 また、国体期間中の宿泊者の受け入れにつきまして

は、県国体準備委員会常任委員会で定めた宿泊基本方

針に基づき、市内関係団体と協議し、受入態勢に万全

を期してまいる考えであります。 

 以上で、政和会代表、濱欠明宏議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  それでは、時間がかなり迫っ

ております。長くなってきておりますが、何点かご質

問をさせていただきます。 

 まず、事業をなかなかに着手できない。つまり財源

確保が難しくて着手できない事業、ただいまのスロー

プもそうです。必要性は十分に感じる、しかし財源確

保がなかなかに厳しい。あるいはドームの施設もそう

です。これらも必要性は十分認めるけれども財源確保

が難しい。 
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 その中にあって、まずは、今回の大震災の発災によ

りまして、身近なこの道路問題であります河川に架か

る久慈湊橋のかけかえであります。 

 これは、市長答弁では、県と十分協議しながら進め

ていくんだというふうな前向きな答弁と承りました。

復旧ではなくて、やはり復興の象徴となるような橋に

させる、この気概が必要であります。 

 そのためには、市の財政出動も当然視野に入れなが

ら県とこのかけかえについて話し合っていく覚悟がな

ければならないと思うわけでありますけれども、財政

出動にかけるこの覚悟があるかどうか、この湊橋のか

けかえについて、お聞かせを願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  湊橋のかけかえでありますけ

れども、これにつきましては、実は河川堤防のかさ上

げが県の事業においてなされるということが決定をし

ているわけであります、その方針が。 

 この河川堤防かさ上げに伴って、今の湊橋を上げな

ければならないという状況が発生するということにな

ります。そうすると、原因者であるその県において、

このかさ上げを行うということになります。 

 そういった意味において、久慈市の直接的な負担は、

その場であれば生じないことになります。多少の出入

りはあるかもしれません。ということをまずご理解を

いただきたいと思っております。 

 ただ、同時に、橋を上げますと、どうしても取りつ

け部分を十分に考慮しなければならないということで、

街路事業等との整合を保つということになりますし、

もし、その街路事業で一部を進めるとなれば、これは、

今度は久慈市の財源を確保しなければならない、こう

いった関係になります。 

 同時にまた、先ほど答弁で申し上げたんですが、橋

を現況のままかさ上げをするということになりますと、

幅員がまことに狭小であります。したがって、道路機

能としては非常に劣った状況でかさ上げということに

なりますから、できるものなれば拡幅をしたいという

ことになります。 

 ただ、そうなりますと、拡幅するという原因者は久

慈市になります。したがって、橋脚を広げるという作

業について、その一部分については久慈市が負担をす

るということになるわけであります。 

 そういったさまざまな財源をどう確保していくかと

いうことが、この橋一つとりましても大変に重要なこ

とであると思っております。 

 スロープの問題、ドームの問題、私自身もいろいろ

な思いがあって進めてまいりたいと思っておりますが、

それを実現するために、実は財源を確保するというこ

とに全力を傾注していかなければならない、この点に

ついてはご理解をいただきたいし、また、そのための

努力も充分に行っていることをご理解いただきたいと

考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  市長の説明、そのとおりであ

ります。 

 私は、とにかく今回のこの、今ここに絞りましたけ

れども、要するに復旧というのは県がきちっとすると

いうことなんです。それは、今の橋を、かさ上げと同

時に上に上げて、今言うお話しのとおり、街路の取り

つけのほうとの協議です。 

 でも、今、市長が話したとおり、拡幅、歩道橋とい

うことになると、市にも財源が求められるというのを

聞いております。私は、そのときに、市としては財源

を出動する思いをお持ちなら、ぜひ復興橋にしていた

だきたい。これを強く私は思っておりまして、市長の、

その財源出動の覚悟を聞いたわけなんです。もう一度

お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  まずは、県と十分に協議を重

ねながら、財源確保をされるように全力を傾注してま

いりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  時間がないので、市の職員人

事であります。 

 私は定年延長を反対しているわけではないんです。

公務員の制度改革法案でも、私は、前に聞いていたの

は、一般職の定年の延長が徐々にあるんだと聞いてあ

った。ところが、つい最近はそのトーンが下がって、

いわば再雇用という仕組みをしようというふうな形に

聞いているんです。 

 私は、例えば大湊さんが、名指しでごめんなさいな

んだけれども、定年延長したわけ。でも、本来であれ

ば、定年をすると、そこで退職金をもらえるんだよね。

ところが延長だから、多分退職金も延長されているん

ではないかと思う。 
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 もしここで事故があったら、部長に何らかの事故が

あって、非がある事故があってぱあになる可能性があ

る、退職金が。私はそういうことも含めて、実は、単

に延長をすればいいということではなくて、万一のこ

とを考慮しながら延長というのは十分考えるべきだ。 

 そういう意味で、安全性を考えると、実は再雇用の

ほうがいいのかなという、実は観点も私は持っている

んです。それについていかがでしょう。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  退職金とか年金等の話で

ございました。いずれ今回の場合の勤務延長、再雇用

といいますか、勤務延長なり定年延長なんですけれど

も、この場合において、それで、例えば今ここで該当

者が事故に遭ったとしても、その退職金がぱあになる

とか、そういうことはございません。 

 いずれにしろ、もちろん退職金の限度額がございま

す。それを超えた分については、それで変わるもので

はございませんけれども、いずれ事故があったことに

よってどうのこうのというのは、そのマイナス的なも

のは想定しておりませんし、いわゆる瑕疵があるとか

なんとかそういうことは想定しておりませんし、いず

れこのことによって本人の待遇に不利が生じるとか、

そういうことは想定していないものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  濱欠議員に関連して何点か質

問をさせていただきます。 

 質問に入る前に当たりまして、星副市長さんにおか

れましては、住みなれないこの久慈市にようこそおい

でいただきまして、心からお迎えをしたいと思います。

中央で鍛えられた知識と経験を惜しみなく私たちにご

指導賜りますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、復興と地域経済についてお尋ねをいたし

ます。 

 私は、これまで再三被災者の皆様方に対しては、人

間生きるための三要素、衣食住、これをなくして復興

も復旧も安心できないんだと、そういう意味から、そ

の根拠たり得る思いを申し上げてご理解を賜りたい。 

 東日本大震災の復旧・復興に当たり、当局の皆様方

には日々のご苦労に対し、心より厚く御礼申し上げま

す。今日まで幾つものグランドデザインの提案が出さ

れた中で、とりわけ日本学術会の提言を申し上げたい。 

 提言では、復興と７つの原則の中で、日本国憲法の

保証する生存権の確立が示されている。そして、我が

岩手県はくしくも同じことが基本方針として４月11日

に出ているようである。 

 一つは、被災者の人間らしい暮らし・学び・仕事を

保障し、一人ひとりの幸福追求権を保障するとあるよ

うだが、復興計画になると、高速道路中心の大規模公

共事業がトップに掲げられ、最初に掲げた崇高な理念

的方針と必ずしも合致していないとの見方もあり、東

日本大震災復興構想会議には被災者という言葉をほと

んど使わない。 

 復興の青写真を乱発し、それを受け成立した復興基

本法は、単なる復旧にとどまらない活力ある日本を叫

ぶ日本経済連は推進する第一歩として、農林水産省の

事業資産の権利の調整を強調している。 

 事業資産の権利調整とは、小さい農業家や水産加工

業者は、もう仕事はやらなくて結構です。大規模効率

的な企業的事業主体に明け渡しなさいということにほ

かならない。 

 こうしてつくられる活力ある日本は、中央大資本の

活力であって、地域の活力ではないとの議論もあり、

このような取り組み方を災害資本主義とも言うようで

あるが、当市としてもこのことは無縁ではないわけで、

特にも被災された方々で健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を保障することに尽きると思うが、被災

された方々の住宅の復旧に対して、具体的にはいかな

る取り組みをされているのか、その状況をお尋ねをい

たします。 

 次に、歴史と文化を主体とする復興について先ほど

お話をいただきました。もともと東北は資本主義以前

から後進地域であったわけではなく、結論的に申せば、

日本資本主義が一国として産業革命を果たす時代に、

東北は後進地域化していったとされております。 

 東北には大正期からたびたび冷害凶作に襲われ、さ

らに昭和６年と34年の昭和三陸大津波に襲われ、昭和

恐慌によって疲弊した経緯にかんがみると、今般の東

日本大震災の復旧・復興のあり方、先ほど申し上げた

一握りの大資本の活力の始まりを危惧するのは私だけ

であろうか。 

 そこで、申し上げたい。地域の主体を盛り込んだ復

興論ではならないとする人たちの意見によると、被災

者、被災地は、地域に根差し、地域に生きてきた存在
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だ。それゆえ歴史と文化を抜きにして復興はなく、誤

った復興論は誤った未来を拡大再生産するという考え

方から当市を見たとき、数ある歴史の中でだれもが望

み、だれもが認め、だれもが知っている歴史的存在と

いいます、とあったとされる久慈城と思えてならんわ

けであります。 

 歴史と文化を復興につなげていく上でも、久慈城再

建に向けた環境整備は避けて通れないと思うわけであ

ります。そんな折、一理の光がまばゆく差し込んでき

たことに心より敬意を表したいと思います。 

 市長を初め、当局の皆様方のご尽力により、ＮＨＫ

朝のドラマの「あまちゃん」放送決定になったものと

理解するわけですが、「あまちゃん」放送の中に、ど

れだけ久慈城に触れてもらえるか、また、必ず触れて

もらわなければなりません。 

 そうなると、今の久慈城跡周辺は、お世辞にも胸を

張れた状況と思えませんので、緊急に周辺の環境整備

が必要と思いますが、いかなる状況をとらえているか

お尋ねをいたします。 

 「あまちゃん」放送終了まで少し時間があるわけで

すので、歴史小説「天を衝く」ＮＨＫ大河ドラマ化に

向けた関係機関への採択に向けた強力な誘致の働きが

けは、市当局にまさる手段はないものと思いますので、

力強く要求していただきますよう重ねてお願いを申し

上げます。 

 次に、放射能汚染について、るるお答えをいただき

ました。福島第一原発に伴い、放射性物質の国の基準

を超えた県内牧草地にかかわる農家の方は、大変な思

いをしておるわけでございますが、午前中の答弁によ

りますと、飼料については十分間に合っている。確か

に飼料は、私は間に合っていると思いますが、問題は

お金であります。 

 何の責任もないところが突如として、そういう不遇

な状況にあったとき、それもその農家の方が個人で負

担をしていかなければならない状況は、政治の判断で

もって軽減措置を図っていかなければ、私はならない

と思えてなりません。それに対する取り組み方をどの

ように検討されているかお尋ねをいたします。 

 また、私は３月定例会におきまして、市内全域の水

源地、魚介類、畑、田、山林、採石場、河川等、放射

能汚染状況を知るために、定期的に調査すべきことを

申し上げた経緯がございます。 

 私は、この厳然たる動かしがたい事実の積み重ねの

データを所持していなければ、将来的に国であり東電

に対する補償要求をする根拠が成り立たないと思えて

なりません。 

 現にチェルノブイリでは、当時の子供たちが今30代

から40代となって、これからが、がんの発生が出てく

ると危惧されておるわけでございます。 

 当市だって、その状況には変わらないことを認識し

なければならないと申し上げたいと思います。 

 なぜかと申し上げるならば、これは六ヶ所村に原子

力核施設を出た時に、東大の学者がつくったグラフで

ございます。これがひとたび今回のような爆発が六ヶ

所村が出れば、イタリアやフランスやヨーロッパまで

放射能が拡散することを記されてございます。 

 今回の福島の原発の拡散状況は、これと何ら変わり

はないものと私は思えてなりません。 

 したがいまして、放射能に対する危機感を持って、

市民を守るための根拠づくりを綿密にこれからやって

いかなければならないということにご理解を賜り、そ

の認識をお知らせいただきたいと思います。 

 それから、平庭、通称二又線のトンネルの関係につ

いては、先ほど濱欠議員がおっしゃったことに尽きる

わけでございますが。 

 問題は、県の地方主要道という大変な立派な名前を

いただいている道路が、冬期間は毎年通行どめである

という状況はいまだに変わりませんので、これを改善

していかなければならないという意味から、そういう

要求をさせていただいているところでございますので、

このことに対しても地方主要道というのがいつまでも、

冬期間といえども通行どめであっていいはずはないと

思いますので、その点についてもご所見を賜りたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊復興推進担当部長。 

○復興推進担当部長（大湊清信君）  私のほうからは、

最初にご質問いただきました被災者の住宅の関係の集

団移転のところでご答弁申し上げたいと思います。 

 現在、私どものほうでとらえておりますのは、予定

しております集団移転は４カ所ございまして、対象者、

今現在のところ私どもで把握しているのは34戸の方々

の集団移転をしたいというふうに考えております。 

 このうちの15戸については災害公営住宅、市営住宅

でございますが、そちらで対応するということで今現
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在作業を進めているところでございます。 

 被災された方々につきましては、６月25日から29日

までの間の４日間で、４地区で最終的なご意志の確認

をして、具体的な移転先の造成に入りたい。造成とい

うか、買収に入って造成に入っていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 なお、移転先の地権者の皆様の件につきましては、

ある程度合意を得ているというところで、そちらのほ

うについてもこの時期に規模に見合った買収内容を確

認して、契約書の取り交わしをしてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私からは、３番目にご質

問がありました放射能から市民を守るというふうな心

構えといいますか、その辺のものについてお答えした

いと思います。 

 いずれにしろ放射能については私ども専門的な知識

は有しておりませんけれども、今回の３・11にかかわ

りまして、一番記録の保存、記録の整理が大事だとい

うふうに考えております。 

 したがいまして、私どものほうでは、いずれあらゆ

るデータ記録、これをいかにして記憶しておくか、そ

れをまず第一に編集作業を進めておいて、今、中間的

な報告書等も作成したところでございます。 

 いずれこれからの、今、議員もお示しいただきまし

たけれども、いろいろなデータ、それらを整理・研究

しながら、市民に対してどのように啓蒙していったら

いいか、どのような方策がとれるか、それは続けて研

究してまいりたいと、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  砂子健康福祉部長。 

○健康福祉部長（砂子勇君）  私からは、先ほど復興

推進担当部長からご答弁申し上げましたのに関連いた

しまして、それ以外の被災者への生活支援のことにつ

いてご答弁申し上げます。 

 被災者生活支援の基礎支援金という制度をもちまし

て、全壊世帯、あるいは半壊の解体世帯等に対しまし

て、支援金100万円、あるいは大規模半壊世帯等につ

きましては50万円というような、こういった支援策等

も講じております。 

 また、これとあわせまして、この加算支援金といた

しまして、住宅を建設、あるいは購入する場合は200

万円の支援というような制度もございます。 

 また、今議会の補正予算に提案申し上げております

けども、この住宅建設購入に際しまして、被災者住宅

再建支援事業といたしまして、さらに100万円を追加

支援する支援策を講じる予定としているところでござ

います。 

 また、これに加えまして、日赤、あるいは共同募金

会、あるいは市等に寄せられました義捐金の配分、ま

た、災害援護資金の貸付等々を通じまして、被災者へ

の支援に努めているところでございまして、今後とも

継続して取り組んでまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居総合政策部長。 

○総合政策部長（中居正剛君）  私からは、歴史小説

「天を衝く」のＮＨＫ大河ドラマ化についてのご質問

にお答えいたします。 

 九戸政実が主人公である歴史小説「天を衝く」を評

価する人は数多くいるとは認識しておりますが、現状

におきまして、この地方全体を巻き込んだ機運の盛り

上がりまでには、残念ながら至っていないと考えてい

るところでございます。 

 まずは、砂川議員のご提言の趣旨を踏まえまして、

機会をとらえて関係機関等との情報交換を行ってまい

りたいと考えておりますので、ご了承願います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  牧草の代がえ肥料の負

担のことについてお答えを申し上げます。 

 これは、生産者が負担するものではなくて、とりあ

えず農協が立てかえ、そして、そのお金を東京電力に

請求して補てんする、そのようなスキームになってご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、歴史と文

化を主体とする復興についての中の朝の連続テレビ小

説「あまちゃん」の関係についての部分については私

のほうからご答弁申し上げます。 

 放送の中で久慈城に触れてもらうべきとのご質問で

ありました。さきの小栁議員にも市長よりご答弁を申

し上げたところでありますが、三陸沿岸で活躍する女
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性をテーマにということで、脚本家であります宮藤官

九郎氏の意向も踏まえて、作品の海女をメインとした

テレビ小説にと聞いております。 

 ご質問の趣旨につきましては、機会があればお話を

してみたいと、このように思っておりますので、ご理

解をいただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  「あまちゃん」の放送に

かかわって、久慈城の環境整備についてお答えしたい

と思いますが、「あまちゃん」の放送がドラマ化にな

ったことに限らず、久慈城の環境整備については教育

委員会といたしましても常日ごろからその必要性につ

いては議員と同じ考えでございまして、ぜひともこの

環境整備をしたいと考えておるところでございますが。 

 これまでの議会でも答弁しておりますとおり、用地

内に一番中心の部分が筆界未定地というふうなことと、

それから、その所有者とこちらとの価格が折り合わな

いという大きな問題を抱えているところでございまし

て、今後ともその価格については努力はしてみたいと

思いますが、なかなか現在は困難である状況というこ

とでございまして。 

 現在は毎年草刈りはしておりまして、見学には何と

か耐えれるような状況にはしてございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  私のほうからは、県道野

田山形線の合戦場から平庭の頂上に向かう道路の件で

ございます。 

 この路線について、いずれ冬期間交通どめになって

いるということについては重々認識してございます。 

 これまでも、先ほど市長のほうからご答弁申し上げ

ましたように、いずれ県のほうに対しまして、この重

点要望として今までもやってきてございますし、これ

からも引き続きまして、これについてもそれなりに対

応してまいりたいと、このように思ってございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  時間が余りなくなったので、

簡潔にしか申し上げられないんですが、なぜこの「天

を衝く」のドラマ化にこだわるかという部分を簡単に

申し上げたいと思います。 

 八戸から仙台まで高規格道路が10年間で完成予定だ

ということが決まったと、そうしたときに、私はこの

ドラマ化を視聴する先は、10年、20年後の先を想定し

ているつもりでございます。 

 この道路ができることによって、多くの人たちがこ

の沿岸線を北上南下するわけでございます。 

 そのときに久慈市におりなければならない必然性、

必要性というものは、歴史と文化を重んじたまちづく

りをしていないところに私は心を動かすものが出てこ

ない。たまたま腹が減ったからちょっと久慈におりて

みようか程度ぐらいが関の山だと思う、はっきり言っ

て。 

 ですから、今からこれを一生懸命やって、ＮＨＫの

大河ドラマ化にさせることができるとするならば、当

地にこの久慈城というものは、持っておるインパクト

というものによって、いろんな人たちがこの久慈に訪

れやすい状況が生まれてくることを想定すれば、私は、

これは譲ることができない重要な問題だというふうに

とらえてございますので、その決意を教育委員会はし

っかりと共有認識ができたらと思いますので、簡単に

お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  久慈城についての認識につ

いては、これまでの議会でも何度か申し上げてまいっ

たわけでございますが、久慈の歴史を語る上で非常に

重要な位置づけがあるということについては、そのと

おりでございます。 

 ただ、現実は相当この周辺環境は厳しいものがござ

います。そういったところをいずれ何とか整備が進め

られるように、今後とも鋭意努力してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  「天を衝く」大河ドラマと

いうことですけども、いずれ市長等からも答弁申し上

げておりますが、政実についても九戸インター出入り

口に大きな九戸政実生誕の地という広告塔が建ってい

ますし、二戸市は二戸市で居城があるわけなんで、や

っぱり二戸市、あるいは九戸村等と十分に協議をする。 

 できれば二戸市、九戸村のほうが率先して手を挙げ

て、さあ久慈市どうだというふうなことで進むのであ

れば、このいわゆる生誕の地、居城があったというこ

とからスムーズにいくのかなというふうにも思ってい
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ますし、そこら辺は二戸市、九戸村等とも話はしてみ

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  それでは、政和会代表濱欠明

宏議員の質問に関連して質問いたします。 

 順不同といいますか、私にとっての重要度、緊急性

のある順に質問をしていきたいと思います。 

 １点目、首長の多選についてということで、15年の

時からの公約ということでずっときているわけですが、

最近、他市の例等を見ますと、石川県の白山市という

所がありますが、平成11年、昨年の３月に白山市長の

在任期間に関する条例を制定して、在任期間の上限を

３期12年ということにして、違反に対する罰則はなし

というような条例を設けているようであります。 

 そのほか全国でいきますと15自治体がこの多選自粛

条例を制定しているとのことであります。 

 そこで、そろそろ条例を制定してもいいのかなとい

う時期に来ているかと思いますが、先ほどの答弁で、

市長から３期、あるいは４期の話がありましたが、条

例を提案する上では何期を上限と考えているのか、ま

ずお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  先ほど答弁したとおりであり

まして、種々検討をしていると、こういう段階であり

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  市長も今任期もあと残り１年

と９カ月ぐらいかと思いますが、今任期中の多選自粛

条例の提案はあるのかどうかお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  そのようなことについても今

検討をしているということでありまして、先ほど申し

上げればよかったんでありますけれども、多選禁止条

例、これはご承知のとおり憲法上の疑義があるという

意見もあることから、だったらば技術規定としての自

粛条例はどうかと、こういったことで私なりに整理は

しております。 

 そのほかにもさまざまなご議論があるわけでありま

して、むしろ小倉議員は、多選は何ちゅうことはない

のだと、その都度その都度任期があって、４年ごとに、

いわゆる選挙を経るんだから構わんのじゃないかと、

こういった議論も一方ではあるわけであります。小倉

議員はたしかその立場であったと思うんですが。 

 ですから、いろんな議論がある中で、私なりに国民

の一般的な判断は３期、もしくは長くても４期であろ

う、この辺が妥当な線であるかなというところを考え

ていることであります。 

 いずれ制定の時期、提案の時期等々についても十分

に検討を重ねてまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そういうことで、３期か４期

ということで、もし今任期中に提案できない、あるい

は４期目に提案ということになれば、最後で、次の市

長のための条例のようになりますので、ひとつ要望で

すが、できるだけ早く提案していただきたいと、この

ように思っております。 

 次に、国体についてお伺いしますが、実は、５月25

日に８市町村の軟式野球競技の会場地と予定されてい

る野球協会の関係者が盛岡市に集まりまして、情報交

換しております。 

 私も出席しておりますが、その際の課題として、久

慈市がメイン会場で大丈夫かというような話、それは

野球場のことなわけですが、そういう話もあったり、

あるいは８市町村でのこの情報共有が余りなされてい

ないというような各協会から指摘がありました。 

 そこで、質問に入りますが、まず初めに、私は新し

い野球場を早く国体に向けてつくるべきだという考え

での質問になりますが、急であれですが、建設部長か

ら下水道の処理場の目的外使用の期限を確認したいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  下水道の今の用地の期限

ということで、来年が国土交通省のほうとの期限とな

って、その後においてまた更新があれば更新というふ

うな考え方の中で今進んでおるものと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  今の答弁では変わったかなと

いう気がしますが、国体前後にも、その以降は使えな

いというような答弁をしたような気がしておりますが、

その辺は、どなたでもよろしいですが、確認したいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  今、私のほうでお話した
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のは、５年ごとの更新というふうな話の中で、来年が

たしか更新時期だったというふうに認識しておりまし

たが、国体に対しての部分については、今、その更新

すると、その部分であれば大丈夫だという、更新にな

れば使用できるということで話したことでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  それであれば長くても国体ま

でというような話になるわけで、やはり野球場をつく

るべきだというのがありますし。 

 さらに、また建設部長にお伺いするのは、今、下水

道処理場をつくっていると、工事中であるということ

で、球場のライト側の工事で、土が大分盛らさって駐

車場にはできない状況にあると、あれは将来もあのま

まいくのか、あるいは土をとったとしても、将来駐車

場で使えるか使えないかというのをお伺いしたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  今の計画、今、オキシ

デーションディッチ用の工事を実施してございます。

ライト側については、最終的にディッチができて完成

した状態であれば、センターの方向に車は入れるよう

な状態にはなります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  すると何台ぐらいの駐車可能

かというのは、わかったら教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  センター方向での駐車場、

あるいは１塁側というふうなことであると思うんです

が、今その正確な数字は今の所とらえてございません

ので、ご理解願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  多分50台から70台ぐらいかな

と思うわけですが、今後の話になりますと、実は、今

度７月に市長杯の少年野球大会があって、これはずっ

と恒例で、開会式も盛大にやってきたわけですが。 

 この開会式、駐車場がなくて、下水道の管理施設の

ほうの駐車場を借りたとしても入らないというような

ことで、開会式だけは中止にするかというような話に

なっているようでありまして、やっぱりこの野球場と

駐車場の問題は大きな問題になってくるなということ

でありまして、国体も当然そのとおりということであ

りますし。 

 また、目的外使用ということで、最近、あそこにコ

カコーラなりの飲料水の自動販売機がありましたが、

目的外使用ということで、設置できないということで

今はなくなっているということは、大会の選手、ある

いは観衆が水分補給で大変困っているという状況にあ

ります。その辺。 

 あるいは、先日、県大会のマスターズ野球、40歳以

上の野球の県大会をやったわけですが、その際にもグ

ラウンドが余りよくないなという指摘が県内のチーム

から、終わってから届いているという状況にあります

ので、その辺考えれば、野球場のメイン会場としては

どうかなということを考えておりますが。 

 先ほど言いました県内の野球協会の関係者が集まっ

た後に、岩手県の会長、駒井さんという方ですが、心

配になって、市長にお会いに来たというような話を伺

っておりますが。 

 その際、市長はメイン会場を引き受けるというよう

なことでいいかという確認したのに対して、メイン会

場でやっていきますからという返事をしたということ

ですが、その辺を確認させてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  詳細なやりとりについては、

確たる言葉で今申し上げることはできないのでありま

すが、たしか駒井会長から、久慈市がメイン会場を引

き受けるつもりかどうかと、たしかそういった趣旨で

来られました。 

 私は、逆にあっけにとられまして、なぜそのような

質問がなされるのか不思議でなりませんでした。 

 既に中央のあれは、視察団というんですか、そうい

った方々もおみえになって、現野球場でもってスコア

ボード等の改修等々があれば、これはメイン会場とし

てできるという判断をたしかいただいておったと思う

わけであります。 

 であればこそ、駒井会長のそういった発言がなぜ出

されるのか、野球協会の中において何が話し合われて

いるのか全く不思議な感覚にとらわれました。それが

駒井会長と会った時の印象であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉議員に申し上げますが、

コカコーラの販売機とグラウンドのよくないという答

弁はいいですか。 

宇部教育次長。 
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○教育次長（宇部辰喜君）  コカコーラの自販機の件

につきましては、議員おっしゃられたとおり目的外使

用ということで、これについては強く指導を受けてま

いりましたので、それについては指導のとおり撤去し

たという経緯がございます。 

 それで、グラウンドの整備についてのご質問につき

ましては、これにつきましては、環境整備については

委託している部分もありますし、あるいは使っている

方々にも整備をお願いしている部分もございますので、

今後とも整備については万全を期していきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  野球場についての整備につい

ては、私もいい球場だなと思ってはいるわけですが、

他から来るそういう全国大会なり県大会を経験した選

手はそう見ているのかなというようなことで心配した

という状況でございますが。 

 今度は、市長が先ほど言いました、何で駒井会長が

来たのかというのは、やはり各協会の情報交換の中で

そういう話が多くなって、久慈市大丈夫かという話が

結構ありましたので、その関係かと思っておりますが。 

 さらに、野球競技、この８市町村で開催ということ

で今、協調、あるいは連携が必要なわけですが、その

辺がどうも現時点では怪しいなということがありまし

た。 

 そこで、最近釜石で岩手国体の開催、そしてまた、

その後にラグビーワールド杯の誘致をするということ

で、３人体制の誘致の推進室をつくった。国体とラグ

ビーの誘致のための推進室を７月１日に設置するとい

う話でありますが。 

 久慈市でも早く野球と国体２つの競技ということに

なりますので、早めに国体準備室等を設置すべきだと

いうふうに考えておりますが、お考えをお伺いしたい

と思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいまの準備室の件に

つきましては、現在設置していないところでございま

すが、県でも25年度を目標に実行委員会を組織すると

お伺いしておりますので、県の指導をいただきながら

早期に準備室、名称はどういうふうになるかわかりま

せんが、内部の組織を立ち上げていきたいと、このよ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  先ほど濱欠議員からもありま

したが、ドームということで、市長は要望は余り、断

念というような話もありましたが、私は前にも質問し

ておりましたが、西武球場に行った経験がありまして、

あそこは、まずは屋根を、今はドーム球場なわけです

が、ドームをつくらないで、谷のような所に球場をつ

くって、その後に、何年後かにドームをかけて今の

ドーム球場があるというような状況ですので。 

 野球場は早めにつくって市で担当、屋根については

県で担当というのも一つのアイデアかと思いますので、

その辺の考え方、今後持ってもらえるかどうかお伺い、

その案の中の一つに入れてもらえるかどうかお伺いし

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場の建設の件について

でございますが、現在、今の野球場の状況が先ほどお

話しいただいているような状況でございますから、移

転して新たに設けたいというお話しているわけでござ

いますが。 

 まずは、ドーム型は、これは相当に財源上困難も伴

うものですから、まずは、いずれ場所を移転しての新

しい球場づくりに鋭意努力してまいりたい、全力を尽

くしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  しつこいようでありますが、

野球場をつくる場合の用地買収から野球場完成までの

年数を何年を見ているかお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  おおむねでございますが、

３年程度というふうに見込んでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  ３年であれば安心しましたが、

努力をしていただきたいと、このように思っておりま

した。ほかの市町村にも心配されないように何とか運

営したいものだと、このように思っております。 

 もう一つ、歴史と文化の関係で、先ほど下舘部長が

「あまちゃん」のドラマに久慈城の関係をという話も

ありましたが、それは特に脚本家が考えるあれですが、
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実は、小袖に当時、九戸政実の乱に参戦した武士がい

たわけです。小袖弥七郎という人がいたようですが。 

 その辺も関係ありますので、ひとつ情報交換の場が

あったら、その辺もやってもらえば、その政実の精神

なり県北の、あるいはこの陸奥の精神が海女にも伝わ

っているというようなドラマになれば、またこれもひ

とついいのかなという気がしますが、その辺をみなが

らやってほしいわけですが。 

 私は、その歴史的なことも去ることながら、放送が

来年の４月からでしたか、１年ぐらいやって、その翌

年が、テレビドラマを見た人が観光客が来ると、ある

いは次の翌年は国体になるというような状況で、観光

客がいっぱい来るかと思うんですが。 

 その際に、やはりまちの美観景観を生かしたまちづ

くりを進めるべきだと、このように思っておりますが、

その辺を主として検討しているのかどうかをまずお伺

いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  いわゆる放送後の観

光誘客であったり、そういったときに受入側としての

まちづくり、景観づくりという部分に考えているか、

取り組んでいかないのかと、こういうご質問だと思い

ます。 

 いずれ中活の計画の中でもお答えをしてありますけ

れども、中心市街地も含め、そういう施設整備、ある

いは景観整備も含めて、まちを活性化すべく、また、

おいでいただいた方々にきれいなまちであるなという

ような印象を持っていただけることはとても大事なこ

とだと思っておりますので、そういった部分を中活の

中でもひとつ検討はしてみたいと思いますし。 

 また、当然行政のみがそれをしていけばいいという

ことではなくて、市民全員がそういう思いを持って、

これが放送されることによって多くの方々がおいでい

ただけるんだ、来るんだ、来てもらったときにいい印

象を与えよう、いい受け入れをしようというような気

がい、そういったものを持っていただけるような、 

そういった形で、いわゆるこれから推進協議会なるも

のか、あるいは実行委員会になるものか、いろんな、

ホテル関係であれ、タクシー業界であれ、商店会であ

れ、いろんな人たちを巻き込んだ形で受入態勢なり、

そういったものの実行委員会、組織的なものをつくっ

ていければと今現在考えているところであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  実は、私も30年前に商工観光

課職員として、当時、その前にはラジオドラマで北限

の海女もやったようでありますし、その後に、やはり

海女を観光の目玉にということで、海女遊歩道を、あ

るいは海女センターをつくった担当者でございました

が。 

 そういう意味からもぜひこの好機を観光に生かして

いただくために、今後とも観光行政どんどん進めてい

ってもらえればという思いを述べまして、質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  濱欠議員の質問に関連いたし

まして何点かお尋ねしたいと思います。 

 まず最初に、番号順にいきますか、３番、職員人事

のところで、③の答弁書を聞き違っていなければ、い

ずれ６人体制なんだと、議会は。現実はご存じのとお

り１名おらないわけです。 

 この辺は、制度上なり、事例のあれでは６名になっ

ているかもしれませんが、制度上、こういうふうな状

況というのは、どういうふうな扱い方になるのか説明

を求めたいと思います。現場はいずれ５名しかおらな

いと。 

 期間なり制度なり、こういう扱いというのは、現場

の５名の中で６名分を職務分掌表に分けているのか、

制度上のことをまずお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  職員定数につきましては、

ご存じのとおり条例定数、予算定数あるわけですけれ

ども、いずれ条例に伴いまして、部に対して定数を配

分すると、これは条例で、そのとおりでございます。 

 そして、その後、規則等で当然変わった分もあるわ

けですが、議会につきましては、定数条例の６名配置

しているものでございます。 

 そして、どこの部署においてもそうなんですけれど

も、それは、職員が例えば長期研修とか、いろんな服

務上の都合があるわけです。その間においていろんな、

たまたま今は空席であるとか、そういうふうなものも

当然想定されるわけですけれども、現時点においては

職専免の扱いで、そこに定数、席がありながら職専免

の扱いと、そういうふうに解しております。 

 以上です。 
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○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  制度上はわかりました。現場

は大変かと思います。ひとつ、何かいい制度があった

り、補給する仕組みがあったら考えていただきたいと

要望しておきます。 

 それから、５番のところの復興交付金事業のかかわ

りの中の③のところでございます。 

 これは、窓口は復興事業がかかわっているところで

ございますが、いい意味で２回目にこの圃場事業がこ

の事業に参入といいますか、認められる、配分が決ま

ったということについては大変ご苦労をされたり、要

望したり、運動していただいた成果だというふうにあ

りがたく考えるところであります。 

 そこで、実務のほうの部署にもかかわるわけですが、

私どもは現場のほうで推進協をやりながら進めており

ますが、おおむね100ヘクタールということで動き出

してあったわけですが、詰まって詰まっていく中で、

先ほどは89ヘクタール、その中で53ヘクタール認めら

れたと。 

 この辺、ひとつ、市町村、野田村と久慈市がまたが

っておる事業であるということは前から申してきまし

た。計画自体そのものは県での計画を進めると、この

辺あたりを、89ヘクタールと53の分をいろいろ説明、

非公式な話は伺っていますけれども。 

 行政間なり上部組織、下部組織、連携組織でひとつ

共有認識を持ちながら、よりよい事業推進が図られる

ように進めていただきたいなというふうに思うわけで

ありますけれども、現場を担当する部署のほうには、

現状によって県のほうからどのような説明がなされて

いるのか、受けていたらお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  このたび宇部川地区圃

場整備、交付金事業に採択になったと、そのような通

知を県のほうから受けたということを伺ってございま

した。 

 それで、受益面積の件に絞ってお答えを申し上げま

すけども、当初えがいた構想というのは、これはあく

までも調査に入る前の受益面積ですけども、図面上で

くくった面積が約100ヘクタール、それで久慈市は70

ヘクタール、野田村30ヘクタールという覚えやすい数

字でございました。 

 それで、現実に県が復興交付金事業に手を挙げたの

は、これで２回目でございます。第１回目の交付金事

業に手を挙げ、そして、今回の交付金事業に手を挙げ

て53ヘクタールが認められたということになります。 

 その際に、22年からこの圃場整備の調査を行ってき

ておりまして、25年度工事着手に向けて本格的な実施

設計ではありませんが、制度の高い調査設計が進んで

ございます。 

 その中において、結果的に受益面積が89ヘクタール

になったということで、交付金事業の採択に向けてく

くった受益面積ではないことだけはご理解願いたいと

存じます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ありがとうございました。 

 現場を推進する組織とすれば、いずれこの事業に該

当しようがしまいが、すべての受益農家にうまく事が

運ばれるような野田村さんなり県と協議していただく

ように要望しておきます。 

 次に、６番、市庁舎のことですが、避難施設につい

て充実を図ってまいりたいと、こういうふうなことで

ございますが、改めて話しするのもおかしいわけです

が、震災以降、私の記憶だと地震がない月がなかった

のではないかと思うんです。 

 こういうふうなことで、いつ来るかわからない、そ

して、震災を受けたいわゆる本丸の自治体が被災した

悲惨な状況というのは機能不全にかかったと、こうい

う事実があるわけです。 

 そして、復興庁があって、その復興・復旧に優先順

位があるかもしれませんが、３・11の場合はたまたま

震源地が久慈市から見れば、遠い所で難を逃れた部分

があるわけであります。この辺について中長期的にこ

の復興庁なり復興事業の中で、中長期の計画の中でぜ

ひ折り込むべきだと思うんであります。この辺の考え

方をお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  今回の市庁舎、これは、

機能の保全については我々も非常に重要だと思ってお

ります。当然のことでございますが、それで、濱欠議

員もご指摘のとおり、すべては財源、この有利な財源

なり、それについてはいろいろ私らは頭をひねってい

かなきゃいけないと。 

 そういうことで、今、議員さんのほうからご提案の
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ありました交付金事業、これについても一応内々には

研究はしております。 

 しかしながら、これまでご答弁申し上げてきている

とおり、今、復興庁のほうといいますか、国のほうは、

復旧、なりわいの再編、被災者の立場に立ってという

ことにまず重点を置いております。 

 それで、私らはそれを待ってられないということで、

いずれ、今般補正予算でご提案申し上げておりますけ

れども、まず、市庁舎、これについて耐震診断を行い

ませんと何もできません。補強も何も手をつけられま

せんので、いずれこれについてはまず先行して進めま

しょうと、そういうふうな格好で。 

 それから、あと財源については、いわゆる交付金事

業でなくても、例えば被災事業とか、いろいろ検討を

しております。いずれにしろ本部の機能保全、これに

ついては優先課題の一つとして全力を尽くしてまいり

たいと、そのように考えています。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ぜひ頭の中に置きながら、市

民に、地域住民のなりわいを考え、復興・復旧を考え

ながら、忘れられない大きな一つの本丸の政策だと思

いますので、通告の内容の提言とさせていただきます。 

 それから、17番、国の内閣府のモデル的事業として

評価されているという答弁をいただきました。当時を

考えますとけんけんがくがく議論があって、あそこで

はいい悪い、いろいろなことを思い起こしますと、現

場の者、あるいは推進される行政の立場の者、努力が

報いられたんだなというふうな思いがあります。 

 ２期の計画構想があるということですが、ぜひ、私

も駅前も何回も提言してきましたが、この次に計画す

る第２弾の構想の中には、点というところから面的な

広がりを、設置した場所がにぎわうんではなく、さら

に、既存の商店街なり疲弊する商店街なりに広がりが

出る拠点と拠点がつながるような構想なり視点という

のが大事かと思うんでありますが、その辺の考え方を

どのように持っておられるのかお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  今、議員のほうから

お話しありましたとおりで、現在、１期で整備された

いわゆる土風館を含めた市街地の設備とか、いろんな

ものを実施してきたわけでありますけれども、いわゆ

るこれが中心市街地の活性化になることが第一目的で

あります。 

 したがって、回遊性を高めるであったりとか、定住

人口の増加であったりとか、そういうことによって市

内の商店街なり、そういったものが活性化していくと

いうことになろうかと思います。 

 したがいまして、そういう意味からすれば、当然な

がら今整備された以外のところも含め、前段、議員か

らもご質問ありましたけれども、駅前等々も含めなが

ら、どういう形でつくっていけばいいのか、その辺に

つきましては市長からもご答弁申し上げましたけれど

も。 

 商店会の皆さんであったり、推進協議会であったり、

いろんな方々がまだおいでになりますので、そういっ

たところに意見等も徴しながら、これからの計画に盛

り込んでいって、今、議員からご指摘のあったような

面的な部分での活用、活性化がなされるように取り組

んでいければと、このように考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、本日の議事日程終

了まで開示時間を延長いたします。 

 23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ぜひ、モデルと評された名に

恥じない第２弾の計画をご期待申し上げます。 

 次に、19番、説明いただいたところ、前進したやり

とりがあったなと思いましたが、ああそうですかとい

うふうなことで、この地元の者としては、それにかわ

る道路をということで納得するわけにいかない部分が

あるわけですが。 

 それは、現場を見ればわかるんですが、野田村さん

ときちっと協議して物を申しながら、おりるならおり

る、妥協するなら妥協してもらわないと困る部分は、

高台に移転する部分を、３カ所ですか４カ所ですか、

野田村のほうですから、きちっとしたことはわからな

いんですが、それらも重要視しながらこのアクセス道

路というのを考えておられるようです。 

 先ほど農政部長が、面積が減った話の中に、実は、

野田村さんのこの都市計画区域に入って、そういうふ

うな構想のエリアの分も外れたのも大きいんです。そ

うなんですけども、津波の浸水想定区域内に、私は現

場を見れば、のような気がするんです。 

 その辺あたりを十分な県道と復興道路の野田の安心

につながるアクセスなわけですので、野田村村民のた
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めの道路じゃなく、県道として県民・国民、あるいは

地域の道路にきちっと物を申して、復旧・復興、災難

があって45号線がストップし、三鉄がとまって、機能

を麻痺したことを忘れないで考えてもらいたいんです

けども、どのような復興庁なり、あるいは関係機関と

協議しておられるのか、内容をお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小上建設部長。 

○建設部長（小上一治君）  この県道野田山形線とい

うことのルート、これについては、県のほうで、県北

の振興協会のほうから聞いたところでございますけど

も、これについては、いずれ浸水した区域が野田の所

を通っていたということで、それを外した形で、ちょ

うどこの場所が野田村の漁協のあたりから通っていく

というふうなことで計画していましたと。 

 それをもって復興道路として県では対応したという

ふうな形で聞いておるところでございます。 

 そういう意味で、野田のほうの計画もこれまでその

必要性は認めて、多額の費用がかかるということもあ

ったり、なかなか現実的にこのルートを実施できない

でこれまできておったわけなんですが。 

 こういうふうな事業が県のほうから発表になったと

いうことで、私のほうの久慈市から、建設のほうから

どうこうということは、この件については話はしてお

らないところでございました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  部長に話してくれというんじ

ゃなく、それなりの久慈市を代表する者がこの際、あ

の一帯地域の地域づくり、被災を経験したことの復興

道路にかかわる分ですから、ぜひ、野田村の村道をつ

くるのでは口出しされないのかもしれませんが、県道

と復興道路のかかわりの中では、ぜひ協議参加をして

ほしいと、いえばお願いでございます。 

 それから、時間です。最後ですが、教育行政に一つ、

学校の被災のお話は午前中からずっと話を聞いてきま

した。マニュアルが大事だということのやりとりをし

ました。 

 被災した学校なり地域が優先されるというのはわか

りますが、先ほどの庁舎と同じなんです。たまたま震

源地が宮城県沖のほうといいますか、久慈からみれば

遠かったから、これが八戸沖、久慈沖だったら、有無

を言わさず大川小学校どころじゃなかったんじゃない

かなというふうなことを非常に思い起こしたり、心配

しているわけです。 

 そういうことで、ぜひ、死者が出なかったからとか、

事故者がなかったからというふうな気持ちを緩めるこ

となく、ずっと毎月地震があるわけですから、特段の

この２校を中心に、あるいはかかわる公共施設の対策

を強く要望するべきだと思うんでありますが、改めて

考え方をお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  小中学校全体の耐震化と

いうことでお話を申し上げれば、耐震診断は全部住ん

でおりまして、耐震補強工事はすべて終わっておりま

して、一定基準以上の地震には対応できるというふう

な改修工事は済んでいるわけでございますが。 

 しかしながら、老朽化はどんどん進んでいるわけで

ございまして、全体の小中学校の老朽度を見ながら、

大規模改修なり、あるいは改築等を今後計画的には進

めるように計画を見直していきたいと、そのように考

えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後５時04分   散会   
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